
旭区連合自治会町内会連絡協議会３月定例会 
 
 
 

 

 

 

 

１ 警察・消防からのお知らせ 

（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

番号 議題 配布先 

（１） 
旭警察署からのお知らせ（情報提供） 

        （旭警察署）【資料１－１】 

単会 

会長 

（２） 
旭消防署からのお知らせ（情報提供） 

（旭消防署）【資料１－２】 

単会 

会長 

 

 

２ 横浜市町内会連合会定例会結果報告 

（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

番号 議題 配布先 

（１） 
消防出張所の機構改革について（事業説明） 

（旭消防署）【資料２－１】 
連長 

（２） 
横浜みどりアップ計画[2024-2028]の策定について（情報提供） 

（環境創造局 政策課）【資料２－２】 

単会 

会長 

（３） 

令和６年度横浜市ＬＥＤ防犯灯事業について（情報提供） 
※申請期限：令和６年５月 31 日（金） 

（市民局 地域防犯支援課／旭区 地域振興課）【資料２－３】 

単会 

会長 

（４） 

地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせ（情報提供） 

※申請期限：令和６年７月 31 日（水） 

（市民局 地域防犯支援課／旭区 地域振興課）【資料２－４】 

単会 

会長 

（５） 

自治会町内会デジタル活用・活動拠点（会館等）に関するアンケート

について（情報提供） 

※回答期間：令和６年３月 12 日（火）から６月 28 日（金）まで 

（市民局 地域防犯支援課／旭区 地域振興課）【資料２－５】 

単会 

会長 

（６） 

「令和６年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布に

ついて（情報提供） 

（市民局 地域活動推進課／旭区 総務課）【資料２－６】 

単会 

会長 

 

 

３ 旭区連合自治会町内会連絡協議会 議題 

（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

 番号 議題 配布先 

（１） 
よこはま動物園での GW 渋滞対策について（情報提供） 
（環境創造局 動物園課／環境創造局 公園緑地整備課）【資料３－１】 連長 

旭区マスコットキャラクター 

あさひくん 

日 時：令和６年３月 18 日（月） 

午後３時 00 分から 

場 所：新館大会議室（旭区役所新館２階） 

 

 



（２） 

プラスチックごみ分別拡大に向けた住民説明会の開催について（事

業説明） 
（資源循環局 旭事務所）【資料３－２】 

単会 

会長 

（３） 
第 12 回きらっとあさひ福祉大会 実施報告について（情報提供） 

（旭区 福祉保健課）【資料３－３】 
連長 

（４） 
年度更新に伴う現況等確認書類の提出について（依頼） 

（旭区 地域振興課）【資料３－４】 
単会 

会長 

（５） 

令和６年度「地域活動推進費補助金」及び「地域防犯灯維持管理費

補助金」について（情報提供） 
※申請期限：令和６年６月 28 日（金） 

（旭区 地域振興課）【資料３－５】 

単会 

会長 

（６） 

令和６年度「町の防災組織活動費補助金」の交付申請及び前年度の

実績報告について（情報提供） 
※申請期限：令和６年６月 28 日（金） 

（旭区 総務課）【資料３－６】 

単会 

会長 

（７） 
「あさひのつながり応援補助金」の募集について（情報提供） 

（旭区 地域振興課）【資料３－７】 
単会 

会長 

 

 

４ その他（情報提供、講演会・催事等の案内等） 

（自治だよりに掲載しませんが、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します） 

番号 議題 配布先 

（１） 

「旭区 魅力発信フェスタ in 二俣川駅」の実施について（情報提供） 
（旭区 区政推進課／旭区 地域振興課／旭区 こども家庭支援課） 

【資料４－１】 
連長 

（２） 

冊子「相鉄・東急新横浜線沿線 花みどりスポット」の発行につい

て（情報提供） 
（旭区 区政推進課）【資料４－２】 

単会 

会長 

（３） 
「２０２４旭オープンガーデン」の開催について（情報提供） 

（旭区 区政推進課）【資料４－３】 
単会 

会長 

（４） 
令和５年度旭区区民意識調査結果報告書について（情報提供） 

（旭区 区政推進課）【資料４－４】 
単会

会長 

 

 

５ 地域広報紙等の配布について（地区連合会長への情報提供） 

（１）鶴ヶ峰地区社協だより（第 1号）     ※鶴ヶ峰地区社会福祉協議会 広報紙 

(２) みんなの若葉台（№463）          ※若葉台連合自治会 広報紙 

(３) きぼうのえがお（第 67 号）           ※希望が丘東地区連合自治会広報紙 

(４) YOKOHAMA SAKONYAMA 連合だより（№109） ※左近山連合自治会 広報紙 

(５) 自治会町内会情報誌 まちむら（第 165 号） 

 



 

【次回日程】 

◎旭区連合自治会町内会連絡協議会４月定例会 

日 時：令和６年４月 18 日（木）  

午前 10 時 00分から 

場 所：新館大会議室（旭区役所新館２階） 

定例会結果報告はこちら 

 



区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１

01024023
長方形















2 月 1 日
2 月 19 日

月 日
月 日

　　　

１件

１件

１件

溶接機・切断機 １件

その他 ７件

その他 1,132件 6.9%

事故種別 件　　数 構成比率

急　　病

一般負傷

交通事故

11,813件

2,990件

567件

71.6%

18.1%

3.4%

被害状況

河川敷の雑草２アール焼損
専用住宅１棟全焼、類焼４棟、焼死者１人発生

場所

今川町
川島町

用途

雑草
専用住宅

放火
不明

49.6 45.3
3,461

4.3
救急件数（件）

救急状況
2,978 2,670 308

１日当たりの出場件数（件） 718.1 46.5
（備考）令和６年の数値は速報値であり、確定値ではありません。

放火
（放火の疑いを含む）

１１件 ストーブ

こんろ ４件

不　明

たばこ

電気機器

４件

３件

1 1死者（人）
負傷者（人）

焼損床面積（㎡）

671.6

1,402 1,482

３件

マッチ・ライター ２件

２件 取　灰

電灯・電話等の配線

電気装置

内燃機関

配線器具

２件

２件

２件

排気管

増△減

9 3 6
3 △ 1 22 26 △ 4

増△減

△ 80

　　　　　　旭区内火災発生状況　（　２ 月中　：　２　件　）
月日

133

旭　　　区　　　内 横　　　浜　　　市　　　内項　　　　目

5 12 △ 7 109 136 △ 27
令和６年 令和５年

各年の1月１日から同年２月29日（現在）

24 109

出火原因

火災状況

火災件数（件）

2

区分／年数 令和６年 令和５年

43,088 39,627

令和５年 旭区内救急出場件数 16,502件 （令和６年３月現在）

令和５年 旭区内火災 ４６件 原因一覧 （令和６年３月現在）

旭消防署からのお知らせ 区連会 資料１-２

【お問合せ先】旭消防署総務・予防課 庶務係

電話・FAX ０４５（９５１）０１１９



件

件

件
鶴ヶ峰本町一丁目

鶴ヶ峰本町二丁目

鶴ヶ峰本町三丁目

件

件 件

件 ＊ 　 地区連合未加入・高速道路等を含みます。

11

笹野台二丁目
笹野台三丁目
笹野台四丁目
中沢一丁目
中沢二丁目
中沢三丁目
中尾一丁目
中尾二丁目

1

今  宿

令和６年1月１日から同年2月29日（現在）

川島町
白根町

1

署所別
林　野 その他建　物 車　両

火　　災　　種　　別
町　丁　別 小計 町　丁　別

今宿二丁目
笹野台一丁目

1
1

白根一丁目

1

車　両 林　野
小計署所別

林野 その他

3 1 0 1
合計

2 5

市沢地区連合町内会
地区連合未加入・高速道路等

旭中央地区連合町内会

希望が丘東地区連合自治会

左近山連合自治会

合　　　　　計

笹野台地区連合自治会
希望が丘連合自治会

川井地区町内会自治会連合会
若葉台連合自治会

鶴ヶ峰地区町内会連合会

万騎が原連合自治会
二俣川地区連合自治会

建物

5 件

1

1 2

1

上白根二丁目

下川井町
都岡町
上白根町
上白根一丁目

希望が丘南地区連合自治会
さちが丘地区連合自治会

二俣川ニュ－タウン連合町内会

都　岡
車両

上白根連合自治会

0
矢指町

1

旭区連合自治会町内会火災発生状況
自治会・町内会 ２月 累計 自治会・町内会 ２月 累計

西川島町

1

中白根一丁目

1

南本宿

白根六丁目

1

さちが丘

0

3

白根四丁目
白根三丁目

若葉台四丁目
市沢町

白根二丁目

白根七丁目

桐が作

柏町
上川井町

市　沢

白根五丁目 大池町

若葉台二丁目

【お問合せ先】  旭消防署総務・予防課　　電話・ＦＡＸ：９５１－０１１９

小高町

四季美台
今川町 1

川井宿町

東希望が丘
中希望が丘

今宿地区町内会自治会連合会

白根地区町内会自治会連合会
旭北地区連合自治会

旭南部地区連合自治会

上白根三丁目

金が谷二丁目
今宿町
今宿一丁目

川井本町

南希望が丘
二俣川１丁目
善部町

さちが丘

今宿西町
今宿南町

本村町

1

本　署

本宿町
南本宿町
二俣川２丁目

令和６年町丁別火災発生状況

白根八丁目 若葉台一丁目

左近山
万騎が原

鶴ヶ峰二丁目
金が谷
金が谷一丁目

中白根二丁目
中白根三丁目
中白根四丁目
鶴ヶ峰一丁目

今宿東町

0

建　物
火　　災　　種　　別

その他

三反田町

若葉台

1

若葉台三丁目



 

 

消防出張所の機構改革について【事業説明】 

１ 事業の趣旨 

消防出張所のマネジメント体制及び警防体制の強化を図るため、今後４か年をかけて市

内 78消防出張所の体制を変更します。 

２ お願いしたいこと 

  【地区連長】機構改革についてご承知おきください。 

【単位会長】機構改革の該当になった年度において、改めてご説明を致します。 

３ 機構改革の概要等 

 

 

 

 
 
 
 

 

４ 機構改革の主なポイント 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
(1) 概要 

これまで消防出張所に配置していた毎日勤務者の「消防出張所長（係長級）」を、
当直勤務の「消防出張所第一係長」、「消防出張所第二係長」へ見直し、消防出張
所に係長級の職員を２名配置します。 
また、消防出張所に地域担当として、豊富な経験を有した毎日勤務者を１名配

置します。 
(2) 対象 
  令和６年度は、鶴見、神奈川、西、中、南、港南消防署の消防出張所が対象と
なります。 

【ポイント①】責任職による 24時間体制の構築 
Ⅰ 消防出張所のマネジメント体制の強化 
＜現行体制＞ 
消防出張所長（毎日勤務者）の勤務体系により夜間時間帯においては、責任職が不

在となっています。 
＜今後の体制＞ 

・係長の 24時間当直勤務により、平日夜間や土日祝日においても、責任職による対応
が可能となります。 
・当直勤務の係長を配置することで、職員の人材育成（部隊訓練や立入検査など）を
より一層推進し、安全・安心を実感できる街づくりを進めます。 
 
Ⅱ 出張所部隊の災害対応力の強化 
＜現行体制＞ 
出張所部隊の隊長は、職員（消防司令補）が担っています。また、消防出張所長は

部隊要員ではありません。 
＜今後の体制＞ 
出張所部隊の隊長は、係長（消防司令）が担うとともに、係長を補佐する職員（消

防司令補）を配置し、更なる出張所部隊の災害対応力の強化を図ります。 
 

【ポイント②】豊富な経験を有した毎日勤務の職員（地域担当）を配置 
 出張所部隊が災害出場中や訓練等で不在の場合でも、豊富な経験を有した毎日勤務
の職員（地域担当）が、現行と変わらず消防出張所の窓口対応を行います。 

資料 ２―１ 
和６年３月 18 日 
旭 消 防 署 



 

 

 

 

 

【参考：組織機構図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行体制 

＜部長級＞ ＜課長級＞ ＜係長級＞ 

庶務係長 

消防団係長 

予防係長 

消防出張所長 

消防署長 副署長 総務・予防課長 
（副署長兼） 

警防課長 

警防第一担当課長 

警防第二担当課長 

(兼) 

(兼) 

警防第一係長 

救急担当係長 

警防第二係長 

救急担当係長 
（警防第一係 

救急担当係長兼） 
消防出張所第一係長 

(総務・予防課 
消防出張所長兼) 

消防出張所第二係長 
(総務・予防課 
消防出張所長兼) 

機構改革後 

＜部長級＞ ＜課長級＞ ＜係長級＞ 

消防署長 副署長 総務・予防課長 
(副署長兼) 

(兼) 

(兼) 

庶務係長 

消防団係長 

予防係長 

査察指導担当係長 

消防出張所 
第一係長 

(警防課消防出張所 
第一係長兼) 
消防出張所 
第二係長 

(警防課消防出張所 
第二係長兼) 

警防第一担当課長 

警防第二担当課長 

警防課長 警防第一係長 

救急担当係長 

警防第二係長 

消防出張所第二係長 

消防出張所第一係長 

救急担当係長 
（警防第一係 

救急担当係長兼） 

査察指導担当係長 

消防出張所の責任職は１名のみ

 

 

消防出張所の責任職を２名配置 

 

【お問い合わせ】 
旭消防署 副署長 

岩永 正己 
電話 045-951-0119  

 

【ポイント③】地域・消防団への対応 
＜現行体制＞ 
地域・企業等への「防災指導」や各種訓練、会議への参加をはじめとする「消防団関

連事務」等は、消防出張所長が単独で行うことが多くなっています。 
＜今後の体制＞ 

・「防災指導」等は、消防出張所第一・第二係長のマネジメントのもと、係一体となっ
た対応が可能となります。 
・「消防団関連事務」は、訓練から実災害まで、出張所部隊と消防団の顔の見える関係
が構築されることで連携が強化されます。 



 
横浜みどりアップ計画[2024-2028]の策定について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  本市では、「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくため、平成 21 年度から「横

浜みどり税」を財源の一部に活用した「横浜みどりアップ計画」を推進しています。 

３期目となる現行計画は、今年度末に終了しますが、この度、昨年 12 月の横浜みどり税

条例一部改正の議決を受け、４期目となる「横浜みどりアップ計画[2024-2028]」を策定し

ましたのでご報告します。引き続き、計画への御理解・御協力をお願いいたします。 

なお、配布資料については、区連会での説明後に、単位自治会町内会長あてに各１部を送

付させていただきます。 
 

 

２ 計画の概要 

  添付の概要版リーフレットを御参照ください。 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【計画全体に関すること】 
環境創造局政策課 
電話 045-671-4214 /FAX 045-550-4039 
メール ks-mimiplan@city.yokohama.jp 

【計画の各事業に関すること】 
 環境創造局みどりアップ推進課 

電話 045-671-2712 /FAX 045-224-6627 
メール ks-midoriup@city.yokohama.jp 

検索 横浜みどりアップ 2024-2028 

区連会 資料２－２ 



横浜みどりアップ計画［2024-2028］

（概要版）

横浜市は大都市でありながら、市民生活の身近な場所に、多くの樹林地や農地などの多様な緑を有しています。これら

の緑を次世代に引き継ぐため、「横浜市水と緑の基本計画」の重点的な取組として、2009（平成21）年度から「横浜みど

り税」を財源の一部に活用した「横浜みどりアップ計画」を推進しています。

現行の「横浜みどりアップ計画」は、2023（令和５）年度末までの計画ですが、緑の保全や創出は長い時間をかけて継

続的に取り組むことが必要です。そこで、これまでの取組の成果などを踏まえ、2028（令和10）年度を目標年次とする

「横浜みどりアップ計画[2024-2028]」をとりまとめました。

アンケート方式 公募型自由記述方式

実施期間 2022（令和４）年12月23日（金）から2023（令和５）年１月31日（火）まで

実施方法
無作為抽出の個人5,000人、法人5,000社に対し

調査票を送付
素案の概要版パンフレットに添付のハガキ、

Ｗｅｂフォーム、電子メール、ＦＡＸ

回収数 個人：1,281人 法人：939社 43通（意見総数：93件）

アンケート方式の回答結果

問１ 「これからの緑の取組」では、引き続き、貴重な緑を将来に残
すとともに、新たに創出する取組を進めようとしています。このことに
ついてどう思いますか。

問合せ先
横浜市環境創造局政策調整部政策課みどり政策調整担当
電話：045-671-4214 FAX：045-550-4093
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10（28階）

計画本編〈冊子〉は、次の場所で閲覧できます
・各区役所の広報相談係

・市民情報センター（市庁舎３階）

・環境創造局ウェブサイト

街の魅⼒を⾼め、
賑わいにつながる

緑や花

ボランティア
⽀援

保育園・
⼩中学校
での緑の
創出

地産地消

樹林地の保全・
維持管理

農景観の
保全

市民の森の開園
- 16か所開園し、４３か所に -

農園の開設
- 310か所 開設 -

地域が主体となって緑や花を創出
- 67か所で展開 -

計画を進めるための財源について

「横浜みどり税」は、緑の保全・創造に取り組むため
の安定的な財源として、2009（平成21）年度から、
市民の皆様にご負担いただいてきました。引き続き
2024（令和６）年度から2028（令和10）年度まで
ご負担をお願いし、この計画の重要な財源の一部と
して活用していきます。

横浜みどりアップ計画[2024-2028]策定の流れ

素案に対する市民意見募集の結果（概要）

対象 税率

個人 市民税の均等割に年間900円を上乗せ※

法人 市民税の年間均等割額の９％相当額を上乗せ

※ 所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方は課税対象から除く

2009年４月 横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
開始、横浜みどり税条例施行

2019年４月 横浜みどりアップ計画[2019-2023]
開始

2022年6月 横浜の緑に関する市民・土地所有者
意識調査

2022年10月 横浜みどりアップ計画[2019-2023]
3か年の事業・取組の評価・検証

2022年12月 これからの緑の取組[2024-2028]
（素案）策定

2022年12月 「これからの緑の取組[2024-2028]」
（素案）に対する市民意見募集

2023年４月 これからの緑の取組[2024-2028]
（原案）策定

2023年10月 横浜みどりアップ計画[2019-2023]
４か年の事業・取組の評価・検証

2023年10月 令和５年度横浜市税制調査会答申
-令和６年度以降の横浜みどり税の
取扱いについて-

2023年12月 横浜みどり税条例の一部改正案 議決

2023年12月 横浜みどり税条例施行

2024年４月 横浜みどりアップ計画[2024-2028]
スタート

61.1%
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2.9%

3.0%

2.6%

0.3%

0.2%
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法⼈
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問7「これからの緑の取組」に掲げた緑を保全・創出し、未来に引き
継いでいくための施策を実施するためには、安定した財源が必要と
なります。その財源の一部を、横浜みどり税のように、市民が負担す
ることについて、どう思いますか。

21.4%

25.7%

47.0%

48.1%

18.0%

13.6%

13.0%

11.9%

0.5%

0.7%

0.1%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法人

個人

56.2%
60.6%

32.7%
30.8% 7.1%5.5% 3.3%2.8% 0.5%0.2%

0.1%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法人
個人 積極的に取り組む必要がある どちらかと言えば取り組む必要がある

どちらかと言えば取り組む必要がない 取り組む必要がない

無回答 無効回答

※問７は「取り組む」⇒「負担する」に読み替え

横浜みどりアップ計画のこれまでの主な成果

横浜みどりアップ計画[2024-2028]が目指す姿

鶴⾒区

神奈川区

⻄区

中区南区

磯⼦区

⾦沢区栄区

港南区
⼾塚区

泉区

旭区
瀬⾕区

緑区

保⼟ケ⾕区

⻘葉区
都筑区

港北区

市⺠農園等
計画開始以降（2009〜2022）
計画開始前（〜2008）

鶴⾒区

神奈川区

⻄区

中区南区

磯⼦区

⾦沢区栄区

港南区⼾塚区

泉区

旭区

瀬⾕区

緑区

保⼟ケ⾕区

⻘葉区

都筑区 港北区

地域緑のまちづくり協定締結地区

市⺠の森の開園

まちなかでの
緑の創出・育成

地域緑の
まちづくり

農園の開設



計画の体系

みどりアップ計画[2024-2028]の方向性

多様なコミュニティの形成や市民活動の支援の拡充

全市域に広がっている緑や花に関する活動への支援
を充実させ、さらに発展させることで、活発な市民活動
が行われている姿を目指します

市民が緑に関わる取組のさらなる展開

市民が緑にふれ、感じることができるよう、魅力的な
空間づくりや体験イベントの開催をはじめ、これまで
確保してきた緑のストックの一層の活用を進めます

身近な緑の着実な確保と維持管理による質の向上

引き続き身近な緑の場を保全・創出して良好な育成を
進めることで、都市環境を形成する主要な要素である
緑のもつ多様な機能を効果的に発揮させていきます

市民・事業者の皆様に取組の意義や成果、
緑がもたらす効果をわかりやすく伝えることで、取組への共感と、

緑のある暮らしの実感につながる広報を展開

計画の理念

みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜

５か年の目標

計画の理念のもと、2024（令和６）年度から２０２８（令和10）年度までの５か年の目標を、次のとおりとします。

１．緑の減少に歯止めをかけ、総量の維持を目指します

緑地保全制度による指定が進むことで樹林地の担保量が増加、水田の保全面積を維持、市街地で緑を創出する
取組が進展 など

２．地域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を高めます

森の保全管理など緑の多様な役割や機能を発揮する取組の進展、緑や花の創出により街の魅力・賑わいが向上
など

３．市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮らしを実現します

森に関わるイベントや農作物の収穫体験、地域の緑化活動など、市民や事業者が緑に関わる機会が増加 など

事業費

事業費 国費 市債 一般財源 みどり税

柱１ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 303 60 133 24 86

柱２ 市民が身近に農を感じる場をつくる 34 - 12 12 10

柱３ 市民が実感できる緑や花をつくる 77 0.5 6 25 46

効果的な広報の展開 0.8 - - 0.8 -

総事業費 415 60 150 62 142

（単位：億円）

※端数処理により、合計値は一致しないことがあります。

柱１ 市民とともに次世代につなぐ森を育む

柱２ 市民が身近に農を感じる場をつくる

柱３ 市民が実感できる緑や花をつくる

効果的な広報の展開

施策１

まとまりのある
樹林地の保全・活用

事業① 緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

事業② 良好な森の育成

事業③ 森に関わる多様な機会の創出

施策１

農に親しむ
取組の推進

事業① 良好な農景観の保全

事業② 農とふれあう場づくり

施策２

「横浜農場」の展開による
地産地消の推進

事業③ 身近に農を感じる地産地消の推進

事業④ 市民や企業と連携した地産地消の展開

施策１

市民が実感できる
緑や花の創出・育成

事業① まちなかで緑の創出・育成

施策２

ガーデンシティ横浜の
更なる推進

事業② 緑や花があふれる地域づくり

事業③ 子どもを育む空間での緑の創出・育成

事業④ 緑や花による魅力・賑わいの創出・育成

事業① 市民の理解を広げる広報の展開



- 1 - 
 

 

 

 

 

令和６年度 横浜市ＬＥＤ防犯灯事業について【お知らせ】 

 

１ 趣旨 

  令和６年度の横浜市ＬＥＤ防犯灯事業についてお知らせします。 

引き続き、ＬＥＤ防犯灯の見守り等について御協力をお願いします。また、地域で

必要な場所に防犯灯の設置を希望する際の申請手続き等について御案内します。 

 

２ お願いしたいこと 

 【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ このお知らせの概要 

（１）横浜市のＬＥＤ防犯灯について（２ページ） 

（２）ＬＥＤ防犯灯の見守りへの御協力について（３ページ） 

   故障の発見・連絡や周辺草木の除去等、日常の見守りを引き続きお願いします。 

（３）劣化した鋼管ポール防犯灯の撤去への御理解について（３ページ） 

   劣化の著しい鋼管ポールは、安全を考慮し速やかに撤去させていただきます。予

めご承知おきください。 

（４）市による新規設置を希望する際の御申請について（４ページ） 

・市（18 区）全体で 154 灯（電柱共架型 144 灯・鋼管ポール型 10 灯）の予定です。 

・『令和６年度 電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』及び『令和６年度 鋼管

ポールＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』にて、設置可能な条件等を御確認いただ

き、御申請ください。手引と申請書類は、区地域振興課で入手できます。 

・申請の受付は区地域振興課へ、締切は令和６年５月 31 日（金）となります。 

 

４ ＬＥＤ防犯灯事業の市ホームページ URL 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/LED/ 

 

 

【備考】この事業は、令和６年度横浜市予算案が横浜市会において議決された後に実施が確定します。 

 

 

 

市連会３月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ３ 月 12 日 

市民局地域防犯支援課 

＜お問合せ先＞ 
市民局地域防犯支援課 
電話：045-671-3709 
電子メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.jp 

区連会 資料２－３ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/LED/
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（１）横浜市のＬＥＤ防犯灯について             

 

・物価高騰等により事業費は年々増大していますが、電気料金など縮減できない経費が

事業費全体を圧迫している状況です。このため、市では、現在ある防犯灯の維持への

対応に注力しています。 

 

・街の灯り全体のバランスよい配置を目指し、防犯灯の適正配置を進めていく必要があ

ると考えていますので、引き続き、地域の皆様の御理解、御協力をお願いします。 

 

 

 

【電柱の撤去に伴う防犯灯の取扱いについて（参考）】 

市の電柱共架型防犯灯は、電柱事業者の許可を得て設置し、維持管理しています。電柱事業者

や設置場所等の都合により、灯具のついた電柱が撤去・移設される場合、原則として防犯灯も同

時に撤去・移設となりますので、予め御承知おきください。 

横浜市が管理する防犯灯 約 18 万灯 

電柱共架型 約 16 万灯 
（電柱につけた灯具を管理） 

鋼管ポール型 約２万灯 
（独立柱を建て、灯具をつけて柱ごと管理） 

灯具の横に黄色のプレートが付いています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポール本体に黄色の 

プレート又は銀色の 

シールが付いています 

 

Y 瀬谷区 

T 555 

Y 鶴見区 

プレートタイプ シールタイプ 

【横浜市防犯灯設置基準（抜粋）】 

・設置場所は、自治会町内会の区域内及びその周辺で多くの地域住民が通行する道路を照明

する場所とする。ただし、原則として集合住宅等の敷地内通路を照明する場所は除く。 

・灯具は、東電柱又はＮＴＴ柱に設置する。ただし、設置できる電柱がない等の理由により

やむを得ない場合は、鋼管ポールに設置する。 

・防犯灯の設置間隔は、屋外照明からおおむね 25 メートル以上とする。ただし、防犯上及

び道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

・灯具の設置の高さは、原則として地上から 4.5 メートル以上とする。 
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（２）ＬＥＤ防犯灯の見守りへの御協力について        

市が設置したＬＥＤ防犯灯については、故障の発見・連絡や

周辺草木の除去等、日常の見守りを、自治会町内会の皆様に

お願いしています。 

自治会町内会から移管された鋼管ポール型防犯灯は、設置

から年数が経ったものも多く、劣化の著しいものも見られま

す。倒壊による被害を防止するためにも、見守り活動等によ

り劣化したポールを発見した場合は、速やかな情報提供をお

願いします。 
 

  

（３）劣化した鋼管ポール防犯灯の撤去への御理解について     

劣化の著しい鋼管ポールは、安全を考慮し速やかに撤去しますので、予め御承知おき

ください（対象は市が選定します。）。 

撤去後は、横浜市防犯灯設置基準に照らし合わせ、①撤去のみ、②近隣電柱に灯具を

移設、③建替え（鋼管ポール型防犯灯の再整備）のいずれかの対応となります。 

市の設置する防犯灯は電柱共架型を基本としていることから、建替えは付近に電柱が

ない場合に限ります（令和６年度は市全体で 22 本を予定）。建替えにあたっては、近隣

にお住まいの皆様から御理解・御協力を得るために、自治会町内会の皆様に御協力をお

願いします（具体的な内容は個別に御相談）。 

【ＬＥＤ防犯灯の故障等を発見された際の連絡先】 

・旭区地域振興課  電話０４５－９５４－６０９１ 

・市民局地域防犯支援課 （電話０４５－６７１－３７０９） 

■お知らせいただきたいこと 

① 管理番号（黄色のプレート又は銀色のシールに記載されている番号） 

② 電柱番号、住所及び目標物 

③ 不具合の内容（「点灯していない」「昼間も点いている」「車が衝突し鋼管ポールが傾

いた」「鋼管ポールの根元が腐食している」等） 

④ 不具合発生の時期（気づいた日）及び時間帯 

＊防犯灯は、周囲の明るさを感知して自動点灯します。周囲の状況により、点灯のタイミング

が異なることがありますが、故障ではありません。 

【注意：電線の垂れ下がりや切断を見つけたとき】 

大変危険ですので絶対に近づかず、東京電力パワーグリッド株式会社カスタマー 

センター（0120-995-007）に、直接御連絡ください。 

※0120 番号をご利用になれない場合は 03-6375-9803（有料） 

 ポール穴あき 
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なお、現在設置する鋼管ポール基礎は大きい（約直径 50cm）ため、既設鋼管ポールと

同じ場所及び周辺に設置できない場合もあります。 

 

（４）市による新規設置を希望する際の御申請について         

① 令和６年度の新規設置の御申請について 
・市（18 区）全体で 154 灯（電柱共架型 144 灯・鋼管ポール型 10 灯）の予定です。 

・『令和６年度 電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』及び『令和６年度 鋼管

ポールＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』にて、設置可能な条件等を御確認いただき、

御申請ください。手引と申請書類は、区地域振興課で入手できます。 

・申請の受付は区地域振興課へ、締切は令和６年５月 31 日（金）となります。 

 

令和６年度から制度化：「付替制度」の利用について 

周辺の土地利用状況が変わり、防犯灯に頼ることなく十分な明るさを確保で

きるようになった場所がある場合（※）は、その場所の市管理防犯灯を撤去し、

代わりに明かりが必要な場所の電柱に灯具を再設置する「付替制度」を整えま

した。この制度を利用することで、新設予定数（電柱共架型 144 灯）とは別枠

で設置できるというメリットがありますので、積極的な御検討をお願いします。 

 

② 申請にあたっての留意事項 

・申請にあたり、近隣の方などの御理解を得るようにしてください。 
  ※設置段階で近隣の方とトラブルになるケースが多く発生しています。 
・複数の申請を行う場合は、自治会町内会にて十分検討のうえ、必ず優先順位を記

載して下さい（優先順位の高い申請から審査します。）。 

 
③ その他の方法で必要な灯りを確保するには 

次のような手法で必要な灯りを確保する方法もあります。御検討ください。 

自治会町内会が自ら地域

防犯灯を設置し、維持・管

理を行う 

地域防犯灯の設置にあたり地域活動推進費補助金をご

活用いただけるほか、維持管理に係る補助金の交付を

受けることができます。 

自治会町内会や宅地開発

事業者が、ＬＥＤ防犯灯を

独自に設置する 

事前に横浜市と協議のうえ、設置後に横浜市へ防犯灯

を寄附いただける制度があります。 

※鋼管ポール型防犯灯は寄附制度の対象外 

 

※十分な明るさを確保できるようになった場合の例 

・防犯灯の近くに、明るい道路照明が設置された 

・マンションや 24 時間営業の店舗ができ、周辺が十分に明るくなった 等 



 

自治会町内会長 各位 

 

地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせ【情報提供】 

 

１ 事業の趣旨 

 地域における防犯活動への支援の一環として、防犯カメラを設置する際に費用の一部

を補助する「地域防犯カメラ設置補助制度」を、令和６年度も実施します。 

地域防犯カメラの設置をご検討される場合は、下記及び裏面の概要をご確認のうえ、

「申請の手引」をお取り寄せいただき、申請書類を各区地域振興課までご提出ください。 

 

２ お願いしたいこと 

 【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 制度の概要 

（１）申請書及び添付書類の提出期限：令和６年７月 31 日（水）必着 

各区地域振興課及び各関係機関へのご相談は、お早目にお願いします。 

申請の手引及び申請書の配付場所：各区地域振興課または市民局ホームページ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/camera/kamera2.html  

       または、 横浜市 地域防犯カメラ設置補助金 で検索できます。 

 

（２）申請書類提出先： 

・各区地域振興課（持参または郵送） 

・横浜市電子申請・届出システム(右の二次元コードよりアクセス) 

   【主な提出書類】 

・申請書（第１号様式）、見積書、収支計算書（第２号様式） 

・設置場所の使用に関する土木事務所等との協議書、電柱への設置に関する協議書 

※過去に申請したことがある場合は申請書類の一部を省略できます。 

詳しくは、申請の手引きをご覧いただき、各区地域振興課へご相談ください。 

 

（３） 補助金交付までのスケジュール 

令和６年３月～ ・総会、役員会、委員会等での防犯カメラの設置に関する合意形成 

設置場所の近隣住民の同意の取り付け 

・防犯カメラ設置について関係機関へ相談、協議 

（区役所地域振興課、警察署、東京電力、NTT、土木事務所 等） 

７月 31 日まで ・補助金交付申請書類を各区地域振興課へ提出 

９月頃 ・補助金交付決定（横浜市から交付、不交付の決定を通知します） 

※以降、機器購入・工事契約が可能となります 

令和７年２月中旬まで ・防犯カメラ設置工事完了後、横浜市へ実績報告書類を提出 

３月頃 ・補助金交付 

 

市連会３月定例会説明資料 

令 和 ６年 ３ 月 12 日 

市民局地域支援部地域防犯支援課 
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（４）補助条件等 

 

① 補助対象の防犯カメラ 

地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動きを撮影

し、記録するために特定の場所に固定して設置する防犯カメラです。 

防犯カメラの設置及び運用については、プライバシー保護のために、総会、役員会等で

合意を得ることが必要です。また、設置箇所周辺の住民にも必ず同意を得てください。 

 

② 補助対象団体：自治会町内会、地区連合町内会 

 

③ 補助対象経費 

防犯カメラ等機器購入費及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板等の設置費 

※電気料金、修繕、点検などの維持管理費や更新に係る費用は補助対象外 

 

④ 補助内容 

防犯カメラ 1台ごとに補助対象経費の 10分の９  

補助上限額 210,000円 

 
⑤ 交付台数 

令和６年度は、地域の防犯力強化のために、補助予算台数 150台を維持します。 

ただし、予算の範囲内で交付決定をするため、申請をいただいても補助されない場合や、

申請した台数の一部が補助されない場合があります。その場合、防犯活動の取組状況・

犯罪発生状況などを考慮し、補助金の交付を決定します。 

 

 

【参考】民間事業者による防犯カメラ設置の取組 

自治会町内会が飲料自動販売機の設置場所を提供できる場合、その売上・利益により、防犯カメラの

設置費用等を賄う取り組みをしている事業者があります。横浜市地域防犯カメラ設置補助制度を利用せ

ずに防犯カメラの設置を検討する場合は参考にしてください。 

※設置条件等については各飲料メーカーごとに異なります。詳細につきましては、横浜市 HPをご覧い

ただくほか、神奈川県くらし安全防災局くらし安全部くらし安全交通課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

市民局地域防犯支援課 
電話：045-671-3705 
電子メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.jp 

横浜市ＨＰ→ 

神奈川県ＨＰ→https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f5g/anan/annet/index.html  

 



 

自治会町内会デジタル活用・活動拠点（会館等）に関するアンケートについて【協力依頼】 

１ 趣旨 

自治会町内会のデジタル活用に関する取組状況や活動拠点（会館等）に関する情報を把握す

るため、アンケートへの御協力をお願いします。いただいた回答は、今後の自治会町内会活動

の支援のための施策を検討する際に、参考にさせていただきます。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区の定例会で情報提供をお願いします。 

地区連合として取り組んでいる内容について、ご回答をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

単会として取り組んでいる内容について、ご回答をお願いします。 

※地区連長及び単位会長を兼任されている方は、恐れ入りますが、それぞれの立場でご回答

くださいますようご協力をお願いします。

３ アンケートの内容

  別紙のとおり（全６問、所要時間：３分程度）

・自治会町内会のデジタル活用に関する取組状況について（２問）

・自治会町内会活動の拠点（会館等）について（４問）

４ 実施時期 

令和６年３月 12日（火）～６月 28日（金） 

５ 回答方法 

  次のいずれかの方法で、ご回答ください。 

（１）電子申請システム

右の二次元バーコードから、回答フォームにお進みください。 

（２）メール

  回答用紙（Excel）を、以下の市 WEBページからダウンロードの上、 

市民局地域活動推進課 sh-jichikai@city.yokohama.jp までお送りください。 

（URL https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/tyosa.html） 

横浜市 自治会町内会調査 検索 

（３）区役所地域振興課への提出

  添付の回答用紙を地域活動推進費補助金の申請書類の提出時などに併せて、 

ご提出ください。（提出方法：窓口への持参・メール等） 

市連会３月定例会資料 
令 和 ６ 年 ３ 月 1 2 日 
市民局地域活動推進課 

市民局地域活動推進課 担当：川口、高橋、石栗 

電話：045-671-2317 FAX：045-664-0734 

Ｅメール：sh-jichikai@city.yokohama.jp 

←電子申請システムの 

二次元バーコード 

区連会資料 ２－５

mailto:sh-jichikai@city.yokohama.jp
01181281
長方形



区 　 ※自治会町内会名

【デジタル関連】

①
LINEなどを用いた連絡・
情報発信

② 自治会町内会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設 ③ 自治会町内会SNS開設

④ 自治会町内会向けアプリの導入  （アプリ名を記入）　→

⑤ WEB会議の導入 ⑥ 会議資料をデータで共有

⑦
紙資料のPDF保存
（紙保管の低減）

⑧ ストレージサービス（※）の活用（Googleドライブなど）

⑨
会議録の自動文字起こし
ツールの活用

⑩ その他 （具体的内容）　→　　

①
LINEなどを用いた連絡・
情報発信

② 自治会町内会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設 ③ 自治会町内会SNS開設

④ 自治会町内会向けアプリの導入  （アプリ名を記入）　→

⑤ WEB会議の導入 ⑥ 会議資料をデータで共有

⑦
紙資料のPDF保存
（紙保管の低減）

⑧ ストレージサービスの活用（Googleドライブなど）

⑨ 会議録の自動文字起こしツールの活用

⑩ その他 （具体的内容）　→　　

⑪

① 町内会単独で所有する会館 ② 他の町内会等と共同で所有する会館

③ 借家・借間 ④  近隣の町内会が所有する会館 ⑤ 地区センター

⑥ コミュニティハウス ⑦ 地域ケアプラザ ⑧ 民間の会議室

⑨
マンション等の集合住宅の
集会室

⑩ その他　　　→

今のところ取組む予定はない
 　　　　　　　　　     （その理由）→

（2）これから取り組みたいもの全てにチェック☑してください。

自治会町内会デジタル活用・活動拠点（会館等）に関するアンケート

【自治会町内会活動の拠点（会館等）について】
（3）主な活動拠点について教えてください。（当てはまるもの１つにチェック☑してください）

（１）取り組んでいるもの全てにチェック☑してください。

※地区連長の立場で回答いただく場合は、地区連合会名をご記入ください。

※地区連長の立場で回答いただく場合、地区連合町内会館を所有していなければ、

こちらで回答終了です。

（※）インターネット上の保管スペースにデータを保存するサービス



① LED照明器具 （導入した時期）　 →

② 省エネエアコン （導入した時期）　→

③ 断熱窓等　　　　（導入した時期）　→

④ 太陽光発電設備 （導入した時期） →

⑤ 蓄電池　　　　　 （導入した時期）　→

⑥ 導入済みの設備はない ↑直近で導入した時期を記入（例：R４年６月頃）

⑦ 会館がない

① 申請予定 → 回答終了です。 ② 申請済み → 回答終了です。

③ 申請の予定はない → （６）にお進みください。

① 会館がない ② 既に省エネ設備を導入済みのため

③ 資金がない ④ 会員の了解が得られない ⑤ 補助手続きが手間

⑥ 要件にあてはまらなかった

⑦

⑧ その他　　　　　→　　　

（５）自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金（R6.3.1申請受付開始のLED、省エネエアコン等への
　　　補助）について、申請予定（申請済み）ですか。（当てはまるもの１つにチェック☑してください）

（６）「申請予定はない」理由を教えてください。（当てはまるものに全てチェック☑してください）

（4）自治会町内会館において、LED照明器具、省エネエアコン等、下記の５つの設備で導入済みの
　　ものを教えてください。（当てはまるもの全てにチェック☑してください）

希望する補助メニューがない
　　　 （希望の設備を記入） →

ご協力いただきありがとうございました。（実施主体：市民局地域活動推進課）



 
「令和６年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をする

方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運営し

ています。令和６年度もこれまでと同様に、継続して実施します。是非ご活用ください。 
 

２ お願いしたいこと 

【区連長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ 令和６年度横浜市市民活動保険補償内容（令和５年度補償内容から変更はありません） 

賠償責任保険（限度額） 傷害保険 

身体賠償  

１名  １億円 死 亡 １名 500万円 

１事故 ５億円 
後遺 

障害 

後遺障害の程度に応じた金

額 

（１名 上限 500万円） 

財物賠償  １事故 500万円 入 院 １日 3,500円（180日限度） 

保管物賠償 １事故 500万円 通 院 １日 2,500円（90日限度） 

免責金額 

（自己負担

額） 
5,000円 手 術 

入院の手術 35,000円 

外来の手術 17,500円 

 

４ 添付資料 

  リーフレット「令和６年度横浜市市民活動保険のご案内」
 
５ 主な配布先 

各区総務課、各区区政推進課広報相談係、各区市民活動支援センター、 

地域ケアプラザ 等 

本市ホームページにも掲載します。 

        

※ 令和６年度横浜市市民活動保険事業は、予算案が横浜市会において議決されることが実

施の条件となります。 
 
 

市連会３月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ３ 月 1 2 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

市民局地域活動推進課 
担当 江原、荒木 
電話 045-671-3624 /FAX 045-664-0734 
メール sh-chiikikatsudo @city.yokohama.jp 

区連会 資料２－６ 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

もっぱら市内で、次の４つの要件を全て満たすボランティア活動を行う方。 

① 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動 

② 無報酬の活動 （交通費などの実費の支給を除く） 

③ 継続的・計画的に行っている活動 

④ 公益性のある（他人や社会に貢献する）活動 

※ 対象となるボランティア活動には次の行為も含まれます。 

・ 集合地又は出発地及び解散地と自宅との通常考えられる経路の往復途上 （国内に限る） 

・ 活動に必要な会議・会場設営の準備活動、後片付け 

対 象  

特 徴 

■保険料は不要です。 

■事前の登録・加入手続きは不要です。 

■事故発生後に手続きをしていただきます。  
ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、横浜市が保険料を負担し、保険会社と契約をしています。 

活動者には事故発生後に、日頃の具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。それに基づき

横浜市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。 

※ 詳しい手続き方法・必要書類については、最後のページをご確認ください。 
 

対象となる活動の例は次ページ 

 

13

6
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38

段差（階段、床の凹凸、縁石等）での転倒

虫刺され

道具（剪定バサミ、包丁等）の操作ミス

その他

事故の原因は？ 【傷害事故：令和５年４月～令和５年 12 月】 

負傷内容は？ 

ボランティア活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。 

令和６年４月１日午後４時～翌年４月１日午後４時に発生した事故が対象です。 
補償内容等が年度によって変わる場合がありますので、必ずご確認ください。 
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6

3

15

18

骨折

虫刺され

創傷

打撲

その他

どうぞ気を付けてご活動ください。 
  

 R６年３月作成  



  
 

１ 社会福祉施設等への援護活動 行事の手伝い、習い事の指導、慰問 等 

２ 高齢者、障がい児・者等への援護活動 配食サービス、生活介助、手話通訳･点訳･朗読奉仕 等 

３ 清掃活動 
公園・河川・公道等の不特定多数の方が利用する場所の 

清掃・美化活動 等 

４ 資源回収・リサイクル活動  

５ 公共的団体が行う募金活動 共同募金、交通遺児募金 等 

６ 地域防災・防犯活動   
地域防災拠点の運営、地域の防災訓練の運営・指導、 

避難所での配食活動、防犯パトロール 等 

７ 交通安全活動 通学路での児童の見守り、自転車放置防止 等 

８ 保健衛生活動 食生活改善指導、健康に関する啓発 等 

９ スポーツ活動の指導・運営  各種スポーツの指導、競技会の企画・運営・審判 等 

10 文化活動の指導・運営  
絵画・音楽・パソコン・各種学習の指導、 

講座の企画・運営 等 

11 地域住民組織の運営  
自治会町内会や老人クラブ、子ども会の運営、自治会町内

会役員会等の会議への参加、広報物の配付・掲示 等 

12 市（区）主催・共催事業の企画・運営   講演会、展示会等の企画・運営 等 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

△！ 次の活動は対象になりません。（主な例） 

（１） 勤務中や職業に従事しているときの活動、委託契約に基づく活動（報酬の有無にかかわらず、対象外） 

（２） 民生委員・児童委員、スポーツ推進委員などの非常勤特別職の地方公務員としての活動 

    （公務災害等の補償があります） 

（３） 学校管理下での活動（例：市立学校の授業で川の清掃を行う生徒と、それを指導する地域の方） 

（４） 単位取得や学習のために行う活動 （例：学校の宿題として課された活動） 

（５） 金額にかかわらず、謝金・手当など、労働の対価が支給される活動 （交通費・食費などの実費の支給は可） 

（６） 一時的、突発的な善意の行為 （例：一時的な手伝い、突然倒れた人を助ける行為） 

（７） 親睦が目的の活動、サークル活動 （例：団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動） 

（８） 互助的な活動（例：集合住宅の敷地内の清掃、共有財産の管理、ごみ集積場所の清掃） 

（９） 特定の個人や特定の団体の利益のための活動 

（１０）政治、宗教、営利に関わる活動 （例：祭礼等の宗教行為を含む行事、宗教施設の維持管理等） 

（１１）チェーンソーを使用する森林ボランティア活動 （賠償責任事故のみ対象となります） 

㊟ 防災訓練やイベントの参加者、講座の受講者は対象になりません。（スポーツ活動の運営者であっても競技参

加中の事故は対象外となります） 

㊟ 本市が執行する他の保険とは併用できません。（個人で加入している民間の保険との併用は可能です） 

㊟ 本市が所有する施設への賠償責任事故には適用できません。 

 

 

 

対象となるボランティア活動の例  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

賠

償

責

任

事

故 

ボランティア活動中にボランティア活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してし

まったりなどした結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払

われます（道義上の責任のみでは支払対象となりません）。 

※免責金額（自己負担額）5,000円を超える部分について支払われます。 

区 分 保険金額（限度額） 自己負担額 内 容 

身体賠償 
１名  １億円 
１事故 ５億円 

5,000 円 

他人の身体に損害を与えた場合 

財物賠償 

１事故 500 万円 

他人の財物に損害を与えた場合 

保管物賠償 
他人からの預かり品や管理している物を 

滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合 

傷

害

事

故 

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故（※）によって、ボランティア活動者が死亡・負傷

した場合に保険金が支払われます。 

区 分 保 険 金 額 内 容 

死 亡 １名 500 万円 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に死亡した場合 

後遺障害 
程度により 

１名 20～500 万円 

傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に後遺障害が生

じた場合 

入 院 １日 3,500 円 （180 日限度） 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に入院または通
院した場合 
※実際にかかった費用ではなく、入院・通院の日数で計算します。 

※医師のいる医療機関で診断・治療を受けてください。 
通 院 １日 2,500 円 （90 日限度） 

手 術 
入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

入院保険金が支払われる場合で、事故の日から 180 日以内

に傷害の治療のために手術を受けた場合（1 回の手術に限る） 

■賠償責任事故・傷害事故 共通 

・地震、噴火、または津波による事故 ・活動者の故意による事故 ・活動者の心神喪失による事故 等 

■賠償責任事故 ■傷害事故 

・ 車両の所有、使用、または管理に起因する

事故 

・ 故意又は重大な過失により法令に違反して

製造、販売又は提供した物による事故 

・ 自身（団体）の財物の滅失、き損または汚損 

・ 活動者の親族に対する事故 等 

・ 熱中症 

・ 対象者の脳疾患や疾病によるもの 

・ 細菌性食中毒 

・ むち打ち症や腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足り

る医学的他覚所見がないもの 

・ 自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転による事故 

・ 重大な過失による事故 

・ 長時間立って作業をしたことでひざを痛めた 等 

補償内容 

△！  支払いの対象とならない主な例 

※急激かつ偶然な外来事故とは 

・ 急激・・・原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態 

・ 偶然・・・原因または結果の発生が対象者にとって予知できない状態 

・ 外来・・・原因の発生が対象者の身体に内在するもの（持病等）ではないこと 

 



 

 

 

 

 

１ （ケガをした場合）すぐ病院へ行く 

事故によるケガの状態を把握し、適切な治療を受けるために医師のいる病院へ行きます。 

２ 区役所へ連絡する（原則 30 日以内） 

事故が発生した場合は、お近くの区役所総務課まで電話等でご連絡ください。手続き方法をご説明いたします。 

３ 区役所に必要書類を提出する（事故報告書の様式を受け取った日から原則 14 日以内） 

■ 区役所から「事故報告書（様式）」をお渡しします。必要事項を記入し、書類（下表参照）と一緒にご提出ください。 

保険の対象要件（確認事項） 提出書類の例 

１ 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である 

規約、会則、チラシ、ボランティア募集パンフレット 等 ２ 無報酬の活動である 

３ 公益性のある活動である 

４ 継続的・計画的に実施されている活動である 事業計画書、案内文、チラシ 等 

５ 申請者（活動者）が事故日に活動していた 当日の活動者名簿、当番表、ボランティア登録票 等 

６ 【往復経路での事故の場合のみ】 事故は、適切な経路上で発生している 「自宅～活動場所」の経路と事故発生場所が示された地図 

■ 「事故報告書」には、事故や活動を証明できるご家族以外の第三者の氏名・住所等を記載していただきます。 

■ 市が、対象となる活動であると認める場合に、保険会社から保険金の請求に必要な書類をお送りします。 

 

４ 保険会社に保険金の請求書を提出する 

■ 賠償責任事故の場合は、被害者との間で示談が成立した時、または調停、裁判上の和解、判決等、書面による合意

が成立した後にご提出ください。 

■ 傷害事故の場合は、日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生日から 180 日を経過した時にご

提出ください。 

■ 請求内容について保険会社が確認・調査した結果、対象事故であると認める場合に、保険金が支払われます。 

お
問
い
合
わ
せ
・申
請
先 

 

（
各
区
役
所
総
務
課
） 

青葉区 
Tel ９７８－２２１２ 

Fax ９７８－２４１０ 
港南区 

Tel ８４７－８３０５ 

Fax ８４１－７０３０ 
戸塚区 

Tel ８６６－８３０８ 

Fax ８８１－０２４１ 

旭区 
Tel ９５４－６００６ 

Fax ９５１－３４０１ 
港北区 

Tel ５４０－２２０６ 

Fax ５４０－２２０９ 
中区 

Tel ２２４－８１１２ 

Fax ２２４－８１０９ 

泉区 
Tel ８００－２３１２ 

Fax ８００－２５０５ 
栄区 

Tel ８９４－８３１１ 

Fax ８９５－２２６０ 
西区 

Tel ３２０－８３０８ 

Fax ３２２－９８４７ 

磯子区 
Tel ７５０－２３１１ 

Fax ７５０－２５３０ 
瀬谷区 

Tel ３６７－５６１１ 

Fax ３６６－９６５７ 
保土ケ谷区 

Tel ３３４－６３７３ 

Fax ３３４－６３９０ 

神奈川区 
Tel ４１１－７００６ 

Fax ３２４－５９０４ 
都筑区 

Tel ９４８－２２１２ 

Fax ９４８－２２０８ 
緑区 

Tel ９３０－２２１１ 

Fax ９３０－２２０９ 

金沢区 
Tel ７８８－７７０５ 

Fax ７８６－０９３４ 
鶴見区 

Tel ５１０－１６５３ 

Fax ５１０－１８８９ 
南区 

Tel ３４１－１２２４ 

Fax ２４１－１１５１ 

市外局番：045 

 

事故が起こった際の手続き方法 

よくあるご質問 横浜市ホームページに掲載しています。  トップページ  市民活動保険    検索  

市外局番 

045 

 

Ｑ１： 市民活動保険が利用できるのなら、自分で契約していた保険は解約しても大丈夫ですか？                      

 →市民活動保険は万が一の事故のための最低限の補償を行う制度のため、活動内容を踏まえ、どの範囲の補償が必要か十分

に検討してください。なお、任意で契約した民間の保険と併用できる場合もあります。 

 

Ｑ2： 申請書類に名簿等の提出が必要とありますが、個人情報の取扱はどのようになりますか？                       

→全員の名簿は必要ありません。申請する方や関係する方の記載部分のみご提出ください。また、ご提出の際は団体代表者

や該当者の了解を得る等、ご調整ください。 

＜作成・発行＞ 横浜市市民局地域活動推進課  

Tel：０４５－６７１－３６２４ ／ Eメール：sh- c h i i k i k a t s u d o @ c i t y . y o k o h a m a . j p  

mailto:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp


 

 

 

 

よこはま動物園ズーラシアにおけるゴールデンウィーク渋滞対策について 

 

 

１ 令和５年度の渋滞対策 

(1) 開園時間の拡大 

４月 29日(土祝)～30(日)、５月３日(水祝)～６日(土)について 

  開園時間  ：30分早く開園（９：30開園→９：00開園） 

 入園締切時刻：30分遅く締切（16：00入園締切→16：30入園締切） 

閉園時刻  ：30分遅く閉園（16：30閉園→17：00閉園） 

(2) 動物園のホームページ、SNS等による情報発信 

沿線道路及び駐車場等の情報を発信（午前中を中心に混雑時は１時間ごとに発信） 

動物園ホームページのトップに渋滞予測等についてのご案内を表示【令和５年度～】 

(3) 沿道での情報発信 

中原街道において人員を配置し、プラカードによる駐車場情報を案内。 

令和５年度は人員を増員し、遠隔地点にも渋滞情報提供を可能とした。【令和５年度～】 

・ 動物園入口  １か所（動物側）     

・ 中山方面   ５か所（最も遠い地点：長坂付近） 

・ 三ツ境方面  ２か所（最も遠い地点：都岡町付近） 

(4) 警察と連携し、交通規制を実施（案内員配置）。 

ア 旭陵高校前交差点（路線バス以外進入不可） 

渋滞により路線バスが遅延するため、交通規制により一般車進入を規制し、路線バス専用

として渋滞回避し、運行時間を短縮する。 

イ 動物園入口交差点（動物園側への交差点直進を禁止） 

渋滞を回避するために、交差点で動物園の反対側へ進入し、転回して動物園に直進しよう

とする車両が、生活道路の混雑を引き起こすため、直進できないよう規制する。 

中山側の手前の左折路から上記生活道路に進入できるため、当該か所を左折禁止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭区区連会３月定例会資料 

令 和 ６ 年 ３ 月 1 8 日 

環 境 創 造 局 動 物 園 課 

環境創造局公園緑地整備課 

区連会 資料３－１ 

裏面あり 

【(4)イ】この直進が生活道

路の混雑を引き起こしていた

ので、この直進を規制(①） 

【(4)イ】①に加え、生

活道路に侵入できない

ように左折禁止（②） 

 【(4)ア】一般車進入を

規制し、路線バス専用に

する 

旭陵高校 

ズーラシア 



(5) 臨時駐車場の開設 

管理棟駐車場（70台程度）、大型バス駐車場（100台程度）を来園者用に開放 

※大型バス駐車場は出庫渋滞の原因となるため状況により判断 

(6) 最寄り駅対策（駅からバス停までの案内及び情報の発信） 

駅改札から動物園行きバス停への円滑な案内誘導と情報発信及び、バス待ち列が通行者の妨げ

になるのを防止する。 

・ JR中山駅・市営地下鉄中山駅及びバス停 ８名 

・ 相鉄三ツ境駅及びバス停 ２名 

・ 相鉄鶴ヶ峰駅及びバス停 ３名 

(7) 保土ケ谷バイパスでの保土ケ谷バイパス上に架かる高架橋欄干への横断幕の設置。 

（上下線４か所。１か所目：車線の案内→2か所目：出口案内 を上下車線で実施 ） 

(8) 各種広報の実施 

・ 広報よこはま５月号バナー【令和５年度～】 

・ チラシ 18区配架【令和５年度～】 

・ 区庁舎内デジタルサイネージへの投影【令和５年度～】 

緑区（４/24～５/２ ※５/３以降は閉庁しているので５/２までの投影）【令和５年度～】 

旭区（４/19～５/２ ※５/３以降は閉庁しているので５/２までの投影）【令和５年度～】 

・ 横浜 GO GREEN（環境創造局公式 X（旧 Twitter））で配信【令和５年度～】 

・ 市公式 X（旧 Twitter）での配信【令和５年度～】 

・ 市庁舎低層階デジタルサイネージでの案内（４/24～５/７【令和５年度～】 

 

２ 令和５年度における渋滞対策の効果   

 令和４年度 令和５年度 

最大渋滞時間 ５時間 30分 

９：30 から 15：00頃まで 
４時間 30 分（前年度比－1 時間） 
９：30～14：00頃 

最大渋滞距離 中山方面４km 

三ツ境方面 4.3km 

（５/４） 

中山方面 2.5km（前年度比－1.5km） 

三ツ境方面 2.5km（前年度比－1.8km） 
（５/３、５/４） 

 ⇒ 一定の効果が見られたことから、 

令和６年度についても同等の渋滞対策を講じていきます。 

  
【問い合わせ先】（～令和６年３月 31日） 

横浜市環境創造局動物園課 関 

TEL：045-671-4124 

FAX：045-633-9171 

E-mail：ks-dobutsu@city.yokohama.jp 

【問い合わせ先】（令和６年４月１日～） 

みどり環境局動物園課 関 

TEL：045-671-4124 

E-mail：mk-dobutsu@city.yokohama.jp 

※機構改革に伴い、令和６年４月 1日から部署名・メールアドレス・ＦＡＸが変わりますのでご注意ください。 

 （ＦＡＸについては、４月からの番号がまだ決まっていないことから、記載していません） 

mailto:ks-dobutsu@city.yokohama.jp
mailto:mk-dobutsu@city.yokohama.jp


資旭事   493 号 
令和６年３月７ 日 

地区連合自治会町内会長 各位 
自治会町内会長 各位 

資源循環局旭事務所長 
 

プラスチックごみ分別拡大に向けた住民説明会の開催について（事業説明） 
 
 早春の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 
 日頃から、「ヨコハマ プラ 5.3（ごみ）計画」の推進に御協力いただき、ありがとうございます。 
 さて、旭区においては、新しい分別ルールを令和６年 10月から実施いたします。 
  資源循環局では、実施までの間、広報やパンフレット等を活用し市民の皆様へお知らせするとともに、
御要望のある地域においては住民説明会を開催させていただきます。 
 説明会の内容については、地域の皆様に寄添い柔軟に対応いたします。 
 是非、住民説明会の開催について御検討いただきますようお願い申し上げます。 
  
 
 
１ 実施日 
  令和６年４月１日（月）以降 
  ※日程については御相談させていただく場合がございます。 
 
２ 説明内容 
(1)  新たな一般廃棄物処理基本計画「ヨコハマ プラ 5.3（ごみ）計画」について 
(2)  令和６年 10 月から実施する、プラスチックごみの分別・リサイクル拡大について 
(3)  その他（分かりやすい分別や福祉サービス、地域での御要望等） 
(4)  質疑応答 

 
３ 申込方法 
  電話・FAX・E-mail・旭事務所窓口・郵送 
  ※なお、電話での受付は日曜日を除く、８時から 16時 45 分までとなります。 
   お申込みの際には、裏面の「ごみの分別説明会 申込書」を御活用ください。申込書のデータ 

を御希望の場合は下記まで御連絡ください。 
 
 
 
 

担当：資源循環局旭事務所 寺谷、武藤      
TEL 045-953-4811  FAX 045-953-6669  

                                                        E-mail sj-asahij@city.yokohama.jp 
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ごみの分別説明会 申込書 
 

団体名                               

 

代表者連絡先（氏名）           （℡）          

 

開催場所                              

 

開催場所住所                              

 

第一希望日   月  日（  ）  時   分頃  開始予定  

 

第二希望日   月  日（  ）  時   分頃  開始予定  

 

第三希望日   月  日（  ）  時   分頃  開始予定  

 

参加予定人数                  

説明会で聞きたい事                                 

 
〇お申込みいただいた後に、担当から確認の連絡をさせていただきます。 
〇御希望の日時にすでに他団体の予約等が入っていた場合は、日程調整させていただく場合もござい 
ます。あらかじめ御了承ください。 

〇電話でお申込みの際は、上記申込書の内容をお伺いさせていただきます。 

〇何か御質問等がございましたら、担当までお問合せください。 
 

担当：資源循環局旭事務所 寺谷、武藤    
 TEL 045-953-4811 FAX 045-953-6669 

E-mail sj-asahij@city.yokohama.jp  

mailto:sj-asahij@city.yokohama.jp


第 12回きらっとあさひ福祉大会 実施報告

日  時：令和６年２月 10日（土）13：45～16：00

会  場：旭公会堂 

主  催：旭区社会福祉協議会・旭区連合自治会町内会連絡協議会・旭区役所 

参加者数：194 名（受賞者 17名、参加者 173名、報道関係２名、議員関係２名） 

内  容： 

オープニングアクト

「はっぱオールスターズ」の皆さんによる歌とダンスで福祉大会のオープニングを 

盛り上げていただきました。 

第１部 

１．主催者挨拶 

区社協 渡 会長     区連会 林会長  権藤旭区長 

２．表彰式典 

令和５年度 旭区社会福祉協議会 社会福祉功労表彰の表彰式典を行い、旭区の 

社会福祉の増進に功績のあった個人及び団体の方々を表彰しました。受賞者の皆 

様には表彰状とあわせて記念品として区内の障害者施設で製造されたお菓子の詰 

め合わせをお渡ししました。 

≪令和５年度社会福祉功労表彰（内訳）≫ 

地域福祉功労 13名･２団体、寄付金品功労１名･４団体、特別功労４名 

はっぱオールスターズの皆さん 

   表彰状授与の様子 

オープニングアクトは元気よくノリも良か

ったです。振り込み詐欺防止のラップはとて

も良いと思いました。 

・地道に活動されている方に光をあてて

表彰されているのがとてもよいと思い

ました。

・どのような活動をした方なのか、あわ

せて紹介があったのでわかりやすかっ

たです。

区連会 資料３－３
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第２部   

実践報告 ～みんなが声をかけあえるまち～ 

「安心安全なまちづくり～話し合いから広がる見守りの取組～」（旭北地区） 

コーディネーター 平野 友康氏（横浜創英大学 准教授）  

報 告 者   渋谷 八郎氏（旭北地区まちぐるみ福祉推進会議 統括責任者） 

高田 充枝氏（旭北地区まちぐるみ福祉推進会議 推進責任者） 

柴﨑 浩志氏（横浜市上白根地域ケアプラザ 所長） 

 

実践報告の導入として、横浜創英大学の平野准教授よりお話をいただきました。 

１）旭区地域福祉保健計画について 

  目指す地区の姿をどうしたら実現できるか、そのために 

何をすべきかを話し合い、整理をしてみることが大切。 

２）コロナ禍以降のくらしの現状について 

   悩みや不安を抱える、孤立している、「悩みを誰にも伝え 

られない」人が増えている。 

⇒ 声をかけあえる関係は簡単ではない。 

 

 

 

 

 

続いて、旭北地区より実践報告をしていただきました。 

地区別計画の推進会議『まちぐるみ福祉推進会議』の中で災害時支援の取組の検

討を重ねる中、日常の見守りの大切さに改めて気づき、地域全体に見守りを広げる

ための新たな取組を創意工夫しながら進めている報告をお話いただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

平野先生のまとめのお話にあった地区で話し合うことの
３つの強み「把握･共有、創出、連携」は地域活動を活性化
させるのに大事なことであることが良くわかりました。 

・「まちぐるみ福祉推進会議」の柔軟に参加できるところがとても良いと思いました。 

・第２部の実践報告について、ご近所同士の普段からのコミュニケーションが大切。 

民生委員だけでは、見守りには限界があるので班長さんたちとの協力が必要だと思い 

ました。 

 

   コーディネーターの平野先生 

           
                     

                               

                

                                  
                                   
                                   
        

                              

                              

                      

                             

 
 

       実践報告の様子                      実践報告の資料の一部 



令和６年３月 18日 

自治会町内会長 各位 
 

旭区地域振興課長 
 

年度更新に伴う現況等確認書類の提出について（依頼） 
 
 時下 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 
また、日ごろから、旭区政の推進につきましては、多大なる御理解と御協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 
 さて、今年も４月以降の年度更新に伴い、例年どおり次の書類の提出をお願いします。 
 なお、会長が交代された場合には、新会長に引継をいただきますようお願いします。 
 
１ 提出を依頼する書類 

 
 
 
 
２ 必須提出書類の詳細 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜自治会町内会現況届＞ 

団体の令和６年度当初の現況(会長名、加入世帯数、回覧・掲示部数など）を把握させ

ていただきます。総会等を終え、令和６年度役員体制が確定しましたら、速やかに御提

出ください。各種補助金の交付申請をされる場合には、現況届が事前提出済みである

か、遅くとも同時に提出していただく必要があります。なお、「自治だより」は、原則

として会長御自宅に配送いたします。 

※こちらの資料の提出により、毎月お届けしている『自治だより』の発送先の変更手続

きを行います。未提出の間は前年度現況届の情報で対応させていただきます。 

＜口座振替依頼書＞ 
こちらの資料の提出により、令和６年度「地域活動推進費補助金」「防犯灯維持管理費

補助金」「町の防災組織活動費補助金」「広報よこはま等配布謝金」等をお支払いする金

融機関振込口座を確認いたします。令和６年度の口座名義人が確定されましたら、速や

かに御提出ください。また、年度途中で口座名義人を変更される場合には、変更後の内

容を御記入の上、再度提出願います。 
※この書類は、遅くとも上記補助金のいずれかの補助金交付申請時 又は 広報配布謝金

振込時期前（９月中）には、御提出願います。 
※補助金の交付申請をなさらない場合でも、広報配布謝金を振り込む場合がありますの

で、必ず御提出ください。 
 

 
 

【必須提出】 自治会町内会現況届  口座振替依頼書 

【必要な方のみ提出】 自治だよりお届け先指定届 「広報よこはま あさひ区版」配送届 
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３ 自治だよりを会長宅以外に配送したいとき 

現況届と同時期に、「自治だよりお届け先指定届」を御提出ください。  
こちらの資料の御提出により、自治だよりのお届け希望先が会長御自宅以外の場所を指

定することを確認いたします。（指定する場合は、郵送資料が入るポスト等を御用意くだ

さい。）なお、受け取る方が常駐していない場合（自治会町内会館等）も、配送資料を入れ

るポスト等があれば対応可能です。 
※自治だよりを会長御自宅にお届けする場合は提出不要です。 

 
４ 広報紙の配送先や配送部数を変更したいとき 

  「広報よこはま あさひ区版」配送届を御提出ください。 
なお、年度途中での変更については、毎月 10 日までに御連絡いただければ、翌月号に

反映します。（当該事項は新たに配布担当者になられた方へ引き継いでくださいますよう

お願いします。） 
 
５ 提出先 

21番窓口 地域振興課 
 
６ その他 

口座振替依頼書情報の区役所内での共有について 
提出いただいた口座振替依頼書の情報については、記載されている補助金等の手続き 

のため、区役所の各担当部署で共有させていただきます。（振込不能等が発生した場合に

は、記入内容を確認の上、再度提出をお願いする場合がございますので、あらかじめ御了

承ください。） 
 

担当：〔自治会町内会現況届、口座振替依頼書〕   
地域振興課地域活動係 
渋谷・石川         
℡：954-6091         

 
〔「広報よこはま あさひ区版」配送届〕 

区政推進課広報相談係 
  尾崎・西原           

℡：954-6023         

【役員異動の場合の事務引継について】 

会長等役員の異動があった場合には、必ずこ

の書類を後任の役員に引き継いでいただくよ

うお願いします。 



※今年度、会長に変更が生じた場合のみ記入してください

※どちらかに丸をつけてください

“有”の場合は、下の項目の記入に御協力ください。
なお、記入いただいた情報は、問合せの際に公開いたします。

※地区連合に加入している場合は、連合に報告した加入世
　 帯数と同じ世帯数を記載ください。

月額　・　年額

この現況届により、会長情報（住所等)の変更手続きを行います。なお、現況届の内容が
前年度と変わらない場合でも、毎年度必ずご提出願います。

この現況届が提出されるまでは、前年度提出の現況届情報の内容に基づいて各種対応
をいたします。

「自治だより」の配送資料は、原則として現況届に記入された会長のご自宅へ配送しま
す。それ以外をご希望の場合は、別途「指定届」をご提出ください。

地区連合に加入している自治会町内会におかれましては、各自治会町内会の加入世帯
数の合計が地区連合の令和６年度総加入世帯数となりますので、現況届に記入された
加入世帯数は、必ず加入する地区連合にお知らせください。

・

・

会　　　長　　　名

枚掲示用ポスター等必要数

Eメールアドレス

班

世帯　【令和６年４月１日現在】

TEL FAX

会長就任日 年　　　　月　　　　日

自治だより
お届け先指定届

整 理 番 号

会館保有状況

無　　・　　有

名　　　称

所　在　地

会

長

掲示板数

自治会町内会加入世帯数
※会員数

班　　　数 回覧用チラシ等必要数

自 治 会 町 内 会 現 況 届

ふ　り　が　な

氏　　　　　　名

　次のとおり、令和６年度の自治会町内会の現況を届け出ます。

自治会町内会名

ふ　り　が　な
自治会町内会情報

令和　　　年　　　月　　　日

　横 浜 市 旭 区 長

住　　　　　　所

電話・ＦＡ Ｘ

自治会町内会名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【 裏 面 に も 記 入 願 い ま す。】

電　　　話 －

　横浜市旭区

　　〒

■注意事項■

・

・

有　・　無

自治会町内会費
円

枚

基



電話 FAX

電話 FAX

電話 FAX

電話 FAX

住　　　　　　所
　横浜市旭区

自治会町内会役員情報

　「自治会町内会現況届」で、お届けいただいた自治会町内会長の個人情報に
ついては、次のとおり取り扱います。

・氏名については、自治会町内会名とともに公表しています。
 （地縁による認可をうけている自治会町内会については、会長の住所も公表となります。）

・連絡先（住所・電話番号等）について
  市政・区政の推進、公益上必要と認められる場合又は自治会町内会にとって有益と認めら
  れる場合、次の範囲で利用します。

（１）区役所及び横浜市
　　 区役所、市役所各局、市立学校等の市の行政機関

（２）個人（転入者等）からの自治会町内会に関する問合せ
　　　加入、ごみ集積所の利用、自治会町内会館の利用 等

（３）不動産業者等からの自治会町内会に関する問合せ
　　 入居者の加入、ごみ集積所の利用・設置等

（４）各機関及び国・県の行政機関からの問い合わせ
 　　 国、神奈川県、区連会、区社会福祉協議会、区内の警察署、区交通安全協会、区防犯協会、
　　　区内の市民利用施設の運営管理者等

（５）市連会、区連会などで承認された業務を行う場合

（６）建物の建築、道路・水道等の工事に関する施行業者からの問合せ

（７）開発事業などで住民意見を尊重するため開発周辺住民にあらかじめ必要な調整をするなど必要と認めら
　 　れる場合

（８）国・県・市会議員の議員活動を行う上で必要と認められる場合

ふ　り　が　な

氏　　　　　　名

ふ　り　が　な

氏　　　　　　名

住　　　　　　所
　横浜市旭区

ふ　り　が　な

氏　　　　　　名

住　　　　　　所

氏　　　　　　名

　横浜市旭区

　横浜市旭区

・次の表には、自治会・町内会の役員（副会長・会計等）の方の連絡先をご記入ください。
・旭区役所から会長に連絡が取れないなどの際に使用します。

役職

役職

役職

役職

ふ　り　が　な

住　　　　　　所



名

1　希望する配送先の種類

２　希望する配送先の詳細情報（配送資料を入れるポスト等が必要です。）

担当：旭区地域振興課地域活動係
住所　旭区鶴ケ峰１－４－１２

電話　９５４－６０９１
FAX　９５５－３３４１

【自治だより  お届け先指定届】

希　望　す　る　自　治　だ　よ　り　の　配　送　先

他の役員宅　　・　　隣　人　宅　　・　　自治会町内会館　　・　　そ　の　他　

　（お届けを希望するいずれかに○（丸）を付けてください。）

氏　　　名
　（会館の場合は会館の名称及び常駐者名を記入してください。）

　　　令和       年　　　月　　　日

　（届出先）

　横浜市旭区長

会 長 名

　「自治だより」資料の配送を、会長の自宅以外に希望するため、次の
場所へ資料を届けてください。

自 治 会
町 内 会

整理番号

　●　確認のため、前年度と同様に指定される場合にも、必ずご提出願います。

注　意　事　項

　●　この書類は、持参・郵送・FAXのいずれかの方法でご提出ください。

　●　配送した場合に、「届け先に尋ねあたりません。」と返送された場合には、改めて配送先について
　　会長自宅にお願いすることがありますので、ご承知おき願います。

住　　　所

連　絡　先
電　　　話

　●　自治だよりは、会長への依頼文書があるため、原則として会長のご自宅にお届けしますが、
　　特段の理由があり、他の場所への配送を希望する場合にのみ、この届出をご提出願います。



整理番号

  横浜市長                                                            　

  横浜市　旭区長     　　　　　　　　　　　　　　　

                                    　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地

                                　  　 　　　　　 　　　    　  団 体 名

代表者名

   金　融　機　関　名

  ※　口座名義人が会長（代表者）以外の場合は記入願います。

      上記口座に横浜市及び旭区から交付される補助金等の受領に関する権限を委任します。

    

委任者   　　　　　　　　　　　　　　　代表者 印

【注意事項】
１　口座名義人が代表者と異なる場合は、代表者の印を押印のうえ提出してください。（スタンプ印は不可）

２　金融機関、口座名義人等の欄には、団体の預金通帳に記載されているとおり記入してください。

３　会長（代表者）又は預金通帳記載事項に変更があった場合は、その都度口座振替依頼書を提出してください。

４  記載事項の訂正は二重線で見え消しし、押印した会長（代表者）印で訂正印をお願いします。

預　金　種　目

口　座　番　号  

 （通帳に記載されているとおり記入してください）

  （フリガナ）

  口座名義人

１　普通　　　　　　２　当座

信用金庫　　                 出張所

農業協同組合 　　　　　　　　支　所

口　座　振　替　依　頼　書

令和　　年　　月　　日

　令和６年４月１日以降、横浜市及び区から交付される令和６年度の地域活動推進費補助
金、地域防犯灯維持管理費補助金、町の防災組織活動費補助金、旭区まちぐるみ地域防犯
推進事業助成金、広報紙配布謝金（議会だよりを含む）、地区連合自治会町内会防災訓練
実施奨励金を次の金融機関へ振り込みください。

銀行      　      　　　     支　店

 

 

 
口座名義人と代表者が異なる場合は、「委任者」
欄と同一の代表者の押印が必要です。



整理番号  

口 座 振 替 依 頼 書 

令和６年４月 18日 

 

横浜市長 

横浜市 旭区長 

 

所 在 地     旭区鶴ケ峰１－４－１２        

団 体 名     あさひ自治会                  

代表者名   会長  旭 太郎          

 

 令和６年４月１日以降、横浜市及び区から交付される令和４年度の地域活動推進費補助

金、地域防犯灯維持管理費補助金、町の防災組織活動費補助金、旭区まちぐるみ地域防犯

推進事業助成金、広報紙配布謝金（議会だよりを含む）、地区連合自治会町内会防災訓練実

施奨励金を次の金融機関へ振り込みください。 

金 融 機 関 名 

銀行                    支 店 

信用金庫                出張所 

            農業協同組合              支 所 

預 金 種 目 １ 普通      ２ 当座 

口 座 番 号 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ （７ケタです） 

（フリガナ） アサヒジチカイ  カイケイ  フタマタガワ ハナコ 

口座名義人 

 （通帳に記載されているとおり記入してください） 

あさひ自治会  会 計  二俣川 花子 

 

※ 口座名義人が会長（代表者）以外の場合は記入願います。 
 

上記口座に横浜市及び旭区から交付される補助金等の受領に関する権限を委任します。 

 

委任者  代表者  旭 太郎       印   

 
【 注 意 事 項 】 
１ 口座名義人が代表者と異なる場合は、代表者の印を押印のうえ提出してください。（スタンプ印は不可） 
２ 金融機関、口座名義人等の欄には、団体の預金通帳に記載されているとおり記入してください。 
３ 代表者又は預金通帳記載事項に変更があった場合は、その都度口座振替払依頼書を提出してください。 
４ 記載事項の訂正は二重線で見え消しし、押印した代表者個人印で訂正印をお願いします。 
 
 
 

所在地・団体名・代表者名はい

ずれも補助金申請書と同じ内容

をご記入ください（特に所在地

の相違が多いのでご注意くださ

い）。 
旭 

あさひ 

口座名義人と代表者が異なる場合（下部の「委任

者」欄に記入・押印が必要な場合）はこちらにも

同一印を押印いただくとともに、補助金の請求書

にも同一印の押印が必要なため、押印した印鑑を

忘れないようにしてください。 

 

あさひ 

裏面に、記入・押印が必要な場合の例を記

載しておりますので、必ずご確認くださ

い。 

記 入 例 

「所在地」は原則自治会町内会長

のご自宅の住所となります。 

旭 

上部代表者欄に押印いただいた印鑑と

同一の印鑑で押印してください。 



押印の要否について（※「必要」な場合は２か所に同一印を押印） 

 代表者情報 口座名義人  
押印の 

要否 

１ 

団体名 

 あさひ自治会 

代表者名 

 あさひ たろう 

アサヒジチカイ 

カイチョウ アサヒ タロウ 
⇒ 不要 

２ 

団体名 

 あさひ自治会 

代表者名 

 あさひ たろう 

アサヒジチカイ 

※団体名のみの場合 
⇒ 不要 

３ 

団体名 

 あさひ自治会 

代表者名 

 あさひ たろう 

アサヒ タロウ 

※代表者個人名の口座の場合 
⇒ 不要 

４ 

団体名 

 あさひ自治会 

代表者名 

 あさひ たろう 

アサヒジチカイ 

アサヒ ハナコ 

※口座名義が会計担当の方な

どの場合 

⇒ 必要 

５ 

団体名 

 あさひ自治会 

代表者名 

 あさひ たろう 

アサヒチョウナイカイ 

※団体名が代表者情報と異な

る場合 

⇒ 必要 

６ 

団体名 

 あさひ自治会 

代表者名 

 あさひ たろう 

アサヒチョウナイカイ 

カイチョウ アサヒ タロウ 

※会長名義の口座だが、団体名

が代表者情報と異なる場合 

⇒ 必要 

７ 

団体名 

 あさひ自治会 

代表者名 

 あさひ たろう 

アサヒジチカイ 

カイチョウ アサヒ ジロウ 

※以前の会長の口座名義とな

っている場合 

⇒ 必要 

 

過去に再提出をお願いした事例について 

・口座名義人のフリガナが、金融機関に登録されているものと異なっていた。 

 例）誤 ジジカイ → 正 ジチカイ 

 

・金融機関の支店名が正式名称ではなかった。 

 例）誤 横浜銀行若葉台支店 → 正 横浜銀行横浜若葉台支店 

 

 

 
※こちらに記載した事例は、あくまで一例です。上記以外にも、振込が不能の際には、

再提出をお願いする場合がございますので、ご承知おき願います。 



 

「広報よこはま あさひ区版」 配送届 

 

横浜市旭区長 

（提出日） 令和   年   月   日 

自治会町内会名       

会 長 氏 名       

会 長 住 所       

会長電話番号       

次のとおり、広報部数・配送先を届けます。 

広

報

部

数 

町内会加入世帯数 

(別紙町内会現況届と同数) 
(a)       部 

毎月の広報配送部数 

(a)+(b)  合計    部 

未加入世帯数 

（未加入世帯へも配布いただ

いている場合に記入） 

(b)       部 

 

広報紙の配送先 

（どちらかにチェック） 

□上記自治会町内会長宅に送付希望（下欄の記入不要） 

□別の配送先に送付希望（下欄に記入） 

配送先住所 

（会館名や施設名等もご記入ください） 
氏名 電話番号 

   

 

①配布部数は随時変更できます。毎月 10 日までにご連絡いただければ翌月号に反映します。 

電話・FAX・郵送・電子メール・電子申請にてご連絡ください。 

②広報配布謝金は、上半期分を 10 月末に、下半期分を３月末にお支払いします。 

  別添の「口座振替依頼書」を必ずご提出ください。 

③謝金額は、「広報よこはま」９円、「県のたより」８円、「議会だより（年４回発行）」４円です。 

④配布実績確認のため、「会長住所」に９月と２月に書類をお送りいたします。 

整理番号 

（区役所記入欄） 

問合せ先 

旭区区政推進課広報相談係（1 階 1 番窓口） 

電話：954-6023 FAX：955-2856 

メール：as-kouhou@city.yokohama.jp 

郵送の場合は、地域振興課地域活動係に、他の書類と一緒にお送りください。 

前年度より変更がない場合や、補完配布団体（シルバー人材センターによる配布）の

場合、ご提出不要です。 

※補完配布団体であるかを確認したい場合は、下記問合せ先までご連絡ください。 

電子申請での変更 電子メールでの変更 



広報紙配布謝金についてのお知らせ

配布謝金の対象となる配布部数の考え方 

＋ 
上記の各世帯に実際に配布(ポスティング)いただいた部数が 

配布謝金の対象となります 

※実際に配布を行わなかった部数や予備分等は謝金支払い対象外です。

※「広報よこはま」は、毎月 10 日までの配布をお願いしておりますが、何らかのご事情
により配布時期が遅れた場合でも配布部数分をお支払いいいたします。

貴団体の加入世帯

への配布数 

区域内の未加入世帯

への配布数 

部数・配送先の変更方法 

部数や配送先について、年度途中で

変更があった場合、変更事項につい

て、ご連絡ください。 

【連絡方法】 

・電話（045-954-6023）

・FAX（045-955-2856）

・電子メール（QR コードは裏面）

as-kouhou@city.yokohama.jp 

・電子申請（QR コードは裏面）

【締め切り】 

毎月 10 日まで 

（翌月号・当月下旬配送分） 

配布が困難な場合 
（補完配布のご案内） 

団体等での配布が困難な場合、補完

配布(シルバー人材センターの配布)に

切り替えることができます。 

【必要書類】 

・切り替えの依頼文書

・配布エリアがわかる地図

【注意事項】 

・配布謝金はお支払いできません。

・切り替えまでお時間を頂戴する場合

があります（それまでは配布にご協力く

ださい）。 

・貴団体の会員の総意が必要です。

詳しくは広報相談係まで、ご相談くだ

さい。 



メールや電子申請で部数・配送先の変更ができます

ぜひご活用ください！ 

※電話（045-954-6023）や FAX（045-955-2856）での変更も可能です。

電子申請での変更方法 

二次元コードを読み込み、 

登録をお願いいたします。 

メールでの変更方法

二次元コードを読み込むと、自動で件名、入力項目が表示されます。 

■入力項目

・団体名

・申請者氏名

・変更希望月（○月下旬配送分）

・新部数

・新配送先情報  など

■メールアドレス

as-kouhou@city.yokohama.jp

【締切】毎月 10 日まで（翌月号・当月下旬配送分） 

※自治会・町内会の代表者を変更する際は、地域振興課へご連絡ください。



 
 

令和６年３月 18日 

地区連合自治会町内会長 各位 
自治会町内会長 各位 

旭区地域振興課長 
 

令和６年度「地域活動推進費補助金」及び「地域防犯灯維持管理費補助金」 

について（情報提供） 

 

 自治会町内会が行う公益的事務事業に関連する支出経費への補助制度として、標記補助金

のご案内をいたします。 
交付を希望される団体におかれましては、別添の「事務の手引き」等をご参照のうえ、令

和６年度の補助金申請書類をご提出いただきますようお願いします。 
 なお、令和５年度に地域活動推進費補助金の交付を受けた団体におかれましては、令和

６年度の補助金申請の有無に関わらず、令和５年度の『活動実績報告書』をご提出いただ

く必要がございますのでご注意ください。 
 
１ お送りする書類一覧 

送 付 書 類 名 

関係する補助金名 

地域活動 

推進費 

地域防犯灯 

維持管理費 

補助金事務の流れ ○ － 
地域活動推進費補助金・防犯灯維持管理費補助金チェック表 ○ ○ 
令和５年度 活動実績報告関係書類様式 ○ － 
令和６年度 補助金申請関係書類様式 ○ ○ 
令和６年度 地域活動推進費補助金 事務の手引 ○ － 
令和６年度 「地域防犯灯維持管理費補助金」申請の手引 － ○ 
※申請書類は、地域活動推進費補助金と地域防犯灯維持管理費補助金が同一書類です。 

※地域防犯灯維持管理費補助金は、実績報告書類がありません。 

※申請書類一式及び実績報告書類一式は、ホームページからダウンロードすることがで

きます。「旭区」のページ内で検索ください。 

 

２ 前年度活動実績報告及び補助金交付申請の期限 

  令和６年６月 28日（金） 

 

３ 書類の提出先 

  旭区役所地域振興課（２階２１番窓口） 
※郵送・Ｅメール（as-jichikai@city.yokohama.jp）による提出も可能です。 

 
【問合せ先】        
旭区地域振興課 渋谷・石川 

電話 ９５４－６０９１ 
FAX ９５５－３３４１ 

区連会資料 ３－５ 

旭区 地域の活動 

【役員異動の場合の事務引継について】 
会長等役員の異動があった場合には、必ずこ

の書類を後任の役員に引き継いでいただくよ

うお願いします。 

検索 
 



時期
目安 自治会町内会 流れ 区役所 摘      要

①団体の「所在地」は、
　「代表者住所」のことです
※郵便が確実に届くことが必要

②補助申請がない場合も提出
※防災補助金、広報配布謝金の
振込先としても必要となりま
す。

前年度報告書類 → 審査・決裁

前年度補助金確定通知※

※余剰金ありの場合返還請求
→返還確認後、当年度審査開始

当年度申請書類 → 審査・決裁 当年度補助金の交付決定

5～8月 受取・確認 ←
・当年度補助
　決定通知
・前年度確定通知
・請求書（用紙）

郵送で申請者（会長）住所へ

交付決定
通知後

請求書
※口座名義人と代表
者が異なる場合は押

印必要
→ 受理

補助金支払手続きの開始

※請求書に押印する印鑑は口座
振替依頼書に押印した同一印で

請求後
約半月

補助金の
振込を確認 ← 補助金の

口座振込

請求書審査・決裁
※適正な請求書を受理した日か
ら１５日後を目安に振り込みま
す。

①　補助金は申請主義ですので、申請をする義務はありませんが、申請された場合に
　は、補助金交付要綱に定める上限（加入世帯数×７００円又は公益的事務・事業に
　関わる支出予定総額の１／３のどちらか安価な額）まで補助金を交付します。

②　補助金を受けた団体は、翌年度すみやかに前年度報告書類を作成し、補助を受け
　た額の３倍以上「公益的」な事務・事業に支出していたかどうかの確認を受ける必
　要があります。

4月～

4～6月

「現況届」の作成
（変更がなくても
毎年必要です）

「口座振替依頼書」
（変更がなくても
毎年必要です）

※口座名義人と代表
者が異なる場合は押

印必要

受理・確認

受理・確認

→

→

4月1日現在加入世帯数
※会長名・役員名等その他自治
会情報もご記入ください。

８ 地域活動推進費補助金の交付までの流れ



地域活動推進費補助金・防犯灯維持管理費補助金チェック表 

（申請書類作成の際、参考にご使用ください） 

■ 全般 

□ 自治会町内会現況届 

※ 加入世帯数は令和６年４月１日現在の数字をご記入ください（補助金交付申請に使用する

ため、正確に把握してください）。 

※ 【区連合自治会町内会に加入している単位自治会町内会の場合】 

加入世帯数は地区連合自治会町内会へ報告する加入世帯数と一致させてください（地区連

合自治会町内会の補助金交付申請に、加入している単位自治会町内会の加入世帯数の合計

数を使用するため）。 

□ 口座振替依頼書 

※ 口座名義人と代表者が異なる場合は、申請者欄（右上部）と委任者欄（下部）の２か所に

同一の代表者の押印が必要です（押印が必要な場合は紙でご提出ください）。 

□ 総会資料及び議事録 

※ 申請内容の確認のため、ご持参ください（確認後ご返却します）。 

 

■ 令和５年度報告関係書類（※令和５年度に補助金の交付を受けている場合は提出必須） 

□ 活動実績報告書（第６号様式） 

□ 事業実績報告書（総会資料の該当ページの写しで代用可） 

□ 収支決算書（総会資料の該当ページの写しで代用可） 

※ 補助対象経費が明確になっている必要があります。 

□ 【１件 10万円以上の支出がある場合】領収書等の写し 

□ 【１件 100万円以上の支出がある場合】入札結果が分かる書類又は見積書（複数業者） 

の写し及び事業者が市内事業者であることを証する書類 

 

■ 令和６年度申請関係書類（※申請は任意） 

□ 補助金交付申請書（第１号様式） 

※ 加入世帯数は、自治会町内会現況届にご記入の数字と一致させてください。 

□ 事業計画書（総会資料の該当ページの写しで代用可） 

□ 収支予算書（総会資料の該当ページの写しで代用可） 

※ 補助対象経費が明確になっている必要があります。 

   【以下は地域防犯灯維持管理費補助金を申請する場合のみ提出】 

 □ 令和６年４月分の電気料金領収書又は支払証明書の写し 

 □ 令和６年４月分の電気料金内訳表最終頁の写し（複数の防犯灯を所有している場合） 

※ 自治会町内会等の所有となっていない照明灯で地域防犯灯に準ずるものとして自治会町内

会等が認めたものについては、地域防犯灯位置図、覚書等をご提出ください。 

 

担当：旭区地域振興課地域活動係 渋谷・石川 

電話：９５４－６０９１ 

住所：旭区鶴ケ峰１－４－１２ 

メール：as-jichikai@city.yokohama.jp 

※ 来庁、郵送又はメールにてご提出ください。 



第６号様式（第 10条第１項） 

  年  月  日 
（報告先） 

    旭 区 長 

 

                  （報告者） 所在地 

                       団体名 

                       代表者名 

 

 

  令和５年度地域活動推進費補助金活動実績報告書 
 

 

  令和５年度の活動が完了しましたので、関係書類を添えて活動実績を報告します。 

 

 

１ 補助金交付額 

 

                 円 

 

２［自治会町内会］ 

補助対象経費合計額×３分の１（補助率） 

 

                 円 

    

  ［地区連合町内会］ 

   基礎的支援費＋（補助対象経費合計額－基礎的支援費）×３分の１（補助率） 

 

                 円 

 

３ 余剰金 

 

                 円 

 

４ 補助対象経費に係る領収書その他支出を証する書類（１件の金額が 10万円未満のもの

及び公共料金の支出に係るものを除く）の有無 

 

    有 ・ 無 （どちらかに○をしてください） 

 

 ５ 添付書類 

（１）事業実績報告書 

（２）収支決算書 

（３）上記４が有の場合には、当該書類又はその写し 

（４）要綱第 28条の規定による入札又は見積書の徴収を行った場合には、当該入札の結

果が分かる書類又は当該見積書の写し 

（５）要綱第 28条の規定による入札の参加者又は見積書の徴収の相手方を市内事業者と

した場合は、当該事業者が市内事業者であることを証する書類又はその写し 

（６）その他区長が必要とする書類 
 



 

自治会・町内会

事業実施年月 活動内容・場所・参加人数　等

　　

令和５年度事業実績報告書



決算額

円 × × か月

区役所から交付を受けた地域活動推進費

地域防犯灯維持管理費補助金 灯× 円

町の防災組織活動費補助金 円 ×

17 円 9 円 8 円 ） × × 12 か月 ＝

円 （ 4 × 4 回 ＝ ）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

区　　名 整理番号

7 前年度からの繰入金

160

利息・その他雑入

摘　　　　　　要

年度 収支決算書

○会計年度　　自 　　　　年　　月　　日～至 　　　　年　　月　　日

○収入の部

自治会町内会

会費

6

そ
の
他

項　　 　目

世帯 12
1

地域防犯灯

地域活動推進費

収入合計

2

補
助
金

4

5

事業収入

寄付金、祝金等

円×配布部数

会館使用料

団体交付金・謝金

3 広報配布謝金

（広報よこはま

議会だより

＋県のたより

（内訳：会費会員　 　世帯、会費免除会員　 　世帯）

2,200

世帯

配布部数



決算額

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

1 地域防犯灯維持管理費 円 円 円

2 町の防災組織活動費 円 円 円

3 円 円 円

4 円 円 円

1 会館建設・修繕積立金 円 円 円

2 交際費 円 円 円

3 慶弔費 円 円 円

4 懇親会費 円 円 円

5 寄付金・募金 円 円 円

6 その他 円 円 円

　　参考
　補助対象経費×1/3（1円未満切り捨て）＝

支出合計
（③＋④＋⑤＋⑥）

その他　小計　⑤

補助対象経費①＋②＝③

補
助
事
業
費

補助事業費　小計　④

そ
の
他

次年度への繰越金　⑥

事
業
費

事業費　小計　②

7

福利厚生事業費

文化事業費

4

5

6

そ　　の　　他

7

3

5 会館光熱水費

会館修繕費

その他

事務費　小計　①

1

2

環境事業費

事　　務　　費

人　　件　　費

6

会館（会場）借上料

○支出の部

1 会　　議　　費

4

項 目

2

3
事
務
費

摘 要

社会教育事業費

レクリエーション費

安全、安心環境づくり事業費



第１号様式（地域活動推進費補助金交付要綱第５条） 
第１号様式（地域防犯灯維持管理費補助金交付要綱第５条第１項） 

 

   令和６年度地域活動推進費補助金交付申請書・ 

地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書 

 
  年  月  日  

（申請先） 

   旭 区 長 

（申請者）所在地  

団体名  

代表者名 

 

 令和６年度地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費の補助金の交付を受けたいので、 

関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

１ 地域活動推進費補助金 

 

申請金額           円 

《積算内訳》別添収支予算書のとおり 

 

 □ 申請にあたっての確認事項 

 

令和６年４月１日現在の加入世帯数は      世帯です。 

 

２ 地域防犯灯維持管理費補助金 

 

申請金額           円 

《積算内訳》 

  （地域防犯灯数）（補助単価）  （申請金額） 

 

       灯×＠2,200円＝         円 

      

３ 添付書類 

（１）地域活動推進費補助金関係 

①事業計画書 

②収支予算書 

③団体の規約 

④その他区長が必要とする書類 

(２) 地域防犯灯維持管理費補助金関係（実績報告） 

①自治会町内会等の支払名義の地域防犯灯電気料金等領収証の写し、又は支払証明書の 

写し 

②自治会町内会等の支払名義の電気料金集約分内訳表の写し 

③その他区長が必要とする書類 

※①と②は電気事業者が発行したものです。 
 

※ 横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17 年 11 月横浜市規則第 139 号）並びに地域

活動推進費補助金交付要綱及び地域防犯灯維持管理費補助金交付要綱を契約の内容とする

ことに合意し、補助事業等の実施にあたってはこれを遵守します。 



自治会・町内会

事業計画年月 活動内容・場所等

令和６年度事業計画書



予算額

円 × × か月

次のＡとＢを比較して低い方の金額が補助金額となります。

Ａ 円 ×

Ｂ 円の３分の１（１０円未満切捨て）

地域防犯灯維持管理費補助金 灯× 円

町の防災組織活動費補助金 円 ×

17 円 9 円 8 円 ） × × 12 か月 ＝

円 （ 4 × 4 回 ＝ ）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

区　　名 整理番号

160 世帯

円×配布部数

活動費（事務費・事業費）

加入世帯数 世帯 （会費会員＋減免会員）

（内訳：会費会員　 　世帯、会費免除会員　 　世帯）

年度 収支予算書

○会計年度　　自 　　　　年　　月　　日～至 　　　　年　　月　　日

○収入の部

自治会町内会

摘　　　　　　要

会費

項　　 　目

700

世帯 12
1

地域防犯灯

地域活動推進費

収入合計

2

補
助
金

4

5

事業収入

6

そ
の
他

利息・その他雑入

7 前年度からの繰入金

会館使用料

団体交付金・謝金

寄付金、祝金等

配布部数＋県のたより

2,200

3 広報配布謝金

（広報よこはま

議会だより



予算額

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

1 地域防犯灯維持管理費 円 円 円

2 町の防災組織活動費 円 円 円

3 円 円 円

4 円 円 円

1 会館建設・修繕積立金 円 円 円

2 交際費 円 円 円

3 慶弔費 円 円 円

4 懇親会費 円 円 円

5 寄付金・募金 円 円 円

6 予備費 円 円 円

7 その他 円 円 円

支出合計
（③＋④＋⑤）

その他　小計　⑤

補助対象予定経費①＋②＝③

そ　　の　　他

補
助
事
業
費

補助事業費　小計　④

そ
の
他

事
業
費

事業費　小計　②

7

福利厚生事業費

文化事業費

4

5

6

7

3

2

5 会館光熱水費

会館修繕費

その他

事務費　小計　①

1 環境事業費

2

3
事
務
費

事　　務　　費

人　　件　　費

6

会館（会場）借上料

摘 要

○支出の部

1 会　　議　　費

4

項 目

社会教育事業費

レクリエーション費

安全、安心環境づくり事業費



＊この手引は、令和６年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。

令和６年３月

横浜市市民局地域活動推進課

令和６年度

地域活動推進費補助金　事務の手引

（自治会町内会・地区連合町内会）



地域活動推進費補助金の概要 １～２ ページ

＜令和５年度地域活動推進費補助金＞

1 活動実績報告 ３～８ ページ

　事業実績報告書　作成例 ５～６ ページ

　収支決算書　記入例 ７～８ ページ

2 補助金額確定通知 及び 余剰金返還 ９～12 ページ

　余剰金額算出例（地区連合町内会） 10 ページ

＜令和６年度地域活動推進費補助金＞

1 交付申請 13～20 ページ

　事業計画書　作成例 15～16 ページ

　収支予算書　記入例 17～18 ページ

　補助金額算出例（地区連合町内会） 19 ページ

2 交付請求 21～23 ページ

3 執行上の留意点 24 ページ

4 活動実績報告

5

＜参考＞

補助対象・補助対象外経費の例 25 ページ

補助対象経費・対象外経費に関する留意事項 26 ページ

申請書類の提出方法について 27 ページ

＜目　　次＞

補助金額確定通知
　　及び 余剰金返還

※令和５年度と同じ手続きと
　なります。
　３～12ページを参照して
　ください。



地域活動推進費の概要

＜補助対象経費の例＞

＜補助対象外経費の例＞

＜手続の流れ＞ 令和6年4月～

令和6年 令和7年

4月～6月末 5月頃～ 6月頃～ 4月～

(1) 交付申請（手続の詳細は、13～20ページをご覧ください）

＊

＊ 会計年度が「4月から翌年3月」ではない場合は、区役所にご相談ください。

＊ 書類に不備があったときは、再提出していただく場合があります。

交
付
申
請

交
付
決
定

交
付
請
求

交
付
(※)

余
剰
金
返
還

令和６年度に交
付を受ける補助
金

　①交付申請書（第1号様式）、②事業計画書、③収支予算書、④規約 を、区役所が指定
する日までに、区役所地域振興課に提出してください。手続きの際は、申請内容の確認
や、申請が会の総意として行われたものであるかの確認のため、総会資料及びその議事録をご
提出ください。

令和５年度補助金の 「活動実績報告」 や 「余剰金返還」 の確認ができない場合は、
令和６年度の補助金交付を保留することとなりますので、ご留意ください。
(令和５年度活動実績報告書と令和６年度補助金交付申請書は同時に提出いただけます)

　自治会町内会・地区連合町内会が実施する公益的活動（環境美化、防災・防犯、社会教
育、レクリエーション、福利厚生、文化活動、広報活動等）に係る経費、地域に対して公
益的な活動を行う他団体が実施する事業への協賛金・負担金、各種団体への会費・分担
金、研修費、人件費、会議費、会館維持管理費、事務費、委託費　等

　他の補助金（「地域防犯灯維持管理費補助金」「町の防災組織活動費補助金」等）を利
用して実施している事業や活動の費用、入学・成人・敬老等の祝金、賀詞交換会開催費・
参加費、裁判費用、交際費、慶弔費（祝金、香典等）、懇親会費（新年会、忘年会、慰労
会等）、寄付金、募金（共同募金、歳末助け合い募金、日本赤十字社会費等）、積立金、
予備費、次年度への繰越金　等

実
績
報
告

確
定
通
知

２　補助金交付から活動実績報告、余剰金の返還までの流れ

実
績
報
告

確
定
通
知

余
剰
金
返
還

令和５年度に交
付を受けた補助
金

補助対象経費

700円×加入世帯数 公益的活動に係る
事務費・事業費

（他の補助金を利用して
いる事業を除く）

地区連合町内会

3分の3 12万円（基礎的支援費）

（補助対象経費－基礎
的支援費）×3分の1

170円×加入世帯数＋5万円

自治会町内会 3分の1

地域活動推進費補助金の概要

１　地域活動推進費補助金の制度

対象団体 補助率 補助限度額

1



地域活動推進費の概要

(2) 交付決定（20ページに交付決定通知書のひな形を参考として掲載しています）

(3) 交付請求（手続の詳細は、21～23ページをご覧ください）

(4) 活動実績報告（手続の詳細は3～8ページをご覧ください）

(5) 補助金額確定通知 及び 余剰金返還（手続の詳細は9～12ページをご覧ください）

＜加入世帯数の把握＞

＜加入世帯数に変更があった場合＞

＜加入世帯数の定義、数え方＞

・

・ 区役所に提出された書類は、市民の方から情報公開請求があった場合、個人情報等の非開
示となる部分を除いて公開することとなります。

　活動実績報告書及び添付書類を審査し、適正な場合は、補助金額を確定し、区役所から
補助金額確定通知書（第７号様式）を送付します。なお、補助金額を確定した結果、補助
金に余剰金があると認められた場合は、該当する団体に対して補助金返還請求書（第８号
様式）と納付書を送付しますので、期限内にお支払いください。

４　その他

補助金の交付を受けて実施した活動に関する書類（会計帳簿や領収証など）は、区役所か
ら提示を求める場合などがありますので、年度ごとに整理して５年間大切に保管してくだ
さい（補助金要綱で義務付けられています）。

・ 総会資料と４月１日現在の加入世帯数に増減があった場合は、申請時に区役所窓口で申し
出てください。その際、世帯数の増減が確認できる書類（名簿、班ごとの世帯数報告資料
など）を提示していただく場合があります。

・ 加入世帯数には、会費を減免している世帯や法人会員（商店、病院など）も含みます。た
だし、規約等により会費減免や法人会員について規定が必要です。なお、「会費減免世
帯」とは「加入はしているが会費は減免している」世帯のことです。「未加入のため会費
は徴収していないが広報を配布している」世帯は、加入世帯数とは数えません。

・ 社員寮やアパートなどの集合住宅の場合は「１戸（室）＝１世帯」と数えます（ただし、
自治会町内会で実加入世帯数にかかわらず「１棟＝１世帯」としている場合を除く）。
加入世帯数が「０」なのに「１棟＝１世帯」で数えたり、実際加入している世帯数より多
い世帯数（例：アパート全体の戸数）で申請することはできません。

　交付決定通知書を受領されましたら、①交付請求書（第５号様式）、②交付決定通知書
の写し、③口座振替依頼書 を区役所地域振興課に提出してください。書類を確認し、指
定の口座へ補助金を振り込みます。

　年間の活動を終えられましたら、①活動実績報告書（第６号様式）、②事業実績報告
書、③収支決算書、④補助対象経費に係る領収書の写し等 を、区役所が指定する日まで
に区役所地域振興課に提出してください。手続きの際は、申請内容の確認や、申請が会の
総意として行われたものであるかの確認のため、総会資料及びその議事録をご提出くださ
い。

　交付申請書及び添付書類を審査し、適正な場合は、区役所から交付決定通知書（第２号
様式）を送付します。

３　加入世帯数について

・ 補助金の算定根拠となる加入世帯数は、毎年4月1日を基準日とします。

・ 加入世帯数は、補助金を申請するために必要な数字です。転出・転入などにより変動する
加入世帯数を把握することは、大変な作業ですが、例えば、毎年３月末には班ごとの加入
世帯数を再点検するなど、正確な把握をお願いします。
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令和５年度

活動実績報告（余剰金の返還）について

地域活動推進費補助金



活動実績報告

１　活動実績報告　～令和５年度補助金～

(1) 　活動実績報告書の提出について

＊

(2) 　必要書類

① 　活動実績報告書（第６号様式）

② 　事業実績報告書（総会資料で代用可）

③ 　収支決算書（総会資料で代用可）

④

⑤

＊

＊

(3) 　活動実績報告書（第６号様式）について（記載方法は4ページをご覧ください）

　所在地、団体名、代表者名を記載し、以下の項目について記載してください。

　＜自治会町内会の場合＞（余剰金の算出方法は、9ページをご覧ください）

　＜地区連合町内会の場合＞（余剰金の算出方法は、9、10ページをご覧ください）

(4) 　事業実績報告書について（5～6ページの作成例をご覧ください）

① 　「この１年間どのような活動をしたか」を記載してください。

②

(5) 　収支決算書について（7～8ページのモデル様式をご参照ください）

①

②

　「補助金交付額」・「基礎的支援費＋（補助対象経費合計額－基礎的支援費）
　×３分の１」・「余剰金」・「補助対象経費に係る領収書その他支出を証する
　書類の有無」の欄を記載します。

　様式は自由ですが、必ず総会で承認を得てください。なお、総会資料に同様の
　記載内容がある場合は、総会資料の提出に代えることができます。

　様式は自由ですが、必ず総会で承認を得てください。なお、総会資料に同様の
　記載内容がある場合は、総会資料の提出に代えることができます。

　補助対象経費に係る支出で、1件の金額が100万円以上になると見込まれたために
　市内事業者による入札又は見積合わせを実施した場合は、「入札の結果が分かる
　書類又は見積書の写し」及び「当該事業者が市内事業者であることを証する書類
　又はその写し」

　事業実績報告書に記載した活動に要した費用の決算額（収入及び支出）を記載
　してください。

　令和５年度地域活動推進費補助金の交付を受けた団体は、当該年度の活動実績報告
に必要な書類を、区役所が定める期限内に、区役所地域振興課へ提出してください。

上記①から⑤の書類のほか、申請内容の確認や、申請が会の総意として行われた
ものであるかの確認のため、総会資料及びその議事録を区役所へご提出くださ
い。また、区役所が必要と判断したものがある場合は、あわせて提出していただ
きます。

　補助対象経費の支出で、1件の金額が10万円以上のものがあった場合には、その
　領収書その他の支出を証する書類またはその写し（公共料金の支出に係るもの
　を除く）

④及び⑤については、24ページの「執行上の留意点」も併せてご覧ください。

　「補助金交付額」・「補助対象経費合計額×３分の１」・「余剰金」・「補助
　対象経費に係る領収書その他支出を証する書類の有無」の欄を記載します。

地域活動推進費補助金は、活動実績報告書を区役所へ提出することを条件に交付
しています。活動実績報告書の提出がなされないと、補助金を全額返還していただく
場合があるほか、令和６年度地域活動推進費補助金の交付も保留することとなります
ので、ご留意ください。
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活動実績報告 

 

第６号様式（第 10条第１項） 

  年  月  日 
（報告先） 

       区 長 

 

                  （報告者）所在地 

                       団体名 

                       代表者名 

 

 

令和５年度地域活動推進費補助金活動実績報告書 
 

 

 令和４年度の活動が完了しましたので、関係書類を添えて活動実績を報告します。 

 

１ 補助金交付額 

 

                 円 

 

２［自治会町内会］ 

補助対象経費合計額×３分の１（補助率） 

 

                 円 

    

  ［地区連合町内会］ 

   基礎的支援費＋（補助対象経費合計額－基礎的支援費）×３分の１（補助率） 

 

                 円 

 

３ 余剰金 

 

                 円 

 

４ 補助対象経費に係る領収書その他支出を証する書類（１件の金額が 10万円未満のもの

及び公共料金の支出に係るものを除く）の有無 

 

    有 ・ 無 （どちらかに○をしてください） 

 

 ５ 添付書類 

（１）事業実績報告書 

（２）収支決算書 

（３）上記４が有の場合には、当該書類又はその写し 

（４）要綱第 28条の規定による入札又は見積書の徴収を行った場合には、当該入札の結果

が分かる書類又は当該見積書の写し 

（５）要綱第 28条の規定による入札の参加者又は見積書の徴収の相手方を市内事業者とし

た場合は、当該事業者が市内事業者であることを証する書類又はその写し 

（６）その他区長が必要とする書類 

＜地区連合町内会の場合＞ 

 

収支決算書から「補助対象経費」を算出し、 

「基礎的支援費（12 万円）」を差し引いた額に 

３分の１を乗じ、さらに「基礎的支援費（12 万円）」 

を加えた金額を記入してください。 

（１円未満切捨） 

区から交付を受けた地域活動推進費補助金額を

記入してください。 

＜自治会町内会の場合＞ 

 

収支決算書から「補助対象経費」を算出し、 

３分の１を乗じた金額を記入してください。 

（１円未満切捨） 

「有」の場合には、当該書類又はその写しを添付し

てください。 

「１」が「２」よりも大きい場合、その差額を記入 

してください。「１」と「２」が同額又は「２」の方が大き

い場合は「０円」と記入してください。 

金額の訂正はできません。 
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活動実績報告

○○○○町内会
事業実施年月 活動内容・場所・参加人数　等

4月 さくらまつり

　日時：4月6日　午前10時～　場所：○○公園　参加者：約250名

　内容：○○小学校による吹奏楽演奏、フリーマーケット　他

第１回班長会（21日。○○について、△△報告）

定期清掃（25日）

5月 こどもフェスティバル

　日時：5月5日　午前10時～　場所：△△グラウンド　参加者：80名

決算総会（23日）

定期清掃（25日）

6月 防災訓練　　日時：6月20日　午後1時～　場所：○○広場　参加者：40名

第２回班長会（21日。こどもフェスティバル決算等報告　他）

定期清掃（25日）

7月 防犯パトロール（20日～25日）

定期清掃（25日）

8月 夏祭り　　日時：8月8日　午後5時～　場所：○○　参加者：約200名

第３回班長会（21日。夏祭り反省会、敬老祝賀会について）

定期清掃（25日）

9月 敬老祝賀会　日時：9月15日　午後3時～　場所：○○会館　参加者：約40名

定期清掃（25日）

10月 いも煮会　日時：10月20日　午後12時～　場所：○○　参加者：約150名

第４回班長会（21日。防犯パトロール、クリスマス会について）

定期清掃（25日）

11月 定期清掃（25日）

12月 ｸﾘｽﾏｽ会　日時：12月23日　午後3時～　場所：○○小学校　参加者：約50名

定期清掃（25日）

防犯パトロール（20日～31日）

令和4年 餅つき大会 日時：1月6日 午前10時～ 場所：○○小学校 参加者：約80名

1月 防災訓練（17日。参加者25名）

定期清掃（25日）

2月 第５回班長会（21日、来年度予算案について）

定期清掃（25日）

3月 予算総会（21日）

定期清掃（25日）

令和５年度事業実績報告書（例その１）

訂正には、代表者の訂正印が必要です。
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活動実績報告

○○○○自治会

1 会議等

◎決算総会：５月１０日　予算総会：３月２１日
◎定例会：毎月第２木曜日、午後８時から開催。

2 環境美化事業

地域内の環境美化を目的として、毎月第３日曜日に定期清掃を行いました。

3 防犯活動、交通安全事業
　

防災防犯委員を中心に防犯パトロールを月２回実施しました。

4 災害対策事業

5 文化・スポーツ事業

（１）さくらまつり
　○○商店街との共催により恒例のさくらまつりを実施しました。
　開催日時：4月6日　午前10時～午後5時　会場：△△公園

（２）夏祭り

　開催日時：8月6日、7日　午後3時～午後8時　会場：○○通り
（３）大運動会
　10月10日○○小学校グラウンドにて開催、総勢２５０名が参加しました。

（４）文化祭及び年賀状講習会

6 広報活動

◎町内会新聞の発行：第20号～第25号　各120部作成。
◎市役所・区役所からの広報配布物の配布・回覧をしました。（随時）

7 親睦会

◎会員相互の親睦を深めることを目的としてバス旅行を実施しました。
　日時等：11月23日、目的地○○、参加者30名、会費2万円

8 加入促進事業

　地域住民や老人クラブ等へ出品を呼びかけ、町内会館を会場として作品発表会を開催
しました（11月3日）。またその会場で年賀状講習会の参加者募集のチラシを配布し、応
募のあった18名を対象として12月5日に講習会を開催しました。

　恒例の夏祭りは、1日目は雨模様となりましたが、2日目は天気に恵まれ、盆踊り・縁
日とも盛況となりました。

　町内会区域内に新たに建設されたマンションの住民向けに、町内会への加入を呼びか
けるチラシを作成し配布しました。

　○○消防署の協力により総合防災訓練を実施し、災害時の救助活動等の講習を受けまし
た（○月・参加者約○○名）。また、災害時の備蓄品として水（○箱）、レトルト食品
（○食）、ヘルメット（○個）を購入、補充しました。

令和５年度事業実績報告書（例その２）

 また３Ｒ行動の推進に関するチラシを作成し、班回覧によりごみの減量・リサイクル・
分別徹底や不法投棄防止を呼びかけました。

 5月には○○警察署の協力により、小学校低学年までの児童を対象に交通安全教室を開催
しました。
 また駅前及び商店街での違法駐車・違法駐輪に対する苦情が増えてきたことから、件数
や駐車時間等の路上調査を実施しました（10月31日）。

訂正には、代表者の訂正印が必要です。

6



活動実績報告

(記入例）

○○○自治会町内会

決算額 摘　　　　　　要

1 会費 360,000
（例）300円×会費会員100世帯×12ヶ月
加入世帯数110世帯（内訳：会費会員100、会費免除会員10）

地域活動推進費 77,000
区役所から交付を受けた地域活動推進費補助金を記入します。
（例）700円×110世帯＝77,000円

地域防犯灯維持管理費 22,000
区役所から交付を受けた地域防犯灯維持管理費補助金を記入します。
（例）2,200円×10灯＝22,000円

町の防災組織活動費 17,600
横浜市から交付を受けた町の防災組織活動費補助金を記入します。
（例）160円×110世帯＝17,600円

3 広報配布謝金 60,000
広報よこはま、県のたより、議会だより、選挙公報などの配布謝金を記入しま
す。

4 事業収入 160,000 模擬店売上げ、廃品回収収益金などを記入します。

5 寄付金、祝金等 21,000 他団体からの寄付金、祝金等を記入します。

会館使用料 120,000 他団体等への貸出に伴う会館使用料収入がある場合に記入します。

団体交付金・謝金 60,350
他団体からの交付金、謝金等を記入します。
（例）募金活動事務協力費、○○団体からの事務協力謝金

利息・その他雑入 50 利息等、その他収入を記入します。

7 前年度からの繰入金 302,000 前年度からの繰入金（繰越金）を記入します。

1,200,000収入合計

6
　
そ
の
他

2
　
補
助
金

令和５年度収支決算書

○会計年度　　自　　　年　　月　　日～至　　　年　　月　　日

○収入の部

項　　　　　目

区　　名 整理番号

上記の他に自治会町内会又は地区連合町内会
として交付を受けた補助金がある場合は、この欄
へ記入してください。

この収支決算書には、自治会町内会としての会計のみを記載します。
このため、「マンション管理組合」 「商店会」 「公園愛護会」 「地区社協」

など、構成員がほぼ同じであっても、自治会町内会 又は 地区連合町内会
として出納していないものは別会計となります。

支出合計（次ページ）と収入合計の金額は一致します。

会計年度の始期が4月の場合、「令和5年4月1日～令和6年3月31日」と記載します。

訂正には、代表者の訂正印が必要です。
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活動実績報告

決算額 摘　　　　　要

1 会議費 150,000
総会・定例会・臨時役員会等に伴う経費（会場借上費、資料印刷費等）を
記入します。

2 事務費 60,000
備品什器購入代、消耗品代（紙、鉛筆等）、電話代、郵送料などの事務
費を記入します。

3 人件費 40,000 役員手当、アルバイト賃金等を記入します。

4 会館（会場）借上料 0 会館等の借上費を記入します。

5 会館光熱水費 50,000 町内会館の電気、ガス、水道代を記入します。

6 会館修繕費 110,000
壁紙張替え工事費等、会館修繕に伴う経費を記入します。
（ただし、「会館整備補助金」を受けて実施した会館修繕経費について
は、補助事業費の欄に記入してください）

7 その他 50,000
会館設備点検費、火災保険料、町内会活動交通費、活動謝礼等を記入
します。

460,000

1 環境事業費 20,000
町の美化活動、３Ｒ行動の推進、資源回収・リサイクル活動等に伴う経費
を記入します。

2
安全・安心環境づくり事業
費

98,000

交通安全、地域防犯灯新規整備費（器具更新、新規設置）、防犯・防災
活動に伴う経費を記入します。（ただし、「地域防犯灯維持管理費」や「町
の防災組織活動費」などを活用して実施した事業の経費については、補
助事業費の欄に記入してください）

3 社会教育事業費 50,000
子供会活動費、スポーツ推進委員負担金、青少年指導員負担金、婦人
部活動費、老人クラブ活動費等を記入します。

4 レクリエーション費 130,000
盆踊り大会、運動会開催費、各種スポーツ大会開催経費等を記入しま
す。

5 福利厚生事業費 50,000
敬老会開催費（記念品代含む）、給食・配食サービス経費等を記入しま
す。

6 文化事業費 50,000
各種講習会、映画会、書道展、絵画展、文化祭等の開催経費を記入しま
す。

7 その他 50,000
各種団体（防犯協会、体育協会など）への会費・分担金、広報活動費（掲
示板設置費など）等を記入してください。

448,000

908,000

1 地域防犯灯維持管理費 29,000

地域防犯灯維持管理費補助金で実施した活動（地域防犯灯の電気代、
地域防犯灯の清掃・点検・修繕・球換え等）に伴う経費を記入します。
（ただし、地域防犯灯の器具自体の更新は「安全・安心環境づくり事業
費」へ計上してください）

2 町の防災組織活動費 19,000
町の防災組織活動費補助金で実施した活動（防災資機材等の購入、防
災訓練開催費等）を記入します。

3

4

48,000

1 会館建設・修繕積立金 50,000 会館建設・修繕積立金を記入します。

2 交際費 30,000 交際費、賀詞交換会開催費等を記入します。

3 慶弔費 20,000 祝金、香典等を記入します。

4 懇親会費 30,000 新年会、忘年会、慰労会等を記入します。

5 寄付金・募金 3,000 寄付金、共同募金、歳末助け合い募金、日本赤十字社会費等を記入します。

6 その他 0 余剰金として区へ返還した額等を記入します。

133,000

111,000 次年度への繰越金を記入します。

1,200,000

○支出の部

事務費　小計　①

項　　　　　目

そ
の
他

事
業
費

事業費　小計　②

事
務
費

支出合計
（③＋④＋⑤＋⑥）

その他　小計　⑤

補助対象経費①＋②＝③

補
助
事
業
費

補助事業費　小計　④

次年度への繰越金　⑥

収入合計（前ページ）と支出合計の金額は一致します。

地域活動推進費補助金以外の補助金を受けて実施した事業の経費は、
事業ごとに欄を分けて記入してください。また、金額は、該当する補助金
の実績報告書に記載する金額と同額にしてください。

複数年や長期的な会計管理の
ため、専用口座を設けて特別会
計とするなど、適切に処理を行
うようにしてください。なお、会館
整備補助金を申請される際には、
こうした対応が求められます。

支出を明確にするため、決算額が大きい場合等は、摘要欄にその内訳を書くようにしてください。
例）１ 会議費 150,000 摘要欄 会場借り上げ 100,000 資料印刷費等 40,000 お茶代 10,000  など
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補助金額確定通知 及び 余剰金返還

２　補助金額確定通知 及び 余剰金返還　～令和５年度補助金～

(1) 　補助金額確定通知 及び 返還請求書の送付

＊ 返還請求金の納付が確認できるまで、令和６年度補助金の交付は保留されます。

(2) 　余剰金額の確認、算出方法

　＜自治会町内会の場合＞

①

② 　①で求めた金額 と「交付された補助金額」を比較します。

＊「①で求めた金額」≧「交付された補助金額」の場合
　　（同額、又は「①で求めた金額」の方が大きい場合）

　　　　→　余剰金はありません。

＊「①で求めた金額」＜「交付された補助金額」の場合
　　（「交付された補助金額」の方が大きい場合）

　　　　→　余剰金がありますので、差額分について返還していただきます。

　＜地区連合町内会の場合＞（次ページの算出例も併せてご覧ください）

① 　収支決算書から補助対象経費（事務費＋事業費）を算出します。

② 　①で求めた金額から、12万円（基礎的支援費）を差し引きます。
　（「補助対象経費－12万円」）

③ 　②で求めた金額に、3分の1を乗じます。
　（「補助対象経費－12万円」×3分の1）

④ 　③で求めた金額に、12万円（基礎的支援費）を加えます。
　（ ④で求めた金額 ＝「補助対象経費－12万円」×3分の1＋12万円）

⑤ 　④で求めた金額と「交付された補助金額」を比較します。

　　　　→　余剰金はありません。

　　　　→　余剰金がありますので、差額分について返還していただきます。

　　（同額、又は「④で求めた金額」の方が大きい場合）

＊「④で求めた金額」＜「交付された補助金額」の場合
　　（「交付された補助金額」の方が大きい場合）

また、返還請求された金額を期日までに納付しなかった場合は延滞金がかかります
ので、返還請求を受けた場合は遅滞なく納付してください。
(横浜市補助金等の交付に関する規則　第20条・第21条)

　提出いただいた活動実績報告書（添付書類含む）について、誤りがないか等を確認
し、適正な場合は、補助金額確定通知書（第７号様式）を区役所から送付します。
　このとき、交付した補助金に余剰金がある場合は、返還請求書（第８号様式）と納付書を
送付しますので、期限内にお支払いください。確定通知の受領と返還請求金の納付をもっ
て、令和５年度補助金の手続が完了します。

　収支決算書から補助対象経費（事務費＋事業費）を算出して、3分の1を乗じ
　ます。（ ①で求めた金額 ＝「補助対象経費×3分の1」）

＊「④で求めた金額」≧「交付された補助金額」の場合
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補助金額確定通知 及び 余剰金返還

○　収入の部

決算額 余剰金算出方法

1 2,400,000

850,000

0

3 0

4 0

0

0

0

6 0

3,250,000

○　支出の部

1 会議費 150,000

2 事務費 300,000

3 人件費 120,000

4 会館（会場）借上料 0

5 会館光熱水費 0

6 会館修繕費 0

7 その他 50,000

620,000

1 環境事業費 0

2 安全、安心環境づくり事業費 100,000

3 社会教育事業費 100,000

4 レクリエーション費 0

5 福利厚生事業費 100,000

6 文化事業費 100,000

7 その他 0

400,000

1,020,000

1 地域防犯灯維持管理費 0

2 0

0

1 会館建設・修繕積立金 0

…

7 その他 0

2,230,000

3,250,000

事業費　小計②

事
業
費

補助対象予定経費①＋②＝③

補助
事業
費

寄付金、祝金等

次年度への繰越金　⑥

事務費　小計①　

補助事業費　小計　④

＊次のような決算額の地区連合町内会について、地域活動推進費補助金の余剰金額を算出してみます。
（交付された補助金額を85万円、補助対象経費を102万円と仮定）

会館使用料

団体交付金

利息等

前年度からの繰入金

事
務
費

収　入　合　計

＜地区連合町内会の地域活動推進費補助金　余剰金額　算出例＞

支出合計（③＋④＋⑤＋⑥）

項　　　目

2
補
助
金

5
そ
の
他

会費

地域活動推進費

地域防犯灯維持管理費

そ
の
他

事業収入

＜余剰金額算出の手順＞

（手順１） 上記「Ａ」を計算します。
（1,020,000円－120,000円）×3分の1

＝300,000円（Ａ）

（手順２） 「Ａ」に「Ｂ」を加えます。
300,000円＋120,000円＝420,000円

（Ａ＋Ｂ）

（手順３） 交付された補助金額「Ｃ」から「Ａ＋Ｂ」を
差し引きます。

850,000円－420,000円＝430,000円

430,000円が地域活動推進費補助金の
余剰金額となります。

補助対象経費（事務費＋事業費）のうち、12万円
までは基礎的支援費として定額で補助します。

次の「Ａ＋Ｂ」と「Ｃ」を比較して、「Ｃ」が大きい場合、その
差額が余剰金となります。

Ａ （補助対象経費－120,000円）×3分の1
Ｂ 120,000円（基礎的支援費）
Ｃ 交付された補助金額

＊補助対象経費が12万円以下の場合は、その額と交
付された補助金額の差額が余剰金となります。

補助対象経費（事務費＋事業費）が12万円以下の場合

は、その金額と交付された補助金額との差額が余剰金と

なります。

したがって、仮に補助対象経費が100,000円の場合、

850,000円－100,000円＝750,000円

750,000円が余剰金となります。
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補助金額確定通知 及び 余剰金返還 

 

（参考） 
 

第７号様式（第 11条） 

区地振第      号 

  年  月  日 

 

団体名 

代表者          様 

 

 

                                 区 長  

 

 

令和５年度地域活動推進費補助金額確定通知書 

 

 

 

   年  月  日に報告を受けました地域活動推進費補助金について、活動実績報告書

等の審査の結果、次のとおり補助金の額を確定しましたので、要綱第 11条の規定により通知

します。 

 

 

 

 

１ 補助金確定額 

 

               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区地域振興課 

担当：   ℡   －     

 

 
①この欄に記載された金額と、交付 
を受けた金額が同額である場合 
⇒余剰金の返還（返還請求書の 
送付）はありません。 
この通知の受領により令和５年度 
補助金の手続は完了です。 

 
②この欄に記載された金額が、交付 
を受けた金額より少ない場合 
⇒余剰金の返還（返還請求書の 
送付）があります。 
返還請求金の納付により、令和５

年度補助金の手続が完了します。 
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補助金額確定通知 及び 余剰金返還 

 

（参考） 
 

第８号様式（第 12条第 1項） 

区地振第      号 

  年  月  日 

 

団体名 

代表者          様 

 

                                 区 長  

 

 

令和５年度地域活動推進費補助金返還請求書 

 

 

 

   年  月  日  区地振第   号により交付しました地域活動推進費補助金につ

いて、要綱第 12条第１項の規定により返還を請求します。 

 

 

 

 

１ 補助金返還請求額 

 

               円 

 

 

２ 返還請求の理由 

 

 

 

 

３ 返還期限 

  同封の納付書で、  年  月  日までに納付してください。 

 

 

区地域振興課 

   担当：   ℡   －     

納付書兼領収書（緑色）を同封します。 
期限内にお支払いください。 
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令和６年度

交付申請から活動実績報告まで

地域活動推進費補助金



交付申請

１　交付申請　～令和６年度補助金～

(1) 　申請書の提出について

　補助金の交付申請に必要な書類を区役所地域振興課へ提出してください。
　

(2) 　必要書類

① 　交付申請書（第１号様式）

② 　事業計画書（総会資料で代用可）

③ 　収支予算書（総会資料で代用可）

④ 　規約

(3) 　交付申請書（第１号様式）について

　＜申請金額（自治会町内会の場合）＞

　自治会町内会の申請金額は、次の２つを比較して、低い方の金額となります。

Ａ 700円×加入世帯数

Ｂ 補助対象経費（事務費＋事業費）×3分の1

　＜申請金額（地区連合町内会の場合）＞（19ページの算出例も併せてご覧ください）

Ａ 170円×加入世帯数＋５万円

Ｂ ｛補助対象経費（事務費＋事業費）－基礎的支援費（12万円）｝×3分の1

(4) 　事業計画書について（15～16ページの作成例をご覧ください）

① 　「これからの１年間どのような活動をする予定か」を記載してください。

②

(5) 　収支予算書について（17～18ページのモデル様式をご参照ください）

① 　事業計画書に記載した活動に要する予算額（収入及び支出）を記載してください。

②

(6) 　規約について

①

②

　所在地、団体名、代表者名を記載し、補助申請金額、４月１日現在の加入世帯数
を記載します。

　様式は自由ですが、必ず総会で承認を得てください。なお、総会資料に同様の
　記載内容がある場合は、総会資料の提出に代えることができます。

　地区連合町内会の申請金額は、次の２つを比較して、低い方の金額に「基礎的
　支援費（12万円）」を足した金額となります。

　令和元年度～令和５年度の補助金交付申請時に提出したものと記載内容に変更が
ない場合は、添付を省略できます。

　規約は、団体の活動目的や活動内容、役員、会費、会計等について規定するもの
　です。基本的にはどの団体でも制定していると思いますが、規約がない場合は
　必ず制定してください。

＊

　様式は自由ですが、必ず総会で承認を得てください。なお、総会資料に同様の
　記載内容がある場合は、総会資料の提出に代えることができます。

補助申請金額は訂正できませんので、書き損じた場合や金額が違っていた場合は、
再提出していただきます。

＊

上記①から④の書類のほか、申請内容の確認や、申請が会の総意として行われた
ものであるかの確認のため、総会資料及びその議事録をご提出ください。また、区
役所が必要と判断したものがある場合は、あわせて提出していただきます。
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交付申請 

 

第１号様式（地域活動推進費補助金交付要綱第５条） 
第１号様式（地域防犯灯維持管理費補助金交付要綱第５条第１項） 

 

令和６年度地域活動推進費補助金交付申請書・ 

地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書 

 
  年  月  日 

（申請先） 

     区 長 

（申請者）所在地  

団体名  

代表者名 

 

 令和６年度地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費の補助金の交付を受けたいので、関係

書類を添えて次のとおり申請します。 
 
１ 地域活動推進費補助金 

 

申請金額           円 

《積算内訳》別添収支予算書のとおり 

 

  

 

 

 

 

２ 地域防犯灯維持管理費補助金 

 

申請金額           円 

《積算内訳》 

  （地域防犯灯数） （補助単価）  （申請金額） 
 
       灯×＠2,200円＝         円 
      
３ 添付書類 

（１）地域活動推進費補助金関係 

①事業計画書 

②収支予算書 

③団体の規約 

④その他区長が必要とする書類 
 

(２) 地域防犯灯維持管理費補助金関係（実績報告） 

①自治会町内会等の支払名義の地域防犯灯電気料金等領収証の写し、又は支払証明書の 

写し 

②自治会町内会等の支払名義の電気料金集約分内訳表の写し 

③その他区長が必要とする書類 

※①と②は電気事業者が発行したものです。 
 

※ 横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17 年 11 月横浜市規則第 139 号）並びに地域

活動推進費補助金交付要綱及び地域防犯灯維持管理費補助金交付要綱を契約の内容とする

ことに合意し、補助事業等の実施にあたってはこれを遵守します。 

＜自治会町内会の場合＞ 
 

Ａ 700 円× 加入世帯数 

Ｂ 補助対象経費（事務費＋事業費）×3 分の 1 

 

Ａ、Ｂのうち、いずれか低い方の金額を記入して 

ください。（十円未満切捨） 

 

＜地区連合町内会の場合＞ 

 

Ａ 170 円× 加入世帯数 ＋50,000 円 

Ｂ ｛補助対象経費（事務費＋事業費）－120,000 円｝ 

×3 分の 1 

Ｃ 120,000 円（基礎的支援費） 

 

Ａ、Ｂのうち、いずれか低い方の金額に、Ｃを加えた 

金額を記入してください。（十円未満切捨） 

 

＊補助対象経費が 12 万円以下の場合は、その額と 

Ａを比較して低い方の金額を記入してください。 

（十円未満切捨） 

 
部分のとおり、加入世帯数

は補助金の算定に使用します。４

月１日現在の加入世帯数を記入し

てください。 

□ 申請にあたっての確認事項 

 

令和６年４月１日現在の加入世帯数は      世帯です。 
 

金額の訂正はできません。 
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交付申請

○○○○町内会

事業計画年月 活動内容・場所等

令和4年4月 第１回班長会

さくらまつり（○○公園）

定期清掃（２５日）

5月 こどもフェスティバル（△△学校グラウンド）

決算総会

定期清掃（２５日）

6月 第２回班長会

防災訓練

定期清掃（２５日）

7月 防犯パトロール（下旬）

定期清掃（２５日）

8月 第３回班長会

夏祭り

定期清掃（２５日）

9月 敬老祝賀会

定期清掃（２５日）

10月 第４回班長会

いも煮会

定期清掃（２５日）

11月 定期清掃（２５日）

12月 防犯パトロール（中旬）

クリスマス会

定期清掃（２５日）

令和5年1月 餅つき大会（△△学校グラウンド）

防災訓練（１７日）

定期清掃（２５日）

2月 第５回班長会

定期清掃（２５日）

3月 予算総会

定期清掃（２５日）

令和６年度事業計画書（例その１）

訂正には、代表者の訂正印が必要です。
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交付申請

○○○○自治会

1 会議等

◎　総会（５月、３月に実施）
◎　定例会（毎月第２木曜日、午後８時から）

2 環境美化事業

◎　定期清掃（毎月第３日曜日）
◎　ごみの分別徹底や不法投棄防止を呼びかけるチラシの作成及び配布
◎　空き缶・空き瓶・ペットボトルの回収（月２回）

3 防犯活動、交通安全事業
　

◎　防犯パトロール（月２回）
◎　交通安全教室（５月）
◎　違法駐車、違法駐輪実態調査（秋に実施予定）

4 災害対策事業

◎　防災訓練　○回（○月、○月）
　（○○消防署の協力により、災害時の救助活動や救命講習会を実施）
◎　防災備蓄（水（○箱）、食糧（α化米○食）、資機材（ヘルメット○個）等）

5 文化・スポーツ事業

◎　さくらまつり（４月上旬、△△公園にて）
◎　夏祭り（８月○～○日、盆踊りと縁日を実施）　
◎　大運動会（１０月上旬）　
◎　文化祭（１１月上旬）
◎　年賀状講習会（絵手紙やイモ版画などの講習会を実施）

6 広報活動

◎　町内会新聞の発行（年６回）
◎　行政からの広報配布物の配布・回覧

7 親睦会

◎　バス旅行（時期は１１月を予定。場所は未定）

8 加入促進事業

◎　未加入世帯へ町内会への加入を呼びかけるチラシを作成し、配布する。

令和６年度事業計画書（例その２）

訂正には、代表者の訂正印が必要です。
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交付申請

(記入例）

○○○自治会町内会

予算額 摘　　　　　　要

1 会費 360,000

会費収入を記入します。加入世帯のうち会費を減免している世帯がある
場合は、内訳がわかるように記入してください。
（例）300円×100世帯×12か月
（内訳：会費世帯100、会費免除世帯10）

地域防犯灯維持管理費 22,000 地域防犯灯維持管理費補助金を記入します。（例）2,200円×10灯

町の防災組織活動費 17,600 町の防災組織活動費補助金を記入します。（例）160円×110世帯

3 広報配布謝金 60,000
広報よこはま、県のたより、議会だより、選挙公報などの配布謝金を記入し
ます。

4 事業収入 60,000 模擬店売上げ、廃品回収収益金などを記入します。

5 寄付金、祝金等 21,000 他団体からの寄付金、祝金等を記入します。

会館使用料 120,000 他団体等への貸出に伴う会館使用料収入がある場合に記入します。

団体交付金・謝金 60,350
他団体からの交付金、謝金等を記入します。
（例）募金活動事務協力費、○○団体からの事務協力謝金

利息・その他雑入 50 利息等、その他収入を記入します。

7 前年度からの繰入金 302,000 前年度からの繰入金（繰越金）を記入します。

1,100,000収入合計

6
　
そ
の
他

2
　
補
助
金

令和６年度収支予算書

○会計年度　　自 　　年　　月　　日～至 　　　年　　月　　日

○収入の部

項　　　　　目

地域活動推進費

＜自治会町内会の場合＞
　　次のいずれか低い方の金額を記入します。（十円未満切捨）
　　Ａ　700円×　加入世帯数
　　Ｂ　補助対象経費(事務費＋事業費）×３分の１
【算出例】
　　Ａ：  700円× 110世帯（会費世帯100＋会費免除世帯10）
　　　　   ＝　77,000円
　　Ｂ： （事務費360,000円＋事業費448,000円）×３分の１
　　　　   ＝　269,330円（十円未満切捨）
　　　　　  ＊事務費と事業費は支出の部の①と②の金額です。
　　⇒Ａの方が低い金額となるため、77,000円を記入します。

＜地区連合町内会の場合＞（算出例は19ページをご覧ください）
　　次のＡ、Ｂいずれか低い方の金額に、Ｃを加えた金額を記入します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（十円未満切捨）
　　Ａ　170円×加入世帯数＋50,000円
　　Ｂ　｛補助対象経費(事務費＋事業費）－基礎的支援費｝×３分の１
　　Ｃ　基礎的支援費（上限：12万円）
　　　　＊補助対象経費が12万円以下の場合は、その金額とＡを比較
　　　　　　して低い方の金額を記入します。

77,000

区　　名 整理番号

上記の他に交付を予定されている補助金がある場合には、この欄へ記入してください。

それぞれの補助金の申請
書に記載する申請金額と同
額にしてください。

この収支予算書には、自治会町内会としての会計のみを記載します。
このため、「マンション管理組合」 「商店会」 「公園愛護会」 「地区社協」

など、構成員がほぼ同じであっても、自治会町内会 又は 地区連合町内会
として出納していないものは別会計となります。

「１ 会費」の欄の内訳の加入世帯数 部分と、「２ 補助金」の欄の地域活動推進費補助金
の算出内訳及び補助金申請書（第１号様式）で記載した加入世帯数 部分【当手引P１４参照】

支出合計（次ページ）と収入合計の金額は一致します。

会計年度の始期が4月の場合、「令和6年4月1日～令和7年3月31日」と記載します。

訂正には、代表者の訂正印が必要です。
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交付申請

予算額 摘　　　　　要

1 会議費 50,000
総会・定例会・臨時役員会等に伴う経費（会場借上費、資料印刷費等）を
記入します。

2 事務費 60,000
備品什器購入代、消耗品代（紙、鉛筆等）、電話代、郵送料などの事務
費を記入します。

3 人件費 40,000 役員手当、アルバイト賃金等を記入します。

4 会館（会場）借上料 0 会館等の借上費を記入します。

5 会館光熱水費 50,000 町内会館の電気、ガス、水道代を記入します。

6 会館修繕費 110,000
壁紙張替え工事費等、会館修繕に伴う経費を記入します。
（ただし、「会館整備補助金」を受けて実施する会館修繕経費について
は、補助事業費の欄に記入してください）

7 その他 50,000
会館設備点検費、火災保険料、町内会活動交通費、活動謝礼等を記入
します。

360,000

1 環境事業費 20,000
町の美化活動、３Ｒ行動の推進、資源回収・リサイクル活動等に伴う経費
を記入します。

2
安全・安心環境づくり事業
費

98,000

交通安全、地域防犯灯新規整備費（器具更新、新規設置）、防犯・防災活動に
伴う経費を記入します。
（ただし、「地域防犯灯維持管理費」や「町の防災組織活動費」などを活用して
実施する事業の経費については、補助事業費の欄に記入してください）

3 社会教育事業費 50,000
子供会活動費、スポーツ推進委員負担金、青少年指導員負担金、婦人
部活動費、老人クラブ活動費等を記入します。

4 レクリエーション費 130,000
盆踊り大会、運動会開催費、各種スポーツ大会開催経費等を記入しま
す。

5 福利厚生事業費 50,000
敬老会開催費（記念品代含む）、給食・配食サービス経費等を記入しま
す。

6 文化事業費 50,000
各種講習会、映画会、書道展、絵画展、文化祭等の開催経費を記入しま
す。

7 その他 50,000
各種団体（防犯協会、体育協会など）への会費・分担金、広報活動費（掲
示板設置費など）等を記入してください。

448,000

808,000

1 地域防犯灯維持管理費 29,000

地域防犯灯維持管理費補助金で実施する活動（地域防犯灯の電気代、地域防
犯灯の清掃・点検・修繕・球換え等）に伴う経費を記入します。
（ただし地域防犯灯の器具自体の更新は「安全・安心環境づくり事業費」へ計上
してください）

2 町の防災組織活動費 19,000
町の防災組織活動費補助金で実施する活動（防災資機材等の購入、防
災訓練開催費等）を記入します。

3

4

48,000

1 会館建設・修繕積立金 50,000 会館建設・修繕積立金を記入します。

2 交際費 30,000 交際費、賀詞交換会開催費等を記入します。

3 慶弔費 20,000 祝金、香典等を記入します。

4 懇親会費 30,000 新年会、忘年会、慰労会等を記入します。

5 寄付金・募金 3,000 寄付金、共同募金、歳末助け合い募金、日本赤十字社会費等を記入します。

6 予備費 111,000 予備費を記入します。

7 その他 0

244,000

1,100,000

事業費　小計　②

事
務
費

○支出の部

事務費　小計　①

項　　　　　目

事
業
費

支出合計
（③＋④＋⑤）

補助対象予定経費①＋②＝③

補
助
事
業
費

補助事業費　小計　④

そ
の
他

その他　小計　⑤

地域活動推進費補助金以外の補助金を受けて実施する事業の経
費は、事業ごとに欄を分けて記入してください。

④・⑤は、地域活動推進費補助金の補助対象外経費となりま

収入合計（前ページ）と支出合計の金額は一致します。

複数年や長期的な会計管理の
ため、専用口座を設けて特別会
計とするなど、適切に処理を行う
ようにしてください。なお、会館整
備補助金を申請される際には、
こうした対応が求められます。
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交付申請

○　収入の部

予算額 補助金算出方法

1 2,400,000

850,000

0

3 0

4 0

0

0

0

6 0

3,250,000

○　支出の部

1 会議費 150,000

2 事務費 300,000

3 人件費 120,000

4 会館（会場）借上料 0

5 会館光熱水費 0

6 会館修繕費 0

7 その他 50,000

620,000

1 環境事業費 100,000

2 安全、安心環境づくり事業費 100,000

3 社会教育事業費 100,000

4 レクリエーション費 2,000,000

5 福利厚生事業費 100,000

6 文化事業費 100,000

7 その他 0

2,500,000

3,120,000

1 地域防犯灯維持管理費 0

2 0

0

1 会館建設・修繕積立金 130,000

…

7 その他 0

130,000

3,250,000

＜地区連合町内会の地域活動推進費補助金額　算出例＞

支出合計（③＋④＋⑤）

項　　　　　目

2
補
助
金

5
そ
の
他

会費

地域活動推進費

地域防犯灯維持管理費

事業収入

寄付金、祝金等

会館使用料

＊次のような予算額の地区連合町内会について、地域活動推進費補助金額を算出してみます。
（加入世帯数を4,000世帯、補助対象経費を312万円と仮定）

団体交付金

利息等

前年度からの繰入金

事
務
費

収　入　合　計

その他　小計⑤

事務費　小計①　

事業費　小計②

事
業
費

補助対象予定経費①＋②＝③

そ
の
他

補助
事業
費

補助事業費　小計　④

補助対象経費（事務費＋事業費）のうち、12万円
までは基礎的支援費として定額で補助します。

「次のＡとＢを比較して、いずれか低い方の金額」
＋「Ｃ」を補助金額とします。

Ａ 170円×加入世帯数＋50,000円
Ｂ ｛補助対象経費（事務費＋事業費）－

120,000円｝×3分の1

Ｃ 120,000円（基礎的支援費）

＊補助対象経費が12万円以下の場合は、その
額とＡを比較して低い方の金額が補助金額
となります。（十円未満切捨）

＜補助金額算出の手順＞

（手順１） 上記「Ａ」を計算します。
170円×4,000世帯＋50,000円

＝730,000円

（手順２） 上記「Ｂ」を計算します。
（3,120,000円－120,000円）×3分の1

＝1,000,000円

（手順３） ＡとＢを比較します。
730,000円（Ａ） ＜ 1,000,000円（Ｂ）

（手順４） ＡとＢのうち低い方の金額に、「Ｃ」を
加えます。

730,000円＋120,000円＝850,000円

850,000円が地域活動推進費補助金額となりま
す。

補助対象経費（事務費＋事業費）が12万円以下の
場合は、その額とＡを比較して低い方の金額が補助
金額となります。
したがって、仮に補助対象経費が100,000円の場合

は、Ａの730,000円よりも低い金額となりますので、
100,000円が補助金額となります。

＊補助対象経費が12万円以下で、加入世帯数が
412世帯以上ある場合は、Ａの算出金額が12万
円を超えることになりますので、補助対象経費
の金額が補助金額となります。
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第２号様式（地域活動推進費補助金交付要綱第６条第１項） 交付申請 

第３号様式（地域防犯灯維持管理費補助金交付要綱第６条第１項） 

区地振第      号 

  年  月  日 

団体名 

代表者            様 

                                    区 長 

 

令和６年度地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金交付決定通知書兼 

地域防犯灯維持管理費補助金交付額確定通知書 
 

     年  月  日に申請のありました地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費の補助金に 

ついては、次の条件を付して交付することを決定しましたので通知します。 

 

１ 地域活動推進費補助金 
 
 補助金交付決定額             円 

  

２ 地域防犯灯維持管理費補助金 
  

 補助金交付決定（確定）額             円 

《積算内訳》 

  （地域防犯灯数）  （補助単価）    （補助金額） 

        灯×＠2,200円＝           円 

 

３ 交付時期 
  適法な請求書を受理した日から起算して  日以内 

 

４ 支払方法 
  地域活動推進費補助金は   、地域防犯灯維持管理費補助金は確定払とします。 

 

５ 交付条件 
（１）共通事項 

ア この補助金は、申請以外の目的での使用又は流用はできません。 

イ 地域活動を中止する場合、又は申請を取下げるときは、速やかに区長に報告してください。 

ウ この補助金の交付条件に違反し、又は次のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の

内容の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求める

ことがあります。 

① 補助金交付要綱又は補助金の交付決定の内容に違反したとき。 

② 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。 

③ その他区長が必要と認めたとき。 

エ 次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は５万円以下の過料に処せられます。 

① 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

② 補助金の他の用途への使用をしたとき。 

オ 区長は、補助金の使途について調査の必要があると認めたときは、資料の提出等を求めるこ

とがあります。 

（２）地域活動推進費補助金関係 

ア 当年度の活動完了後、速やかに活動実績報告書（第６号様式）を区長に提出してください。 

イ 自治会町内会については、活動実績報告書及び添付書類を審査した結果、「補助対象経費に

３分の１を乗じた額」が、「交付した補助金額」に満たない場合は、その差額を返還していた

だきます。 

ウ 地区連合町内会については、活動実績報告書及び添付書類を審査した結果、「基礎的支援費

と（補助対象経費－基礎的支援費）に３分の１を乗じた額の合計額」が、「交付した補助金額」

に満たない場合は、その差額を返還していただきます。 

                     区地域振興課 

                   担当：    ℡   － 

（参考） 
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交付請求

２　交付請求　～令和６年度補助金～

(1) 　交付請求書及び口座振替依頼書の提出について

＊

＊

(2) 　交付請求書（第5号様式）について

① （請求者）の所在地、団体名、代表者名を記載します。
＊ 口座名義人と代表者が異なる場合、代表者の押印が必要です。

② 　請求金額欄には、交付決定通知書に記載されている金額を記入します。

③ 　交付決定通知書（第２号様式）の写しを必ず添付してください。

(3) 　口座振替依頼書について

① （請求者）の所在地、団体名、代表者名を記載します。

＊

② 　振込先について、必要事項を記入します。
　記入内容に誤りがないか、確認します。

＊

③ 　口座名義人が代表者と異なる場合は、委任に関する記載及び押印が必要です。

口座振替依頼書は、依頼書に記載されている他の補助金及び謝金と共用となって
います。
（記載されている補助金及び謝金について交付請求された際には、同じ口座に
　振込を行います。）

口座名義人と代表者が異なる場合、代表者の押印が必要です。

＊ 委任者の欄に、代表者名を記載し、代表者印を押印します。

請求金額は訂正できません。書き損じた場合や金額が違っていた場合は、再提出して
いただくこととなり、補助金の振込が遅れますので、ご留意ください。

　提出いただいた交付申請書（添付書類含む）について、誤りがないか等を確認し、
適正な場合は、交付決定通知書（第２号様式・20ページの参考例をご覧ください）を
区役所から送付します。
　交付決定通知を受領されましたら、交付請求書（第５号様式）、交付決定通知書の写
し、口座振替依頼書を、区役所地域振興課へ提出してください。

口座番号、口座名義人及びフリガナについては、十分に確認してください。
（振込できない場合があります）

＊

令和５年度地域活動推進費補助金の交付を受けている場合は、その活動実績報告書
の提出や余剰金返還の確認ができるまで、令和６年度の補助金交付を保留することと
なります。
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交付請求 
第５号様式（地域活動推進費補助金交付要綱第９条第 1 項） 

第５号様式（地域防犯灯維持管理費補助金交付要綱第７条） 

令和６年度地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金交付請求書

  年  月  日

（請求先）

区長

（請求者）所 在 地
団 体 名
代表者名

※口座名義人と請求者が異なる場合、

請求者の押印が必要です。

次の各補助金を請求します。

   １ 地域活動推進費補助金 

請求金額 円

  ２ 地域防犯灯維持管理費補助金 

請求金額 円

※交付決定通知書の写しを添付してください。

口座名義人と代表者が異なる場合、 

代表者の押印が必要です。 

補助金交付決定通知書（20 ペー

ジの参考例をご覧ください）に記

載されている「補助金交付決定

額」を記入します。

交付決定通知書の写しを

忘れずに添付してください。

金額の訂正はできません。 

金額に誤りがあった場合、再提出していただきます。 
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交付請求

整理番号

  横浜市長                                                            　

  横浜市　　　　区長     　　　　　　　　　　　　　　　

                                    　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地  

                                　  　 　　　　　 　　　    　  団 体 名  

代表者名  

   金　融　機　関　名

   　１　普通　　　　　　２　当座

  ※　口座名義人が会長（代表者）以外の場合は記入願います。

      上記口座に横浜市及び区から交付される補助金等の受領に関する権限を委任します。

    

委任者   　　　　　　　　　　　　　　　代表者 印

【注意事項】

２　金融機関、口座名義人等の欄には、団体の預金通帳に記載されているとおり記入してください。

３　会長（代表者）又は預金通帳記載事項に変更があった場合は、その都度口座振替依頼書を提出
　　してください。

４  記載事項の訂正は二重線で見え消しし、会長（代表者）印で訂正印をお願いします。

口　座　番　号  

１　口座名義人が代表者と異なる場合は、代表者の印を押印のうえ提出してください。（スタンプ印は不可）

 （通帳に記載されているとおり記入してください）

預　金　種　目

フリガナ

口座名義人

               信用金庫                 出張所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支所

口　座　振　替　依　頼　書

年　　月　　日  

　　　年　　月　　日以降、横浜市及び区から交付される　　年度の地域活動推進費、地
域防犯灯維持管理費補助金、広報紙配布謝金（議会だよりを含む）、「町の防災組織」活
動費補助金を次の金融機関へ振り込みください。

               銀行            　　     支店

口座名義人と代表者が異なる場合は、
請求書と同一の代表者印の押印が必要です。

請求書と同一の代表者印の押印が必要です。

口座名義人が代表者と異なる場合は、必
ず記入してください。
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執行上の留意点

３　執行上の留意点　～令和６年度補助金～

(1) 　１件の金額が10万円以上の補助対象経費に係る支出

(2) 　１件の金額が100万円以上になると見込まれる補助対象経費に係る支出

＊

４　活動実績報告　～令和６年度補助金～

５　補助金額確定通知 及び 余剰金返還　～令和６年度補助金～　

100万円以上
1,000万円未満

＜横浜市ホームページ＞ヨコハマ・入札のとびら－入札・契約情報
http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/info.html

「市内事業者」
　横浜市契約規則第７条に規定する一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が
市内である者、登記簿における本店又は主たる事務所の所在地が市内である者並びに
主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記簿に登記されていない団体をいい
ます。

物品の購入、
業務の委託等

３者以上の市内事業者による見積合わせ又は
５者以上の市内事業者による入札

２者以上の市内事業者による見積合わせ

　令和５年度と同じ手続きとなります。9～12ページを参照してください。

工事の請負

　横浜市の一般競争入札有資格者名簿に登載されている市内事業者については、以下
の横浜市ホームページに掲載されている「有資格者名簿」で確認できます。
　有資格者名簿の「所在地区分」が「市内」となっている事業者が市内事業者です。

　令和５年度と同じ手続きとなります。3～8ページを参照してください。

100万円以上
1,000万円未満

1,000万円以上
5,000万円未満

２者以上の市内事業者による見積合わせ

　補助対象経費の支出で、1件の金額が10万円以上のものがあった場合には、その領収
書その他の支出を証する書類またはその写し（公共料金の支出に係るものを除く）を
活動実績報告書に添付する必要があります。

5,000万円以上
５者以上の市内事業者による見積合わせ又は
８者以上の市内事業者による入札

金額

　補助対象経費の支出で、１件の金額が100万円以上になると見込まれるときは、以下
のとおり市内事業者による入札又は見積合わせを行う必要があります。
　その場合、当該入札の結果が分かる書類又は当該見積書の写し及び当該事業者が市
内事業者であることを証する書類又はその写しを活動実績報告書に添付する必要があ
ります。

３者以上の市内事業者による見積合わせ又は
５者以上の市内事業者による入札

経費の内容

　契約内容が特殊であり見積合わせや入札によって決定することが難しいと思われる
場合や、市内事業者であるかどうかがわからない場合は、必ず事前に区役所地域振興
課にご相談ください。

見積合わせ又は入札

1,000万円以上
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【要綱における補助対象経費】

【補助対象経費・補助対象外経費の例】

経費項目

・ ・ マンションなどの集合住宅で、共益費など
として支払うもの

・ 備品代（会議テーブル、椅子等） （自治会町内会の会計とは分けて管理します。）

・ 消耗品代（紙、鉛筆等）
・ 電話代、郵送料
・ アルバイト賃金
・ 役員手当
・ 活動謝礼、活動交通費
・ 会館借上費 ・
・ 会館光熱水費
・ ・

・ 会館設備点検費
・ 会館耐震診断費用
・ 会館火災保険料
・ ・

・ 交通安全活動経費
・ ・

・ 防犯活動経費
・ ・

・ 子供会、婦人部、老人クラブ活動費
・ 盆踊り大会開催費 ・ 祝金（入学、成人、敬老等）
・ 運動会、スポーツ大会開催費 ・ 賀詞交換会（開催費、参加費）
・ ・ 裁判費用（弁護士費用等）

・ 金券類
・ 宿泊費

・ 給食、配食サービス経費
・

・ 広報活動費
・ 掲示板設置費
・ スポーツ推進委員、青少年指導員負担金
・ 防犯協会、体育協会分担金
・ その他公益的な事業を行う団体に支払う会費など

・ ・ 懇親会費、親睦会費
・ 新年会費、忘年会費
・ 慰労会費、反省会費
・ 寄付金
・

・ 交際費、慶弔費、祝金、見舞金、香典
・ 積立金
・ 予備費
・ 次年度への繰越金
・ 区へ返還した余剰金

その他の補助金の補助対象事業費
（他の補助金を利用して実施した事業や活動
の費用）

補助対象経費 補助対象外経費

会館整備費補助金を受ける会館の新築、購
入、増築、耐震補強工事、修繕経費

会館

人件費

町の防災組織活動費補助金で実施した活動
（防災資機材等の購入、防災訓練開催費等）

固定資産税（通常は会館の土地や建物は固定
資産税の減免対象です。ただし、事業収入が
ある場合等、会館の使い方によっては減免に
ならない場合があります。）

補助対象経費・補助対象外経費の例

講習会、映画会、書道展、絵画展、文化祭開
催経費

会議や事業を行う上で必要な弁当代、お茶代

会館修繕経費（会館整備費補助金を受ける場
合を除く）

地域防犯灯新規整備費（自治会町内会が独自に
全額負担で器具更新、新規設置した場合）

防災活動経費（町の防災組織活動費補助金を
活用した場合を除く）

総会、定例会、役員会経費（会場借上費、資
料印刷費等）

事務費

会費
負担金
分担金

飲食費

※　ここに挙げているのは例示です。実際の活動経費が補助対象となるかどうかなど、ご不明な点がありま
したら、区役所地域振興課へお問い合わせください。

敬老会開催費（記念品代含む。見守りを兼ね
て個別訪問して記念品を渡すものも含むが、
単に配布するだけなら補助対象外）

対象団体が実施する公益的活動（環境美化、防災・防犯、社会教育、レクリエーション、福利厚生、文化活
動、広報活動等）に係る経費、他団体が実施する事業への協賛金・負担金、各種団体への会費・分担金、研
修費、人件費、会議費、会館維持管理費、事務費、委託費　等

寄付金
募金

その他

事業費

地域防犯灯維持管理費補助金で実施した活動
（地域防犯灯の電気代、清掃費、点検費、修
繕費、球換え費用等）

町の美化、３Ｒ行動の推進、資源回収、リサ
イクル活動経費

※　補助対象経費に挙げている内容の経費であっても、その事業や活動に他の補助金を利用している場合
は、すべて地域活動推進費補助金の補助対象外経費となります。

募金（共同募金、歳末助け合い募金・日本赤
十字社会費等）
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補助対象経費・対象外経費に関する留意事項 

〇マンション等集合住宅の管理組合や市営・県営住宅の管理費の取扱い 

マンション等集合住宅の管理組合費や市営・県営住宅の管理費で執行する経費については、

地域活動推進費補助金の対象外となります。 

（例：マンション集会室の光熱費、エレベーター維持管理費、その他管理組合が管理業務

として設置・管理する設備や備品の維持管理費など） 

集合住宅の区分所有者が必ず入会する管理組合と、地域住民が任意で入会する自主的な組

織である自治会は、会の成り立ちも目的も異なる団体です。自治会費と管理費は口座や会

計を分けて管理しましょう。 

〇公園愛護会など別組織の会計について 

公園愛護会、商店会、地区社協など、自治会町内会とは異なる組織については、構成員が

ほぼ同じであっても、「自治会町内会」「地区連合町内会」として出納していないものは、

別会計で管理してください。 

〇食糧費の取扱い 

交際費、懇親会費に該当するような食糧費は補助対象外ですが、事業に直接関連する経費

であれば、食糧費であっても補助対象経費となります。たとえば、会議の際に必要な茶菓、

イベントのボランティアに出す弁当代などであれば、補助対象経費に計上して構いません。 

〇宿泊費の取扱い 

役員の慰安旅行や宿泊研修などにかかる宿泊費は、原則として補助対象外です。 

客観的に公益上必要性が高いとはいえない費用（懇親会費や、直接事業と関連のない視察・

研修費・食糧費等）は補助対象経費に含めないこととしており、宿泊費についても、それ

らと切り離すことが難しいことから対象外となります。 

なお、視察研修などで、研修のために必要な会場借り上げ、飲料代などについては補助対

象とします。 

〇神社祭礼など特定の宗教行事に関する経費の取扱い 

神社への奉納金や、例大祭の分担金などについては、特定の宗教に対する援助と見なされ

るため、補助対象外です。 
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申請書類の提出方法について 

申請書類は、各区地域振興課あて、以下の方法で提出いただけます。 

なお、負担軽減・デジタル化の観点から、 

可能な範囲で、Ｅメールでの提出にご協力をお願いします。 

  【申請書類の提出方法】 

(１)窓口への持参

(２)Ｅメールでの提出
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令和６年度 

           

「地域防犯灯維持管理費補助金」 

申請の手引 
           

（自治会町内会・地区連合町内会用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この補助事業は、令和６年度予算案が横浜市会において議決されることを条件として実施します。 

令和６年３月 

旭区役所 地域振興課 

TEL：954-6091 FAX：955-3341 

市民局 地域防犯支援課 

TEL：671-370９ FAX：664-0734 

 

 

 
 



- 1 - 
 

  

１ 趣旨 

 自治会町内会等が行う地域防犯灯維持管理費についての補助金を交付することにより、街を明

るくして、夜間における犯罪の発生を防止し、歩行者の通行の安全を図ることを目的とします。 

 

 

２ 補助対象 

（１）補助対象となる地域防犯灯は、令和６年4 月1 日現在設置されており、夜間の防犯及び歩

行者の通行の安全を図るため、公衆の用に供する道路を照明するために設置されたＬＥＤの照

明灯で、設置に係る基準等が横浜市防犯灯設置基準 第３条第１号から第４号までの規定を満

たすもののうち、次に示すどちらかとします。 

 

ア 自治会町内会等が所有し、かつ、維持管理しているもの 

イ 自治会町内会等の所有となっていない照明灯で ア の地域防犯灯に準ずるものとし

て自治会町内会等が認めたもの 

※ イの補助対象の確認は、申請に基づいて区役所の担当者が現地調査等により行います。 

 

横浜市防犯灯設置基準（抜粋） 

 

（設置等の基準） 

第３条 防犯灯の設置等の基準は、次のとおりとする。 

(1) 設置場所は、自治会町内会の区域内及びその周辺で多くの地域住民が通行する道路を

照明する場所とする。ただし、原則として集合住宅等の敷地内通路を照明する場所は除く。 

(2) 灯具は、東電柱又はＮＴＴ柱に設置する。ただし、設置できる電柱がない等の理由に

よりやむを得ない場合は、鋼管ポールに設置する。 

(3) 防犯灯の設置間隔は、屋外照明からおおむね25 メートル以上とする。ただし、防犯

上及び道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

(4) 灯具の設置の高さは、原則として地上から4.5メートル以上とする。 

 

 

申請手続き 
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（２）次の照明灯は、補助対象となりません。 

ア 横浜市が設置した防犯灯 

イ 集合住宅（アパートやマンション等）の敷地内等で、専ら居住者が使用する通路を

照らしている照明 

ウ 公園灯 

エ 足元灯 

オ 駐車場、駐輪場等の照明 

カ ネオンサイン等の装飾を目的とした照明 

キ 商店街灯 

  ※一定の要件を満たす場合は、商店会が所有する商店街灯の電気料金への補助を行っています。詳細は、

経済局商業振興課へご相談ください。 

   横浜市経済局商業振興課 

   電話：６７１－３４８８   

 

 

３ 補助金額 

 

補助金額は、照明の明るさ（１０Ｗ・２０Ｗ・４０Ｗ・１００Ｗなど）に関わらず、 

１灯あたり 定額の年 ２,２００円 となります。（※予算の範囲内とします。） 

 

 

 

● よくあるお問い合わせ ● 

 

 

Ｑ．領収書の灯数と把握している防犯灯の数が、合わないのですが？  

Ａ．現在、把握している防犯灯の設置されている住所、電柱番号等を御確認の上、東京

電力エナジーパートナー㈱にお問合せいただき、適正な契約に訂正後、補助金の御

申請をお願いいたします。 

 

Ｑ．要綱の改正（平成29年4月1日）により、これまでに補助を受けてきた蛍光灯

防犯灯や水銀灯は補助金交付の対象外となりますか？ 

Ａ．要綱改正前から補助金を受けているものについては、照明の種類にかかわらず、こ

れまで通り交付可能です。 
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４ 申請書類 

 

 手続きの流れや必要書類については、例年通りのまま、変更はありません。 

 自治会町内会によっては、維持管理する地域防犯灯が大幅に減ったことにより、「まとめ契約」

から「単独契約」に移行していることがあるため、手続きに使用する書類が変更となる場合があり

ます。 

 なお、自治会町内会等で管理している防犯灯の灯数と、東京電力エナジーパートナー株式会社か

ら電気料金が請求されてきている防犯灯の灯数に食い違いがあった場合は、東京電力エナジーパー

トナー株式会社へお問い合わせください。 

  

 

【地域防犯灯がない場合】 →申請手続はありません。 

 ESCO事業での交換工事等により、すべての防犯灯が横浜市の管理となり、自治会町内会等で

管理する地域防犯灯がなくなった場合は、防犯灯維持管理費補助金の申請手続はありません。 

 

【地域防犯灯がある場合】  

契約方法により、次の書類が必要となります。 

◆【すべての契約で必要となる共通の書類】 

・「地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書」（p.6.参照） 

 この申請書に、別添の必要書類（電力供給事業者との契約の仕方によって異なります）を添付

して提出してください。 

 

① 【公衆街路灯契約の場合】 

一般的な防犯灯の契約は「公衆街路灯」の契約になります。東京電力エナジーパートナー株

式会社との契約（支払）方法及び所有する防犯灯の契約内容によって、必要な書類が異なりま

すので、次のページの表でご確認ください。 
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 ４月以降の防犯灯の契約内容 

まとめ契約の場合 
（地域防犯灯を複数所有している場合） 

単独契約の場合 
地域防犯灯が１灯のみ、または 

連接した鋼管ポールが一列のみ 

１本の電柱に複数の灯具がある場合 

※原則、集約分内訳表が発行されません 

契
約
（
支
払
い
）
方
法 

一
括
前
払
い
契
約 

・「電気料金等領収証」（直近）のコピー、 

又は「お客さまへのお知らせ」のコピー 
 

・「電気料金集約分内訳表」（４月分）の 

合計数の記載がある最終頁のコピー 
※電気料金集約分内訳表は1年に1度しか

発行してもらえないのでお気を付けくださ

い。 

・「電気料金等領収証」（直近）のコピー、 

又は「お客さまへのお知らせ」のコピー 
 

・鋼管ポールが連接している場合や、電柱

に複数の灯具が設置されている場合な

ど、補助対象が複数灯ある場合には、位

置図や写真等を添付してください。 
 

・補助対象が１灯しかない場合は、そのま

ま「１灯」で申請となります。 

月
払
い 

・「電気料金等領収証」（４月分）のコピー 

・「電気料金集約分内訳表」（４月分）の 

合計数の記載がある最終頁のコピー 

・申請する地域防犯灯の「電気料金等領収

証」（４月分）のコピー 

「電気料金等領収証」「お客さまへのお知らせ」「電気料金集約分内訳表」の見本はp.7～9です。  

＜上に当てはまらない場合＞ 

・地域防犯灯の領収証が複数ある場合は、必要書類のコピー全てを添付してください。 

 

② 【従量電灯契約の場合】 

 主に、集合住宅等の外周部分を照明している照明灯（アパートやマンションなどの照明）が従

量電灯契約になっています。p.1の概要に合致している場合は補助の対象となります。 

＜申請時に添付していただく書類＞ 

・電気料金等領収証（４月分）のコピー 

・電気料金集約分内訳表（４月分）の合計数の記載がある最終頁のコピー（あれば） 

・地域防犯灯位置図 

 ※従量電灯契約では防犯灯の灯数が契約上現れてこないこと、補助対象となるものとならないも

のの契約が混在しているため、位置図で補助対象となる地域防犯灯数を特定する必要があります。 

・自治会町内会等の所有となっていない照明灯で地域防犯灯に準ずるものとして自治会町内

会等が認めたものについては、集合住宅の管理組合等と自治会町内会等の間で取り交わし

た書類（覚書・総会資料など） 
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＜従量電灯契約の場合で、新たに補助申請をする場合＞ 

・p.1の概要をご確認の上、区役所の担当者へご相談ください。 

・補助対象の確認は、申請に基づいて区役所の担当者が現地調査等により行います。 

 

 

 

 

５ 提出期限・提出先 

 

(1) 提出期限：令和６年６月２８日（金） 

手続きが遅れると補助金が交付できない可能性がありますのでご了承ください。 

(2) 提出先 ：旭区役所 地域振興課 TEL:９５４-６０９１ FAX:９５５-３３４１ 
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参 考  
 

１ 補助金交付申請書の記入について（地域防犯灯維持管理費補助金部分） 

 

 

防犯灯の「灯数」と「申請金額」を記入してください。 
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２ 「電気料金等領収証」、「お客さまへのお知らせ」について 

（１）領収証を紛失等した場合は、再発行の手続をしてください。（有料） 

手続きをすると「支払証明書」が発行されますので、申請書に添付してください。 

再発行にかかる手数料は、東京電力エナジーパートナー(株)へお問い合わせください。 

 

（２）一括前払契約をしている場合は、「お客さまへのお知らせ」の写しの添付でも構いません。 

 

（３）一括前払契約をされていて、「前回の前払金過払額」欄の金額が、今回請求される前払金の

金額を超える場合、領収証が発行されません。その場合は、「お客さまへのお知らせ」の写し

を添付してください。 

 

（４）東京電力エナジーパートナー株式会社が、電気料金使用量等を確認できるWeb サイトを開

設したことに伴い、一部の防犯灯電気料金の領収書の発行が、郵送からＷＥＢ上での確認に

切り替えられています。その場合は 領収書をＷＥＢサイトからダウンロードしてください。

なお、領収書は、１度しかダウンロードできないため、紛失等の場合は、何度もダウンロード

できる「電気料金等領収実績票」（記載内容が領収書と同じ）をダウンロードしてください。 

   領収書のダウンロード方法（東京電力エナジーパートナーサイトにつながります） 

https://www.tepco.co.jp/ep/support/kenshin-web/receipt/index-j.html（令和６年２月現在） 

 

（電気料金等領収証）※東京電力の都合により様式が変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31年4月 
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（お客さまへのお知らせ） ※東京電力の都合により様式が変更になる場合があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年4  年3 
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３ 「電気料金集約分内訳表」について 

（１）まとめ契約をしている契約者に、東京電力エナジーパートナー(株)から発行される書類です。

この内訳表から、申請灯数を確認します。 

（２）一括前払契約をしている場合は、「電気料金集約分内訳表」（４月分）の発行を東京電力エナ

ジーパートナー(株)カスタマーセンターに依頼してください。（無料） 

  ※年に 1 度しか発行してくれないとのことですので、請求する内訳表は必ず「4 月分」にす

るようお気を付けください。 

（３）内訳表の種別欄が「１」の場合は、電気料金を使用電力量によって算出する「従量電灯」の

区分です。従量電灯から補助申請する場合は、防犯灯の位置図を作成し、灯数がわかるよう、

申請してください。 

（４）現地の防犯灯数と集約分内訳表の防犯灯数が一致しない場合は東京電力エナジーパートナー

(株)と相談していただき、灯数を確定してから補助金を申請してください。 

 
 

 

４ 契約区分について 

２０Ｗの蛍光灯防犯灯は、電気料金区分では「２０Ｗをこえ４０Ｗまで」の区分に該当し

ます。そのため、電気料金集約分内訳表では、４０Ｗ欄に灯数が記載されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

区     分 集約分内訳表 備     考 

１０Ｗまで １０Ｗ ＬＥＤ灯など 

２０Ｗまで ２０Ｗ ＬＥＤ灯など 

２０Ｗをこえ４０Ｗまで ４０Ｗ 蛍光灯など 

４０Ｗをこえ６０Ｗまで ６０Ｗ 水銀灯など 

６０Ｗをこえ１００Ｗまで １００Ｗ 水銀灯など 

１００Ｗをこえ１００Ｗごとに ２００Ｗ 水銀灯など 
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５ 東京電力エナジーパートナー(株)への問合せについて 

自治会町内会長等の交代による名義変更の手続きや、東京電力エナジーパートナー(株)が発

行している書類（電気料金等領収証・電気料金集約分内訳表）の再発行やお問い合わせ、契約

方法の変更、現地の地域防犯灯数と電気料金集約分内訳表等の地域防犯灯数の相違などについ

ては、東京電力エナジーパートナー (株) カスタマーセンターにお問い合わせください。 

 

◇東京電力エナジーパートナー (株) カスタマーセンター 

   電話番号：０１２０－９９－５００１ 

   ※0120番号をご利用になれない場合 ０３－６３７４－８９３６（有料） 

  

 

６ Q&A 

Q. まとめ契約とは？                                    

A. まとめ契約とは、防犯灯一灯一灯についている「お客様番号」を一つの番号で管理する契約で

す。単独で一灯一灯支払う電気料金を、まとめて支払うことができます。 

 

Q. 一括前払い契約とは？                                  

A. 一括前払契約には、半年と一年の契約があり、それぞれの期間分の電気料金を先に一括して支

払う契約となります。電気料金の値下げや値上がりがあった際には、期間終了後、精算されま

す。また、一括前払契約の一年契約では、毎月の電気料金が割引されます。 

 

Q. 東京電力以外の会社と電気使用の契約をしているのですが、どうしたら良いですか？                    

A.  ４月１日時点で自治会町内会等が管理している地域防犯灯の数が分かる書類と、その地域防

犯灯の電気料金を自治会町内会等が支払っていることを証明する書類が必要となります。 

    上記２点を証明するための書類の発行が可能か電力供給事業者に確認してください。 

 

Q. 自治会町内会が設置したLED防犯灯を市に移管できますか？                    

A.  自治会町内会や宅地開発業者が、独自に電柱へＬＥＤ防犯灯を新設する場合、事前に横浜市

と協議することにより、防犯灯を横浜市へ寄附できる場合があります。 

   なお、横浜市ＬＥＤ防犯灯仕様および横浜市防犯灯設置基準を満たしているものが対象とな

ります。寄附の手続につきましては、市民局地域防犯支援課までお問い合わせください。 
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７ 防犯灯の維持管理について 

（１）横浜市が設置した防犯灯について 

   横浜市が設置したLED防犯灯（ESCO事業で設置した防犯灯を含む）については、電気料

金の支払い及び故障時の修繕などの管理を横浜市が行い、日常の見守り（故障の発見や連絡、

繁茂した草木の除去等）は、引き続き自治会町内会の皆様に行っていただきます。 

 

＊防犯灯の故障等を発見された際は、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。 

旭区地域振興課    電話０４５－９５４－６０９５ 

市民局地域防犯支援課 電話０４５－６７１－３７０９ 

＊お知らせいただきたいこと 

①管理番号（黄色のプレート又は銀色のシールに記載されている番号です。※下図参照） 

 ※管理番号は、必ずご確認ください。 

②電柱番号（鋼管ポールの場合は、その旨、ご連絡ください） 

③住所及び目標物 

④不具合の内容（「点灯していない」「昼間も点灯している」「点滅している」 

「鋼管ポールに車が衝突し傾いている」等） 

⑤不具合発生の時期（気づいた日）、及び時間帯 

※防犯灯は周囲の状況や他の照明との関係により、防犯灯によっては点灯する時間が遅くなる場

合がありますが、故障ではありません。 

 

 ※横浜市防犯灯の管理番号について 

電柱共架タイプ 鋼管ポールタイプ 

黄色のプレートが付いています。 

 

 

 

 

 

 

黄色のプレートか銀色のシールが付いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレートタイプ      シールタイプ 

 

 

 

 

Y 瀬谷区 

T 555 
Y鶴見区 

1234 
AP 
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（２）自治会町内会等が所有及び維持管理する地域防犯灯について 

電気料金の支払い及び故障時の対応は引き続き、自治会町内会等で行っていただきます。 

 

（３）垂れていたり、切れている電線を見つけたら 

鋼管ポールが倒れたり、大きく傾いたりなどして、電線の垂れ下がりや、切断しているのを

見つけたときは、大変危険ですので絶対に近づかず、東京電力パワーグリッド(株)にご連絡く

ださい。 

 

   横浜市の防犯灯の場合は、カスタマーセンターに管理番号もお伝えください。 

東京電力パワーグリッド(株) カスタマーセンター 

停電・電柱・電線など設備に関するお問い合わせ 

 電話番号：0120-995-007 

 ※0120番号をご利用になれない場合は 電話番号：03-6375-9803（有料） 

 



区連会 資料３－６ 

自治会町内会長 各位 

旭区総務課長 

町の防災組織活動費補助金の交付申請及び前年度の実績報告について（通知） 

日頃から本市の危機管理対策事業に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和６年度も、町の防災組織活動費補助金（世帯数×160円）について、交付申請

受付を行います。 

交付を希望される場合は、同封の手引きを御参照の上、申請をお願いいたします。 

また、令和５年度に補助金の交付を受けた団体におかれましては、令和５年度の実績報

告が必須となっておりますので、必ず御提出をお願いいたします。 

１ 送付書類 

(1) 令和６年度 町の防災組織活動費補助金事務の手引き

(2) 令和６年度 町の防災組織活動費補助金交付申請書（様式）

(3) 令和５年度 町の防災組織活動費補助金実績報告書（様式）

２ 提出書類（詳細は補助金事務の手引きを御確認ください） 

(1) 令和６年度交付申請の提出書類

①令和６年度 町の防災組織活動費補助金交付申請書

②令和６年度事業計画書 ※

③令和６年度収支予算書 ※

(2) 令和５年度実績報告の提出書類

①令和５年度 町の防災組織活動費補助金実績報告書

②令和５年度事業報告書 ※

③令和５年度収支決算書 ※

④領収書の写し（１件 10万円以上の支出がある場合）

※の書類は、地域振興課に提出済であれば提出不要です。

３ 提出先 

  旭区総務課庶務係危機管理・地域防災担当（E メール、FAX、郵送または持参） 

４ 提出期限 

  令和６年６月 28日（金） 

５ ご不明点等ございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。 

問合せ：旭区総務課危機管理・地域防災担当 

TEL:045－954－6007/FAX:045－951－3401 

Eメール：as-anzen@city.yokohama.jp 

旭 区 連 会 ３ 月 定 例 会 資 料 

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ８ 日 

旭 区 総 務 課 



※ この手引きは、令和６年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。
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1.

（1）

・ 1

・ 1 ※

・ 1 ※

・ 1 ※

・ 1

（2）

・ 1

・ 1 ※

・ 1 ※

（3）

・ 1

・ 1 ※

・ 1 ※

・ 1

・

２.

   ご記入方法等何かご不明な点がございましたら、お住まいの区の総務課までお問い合わ
せください。

   申請・請求・報告書類は必ず配布される様式をご使用ください。（独自の様式で提出され
た場合、受理できない場合があります。）

提出書類

交付申請の際には、以下の書類を作成のうえ、区役所総務課へご提出ください。

団体の規約 部

申請書 部

○提出書類･提出期限

部

実績報告の際には、以下の書類を作成のうえ、区役所総務課へご提出ください。

事業計画書 部

　 以下の「※」の付いている書類については、区役所地域振興課へ提出済の場合、提
出不要です。事業計画書、収支予算書、実績報告書、収支決算書は必ず総会等の承認を
得てください。

振込口座の確認できる通帳等の写し 部

収支予算書 部

その他団体の防災活動の予定のわかる資料 部

　 請求書は交付決定通知書とともに申請書類審査後に送付します。

提出期限　

請求の際には、以下の書類を区役所総務課へご提出ください。

請求書 部

部

活動実績報告書 部

口座振替依頼書

報告書

収支決算書 部

その他団体の防災活動実績のわかる資料 部

領収書（10万円以上の支出に係るもの）　 【詳しくは、20ページをご覧ください。】

　令和６（2024）年度補助金交付申請書
　　令和５年度実績報告書

令和６（2024）年度請求書

6月28日 交付決定日から約２週間後

1



1.

2.

町の防災組織を結成している自治会町内会等

3.

4.

「広報よこはま」の配布部数が把握できない団体については、お住まいの区へご相談ください。

5.

6.

・

・

・

・

・

・

・

7.

・

・

・

・

・ 自治会館等の光熱水費等の公共料金

・

交付の対象となるのは、令和６（2024）年度中に実施する事業に限ります。

補助金の交付対象とならないもの

防災マニュアル・防災マップ等の作成

AEDの購入　（リース含む）

その他防災活動の一環として実施する事業

消防団への分担金や助成事業

防犯活動など、直接防災に関わりのない活動

410 390

令和６（2024）年４月１日から６月28日までに区役所総務課へ提出してください。

防災訓練（地域防災拠点訓練、自治会町内会訓練、初期消火訓練など）の実施

Ｂ自治会（400）

提出期間及び提出先

防災パトロール　（※防犯パトロールは対象外です。）

対象団体

申請世帯数

※ 令和６（2024）年４月１日時点の「広報よこはま」配布部数を上限とします（「広報よこ
はま」の配布がない団体は届出のある加入数とします）。
    ただし、４月１日現在の自治会町内会等の加入世帯数が「広報よこはま」配布部数
 を上回る場合は、自治会町内会等の加入世帯数を上限とします。

‥の場合、

交付世帯数 交付予定額

交付する補助金の額

申請世帯数※×１６０円

申請世帯数
「広報よこはま」

配布部数

320 310Ａ自治会（300）

団体（加入世帯数）

（例）

防災積立金　（当補助金は翌年度への持ち越しはできません。）

分割購入費

310

補助金の交付対象事業

備蓄食料・防災資機材等の購入

400 64,000

防災のための講演会・研修会・講習会・見学会の開催

49,600

「草刈機」等の直接防災に関わりのないものや活動

その他購入の際判断に迷う案件が発生した場合には区役所総務課へお問合せ下さい。

　 自治会町内会等により組織されている町の防災組織が行う自主防災活動に対し、補助
 金を交付します。

　　令和６（2024）年４月１日現在の自治会町内会等の加入世帯数と訓練等防災活動に参
　加する自治会・町内会等に加入していない世帯数を合わせた数

概要

○事業概要
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◇ 用語説明

　１．申請・請求事務の流れ

3
月
下
旬

町の防災組織
（自治会町内会等）

書類の受領 書類受領→配送

　・「報」‥報告書 ・「請」‥請求書

区役所総務課

・「交」‥交付決定通知書　・「申」‥申請書

4
月
↓
６
月
末

申請書･報告書の審査、管理

書類の作成

【P.4～参照】

交付決定通知受領

６
月
以
降

請求書作成

【P.9～参照】

補助金の振込

≪申請・請求編≫（P.３～P.14）

申

報

申 報

交 請

請

申 報

※ 自治会町内会等に個別配布

郵送

持参･郵送

郵送

口座振込

持参･郵送
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　町の防災組織活動費補助金交付申請書　記入例

　２．申請書記入のポイント

対象とならない内容の記入があ
る場合には、訂正をしていただ
きます。ご注意ください。

添付書類の収支予算書に計上されている金額との整合
をとってください。

添付書類の事業計画書等と整合
をとってください。

年度内に使用できなかった補助金は返還していただきます。

4



　収支予算書及び事業計画書との整合

◇ ポイント ◇
○ 申請書「B 申請金額」 ＝ 収支予算書 収入の部 補助金予算額
○ 申請書申請内訳合計 ＝ 収支予算書 支出の部 町の防災組織活動費

となります。

申請額未満の金額が記載されていた場合には、その
金額での交付となってしまいますので、ご注意ください。

申請書の申請金額超の金額を記載しても構いませんが、申請書右下の
「支出合計金額」との整合を取ってください。

5



申請書に右のようにチェックがついていたら、自治
会の防災訓練、地域防災拠点、研修等の予定が事
業計画書には載っていなければなりません。記述が
ない場合には、実施日、実施場所を確認のうえ補記
していただきます。
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◆

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

◆
Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q
A

防犯パトロールは対象になりません。ただし、地域の危険箇所（がけ地、倒木危険箇所等）を見回っ
たり、確認したりする等の防災パトロールは対象としています。※申請書類にも「防災パトロール」等
の記入をしてください。

提出先はどこ？

　３．Ｑ＆Ａ集（申請書編）
 補助対象について

大きい資機材（防災倉庫・AED等）を購入するために積立をしたいのですが･･･

「購入した年」を「活動があった年」とみなすため、積立金は対象となりません。

昨年度購入した資機材を分割払いしている場合は？

（申請書に訂正がある場合に）捺印する際の印鑑は何を押せばいいの？

代表者の私印か○○代表者印（○○会長印）の捺印をお願いします。
代表者以外の私印（会計担当者等）や、自治会・町内会等の団体印では書類を受理できませんの
で、ご注意ください。なお、請求書の印鑑と同じ印鑑である必要はありません。

申請書に記入した購入予定の資機材や食料は必ず買わなければいけませんか？

あくまで予定ですので、当初記入した資機材と別の資機材を購入していただいても構いません。
ただし、「購入品目未定」というような記入では補助金は交付できません。年度当初の予定で構いま
せんので具体的にご記入ください。

積立同様「購入した年」を「活動があった年」とみなすため、対象となりません。

リースは対象となるか。

対象となりますが、リース期間が複数年度にわたる場合は、当該年度分のリース料金のみとします。

具体的にはどのような品目が補助対象外になるのか。

過去にあったもので何件か例示すると、「芝刈り機」の購入や会館利用にかかる「公共料金」等の支
出は防災という補助金の趣旨に照らしても役割が異なるとの判断から、対象外としています。

パトロールは対象になるのか。

提出の期限は？

提出期限は６月28日です。

 申請の手続きについて
申請書に捺印は必要ですか？

申請書は代表者名の自筆または記名（ゴム印、Word打ち等）であれば、捺印の必要はありません。
ただし、訂正が必要な場合には、訂正箇所に代表者の印が必要になりますのでご注意ください。

申請金額と申請内訳は合わせなければいけませんか？

申請の内訳ですので、合わせてください。ただし、申請金額以上の支出をする場合、その全ての支
出項目をご記入いただいて構いません。

申請書の項目にない防災に関する活動等がございましたらご記入ください。

ご協力よろしくお願いいたします。

お住まいの区の区役所総務課にお願いします。（連絡先についてはP.23をご覧ください。）

「その他」には何を書けばいいの？
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  （１） 修正液、修正テープなどは使用できません。

  （２） 訂正する部分に二重線を引き、その上に代表者の印を捺し、

正しい内容を記入してください。

このように訂正を行ってください。

例えば、申請書で住所を間違えてしまったら‥

〒 231 - 0017

　＜参考＞　訂正の方法

代表者氏名

申請書・報告書・請求書等の書類に訂正がある場合には、以下の例のとおりに訂正しましょう。

◇　訂正する時の注意点　◇

代表者住所

〒 -

2011

団体名 港町自治会

所在地 231 0017

)

中区港町1―1ハイツ港町４号棟205号

横浜　花子代表者名

TEL
（ 671 ）

担　当　者 危機　太郎 TEL (

メールアドレス xxxxxx－xxxxx＠xxxx.co.jp

※ 申請書より抜粋
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　町の防災組織活動費補助金請求書＜自治会・町内会用＞・表面

正 「代表者の私印」
「○○代表者印」
「○○会長印」

誤 「会長印」
「○○自治会会計印」
「○○自治会印」

※印鑑は正確に捺印くださ

③代表者名が口座名義人と
異なる場合には、代表者印を
押捺ください。

②団体名は正確に記入ください。

押捺が省略できる請求書である
場合は、Eメールでの提出ができ
ます。なお、提出はPDFに限りま
す。

【注意】
口座名義人が請求者と別の場合
は請求書欄、口座名義人欄とも
に押捺の省略はできませんの
で、Ｅメールでの提出はできませ
ん。

　４．請求書記入のポイント

①提出の日付を記入ください。

交付決定通知書の日付よりもあと
の日付になります。

④交付決定通知の金額を正
   確に記入してください。
【注意】
請求金額欄の訂正はできませ
ん!!
新たな用紙に記入してください。

　 今年度すでに区役所に口座振替依頼書を提出している場合は、裏面の記入
は必要ありません。
   提出していない場合、または、口座の変更がある場合には、次ページの例を
参考に、裏面もご記入ください。　転居や代表者変更等があった場合は事前に
区役所への届出が必要です。

①

②

③

【注意】
「港町自治会」と「港町町内
会」のような非常に似ている
名称の団体もあります。
正式な名称をご記入ください。

④

9



　町の防災組織活動費補助金請求書＜自治会・町内会用＞・裏面

□ 訂正箇所はありませんか？　　（詳細はP.8参照）

①正確に各項目に記入ください。

【注意】
口座名義人の誤りが多々ありま
す。
通帳の1枚開いたページに記載
の口座名義、カタカナを正確にご
記入ください。

記載のとおりに振込処理を行いま
す。ご協力お願いします。

【確認】
代表者と口座名義人が同じ場合
には記入不要です。

【注意】
印鑑は表面のものと同じものを
押捺してください。

②代表者と口座名義人が異な
る場合や請求者欄の団体名と
口座名義の団体名が違う場合
は、こちらに代表者印の押捺
が必要になります。

最後にチェック!!

※　区役所に口座振替依頼書を提出していない場合、または、口座の変更がある場合
　のみ、記入が必要です。

　 　 記載されている文字を修正する場合は、必ず　「訂正印」　が必要です。修正液、修正テープでの
　 訂正は認められませんのでご注意ください。また、既に捺印されたものを取消す場合には同じ印鑑
   で重ね印を押してください。
　    また、請求金額欄の修正はできません。金額を誤って記入した場合は訂正印による修正も認めら
   れないので、新しい用紙に書き直していただきます。

①

②
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①提出の日付を記入ください。

　

④正確に各項目を記入ください。

　

□ 訂正箇所はありませんか？　　　（詳細はP.8参照）

【注意】
印鑑は同じものを押捺してくだ
さい。

⑤代表者と口座名義人が異なる
場合、代表者印を押捺ください。

③交付決定通知の金額を正確に
記入してください。

②代表者名が口座名義人と異な
る場合には、代表者印を押捺くだ
さい。

【注意】
請求金額欄の訂正はできませ
ん!!
新たな用紙に記入してください。

※　代表者と口座名義人が同じ場合
には記入不要です。

【注意】
口座名義人の誤りが多々ありま
す。
通帳を1枚開いたページに記載
の口座名義、カタカナを正確にご
記入ください。
記載のとおりに振込処理を行いま
す。ご協力お願いします。

交付決定通知書の日付よりもあ
との日付になります。

最後にチェック!!

　 　 記載されている文字を修正する場合は、必ず　「訂正印」　が必要です。修正液、修正テープでの
　 訂正は認められませんのでご注意ください。また、既に捺印されたものを取消す場合には同じ印鑑で
   重ね印を押してください。
　    また、請求金額欄の修正はできません。金額を誤って記入した場合は訂正印による修正も認めら
   れないので、新しい用紙に書き直していただきます。

　町の防災組織活動費補助金請求書＜自治会・町内会以外の団体用＞

押捺が省略できる請求書である
場合は、Eメールでの提出ができ
ます。なお、提出はPDFに限りま
す。

①

②

③

④

⑤

【注意】
「港町自治会」と「港町町内
会」のような非常に似ている
名称の団体もあります。
正式な名称をご記入ください。
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　5．請求について

1. 交付決定

2. 「町の防災組織」活動費補助金請求書（第５号様式）について

交付決定通知書を受け取った後に、次の書類を区役所総務課へ提出してください。

① 「町の防災組織」活動費補助金請求書

②団体の振込口座の分かる預金通帳等の写し

・

・ 請求金額には交付決定通知書の交付金額を記入してください。

・ 口座名義人の記入欄には、振込先・預金種目・口座番号を通帳に記載のとおりに記入してください。

口座名義に団体名や、役職等も含む場合はそちらも必ず記入してください。

その他、字の写し間違えにも注意してください。

間違いがあると、再度確認し振込を行いますので、交付が遅れてしまいます。

・ 代表者と口座名義人が異なる場合は、請求書下の代表者氏名の記入と捺印をお願いします。

・ 代表者が申請時と請求時で異なる場合は、区役所総務課へ申し出てください。

　 申請書受理後、申請内容などの確認を行い、適正な場合は「町の防災組織」活動費補助金
交付決定通知書（第２号様式）を送付します。

自治会町内会等の団体の名称と所在地、代表者氏名及び電話番号を記入してください。
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Q 口座名義人欄には、どのように記入すればいいの？

A

Q 申請した金額と、交付決定通知書に印字してある金額が違うんだけど。

A

Q 4月以降加入者が増えたため、申請書を再提出したいんだけど。

A

Q 申請時と請求時で会長が変わってしまった。請求書の名前はどうすればいいのか。

A

Q フリガナは絶対に書かなければいけないの？

A

基準日を4月1日としておりますので、4月以降に増えた分の申請はできません。

このような場合、請求は現会長のお名前でご記入ください。区役所に会長の変更届が提出
されていない場合は変更届の提出をお願いします。

　6．Ｑ＆Ａ集（請求書編）

名義相違等により振込ができない団体が非常に多いです。ご記入前にしっかりと確認し、
通帳を1枚めくったページに記載してある情報を、漏れなくご記入下さい。

申請世帯数と区確認世帯数のどちらか少ない方が交付世帯数となるためです。
例えば、1000世帯、160,000円の申請をいただいたとしても、区確認世帯数が950世帯だっ
た場合には、950世帯×160円で152,000円の交付しかできないということになります。ご不
明な点がございましたら、お住まいの区の区役所総務課までお問い合わせください。

振込の際には、フリガナが大変重要です。ほんの一例ですが、同じ「自治会」でも口座名義
が「ジチカイ」の団体、「ジジカイ」の団体などあり、その一文字のために振込が出来ない団
体も多々あります。確実な振込のためにも、フリガナのご記入漏れのないようにお願いしま
す。

お振込は、こちらにご記入のと
おりに行います。

通帳の表紙裏面等に記載され
ている口座名義を、漏れなく、正
確にご記入ください。

銀行名・支店名も正確にご記入くださ

い。また、各金融機関、支店・出張所に

ついても忘れずに囲ってください。

※ゆうちょ銀行をご利用の場合
支店名（記号番号）は漢数字三桁とな
りますので、ご確認の上ご記入ください。

※ 通帳を1枚めくったページﾞ

※ 請求書抜粋
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・「ジチカイ」と「ジジカイ」

・「会長」と「代表」と「代表者」、「会計」と「会計担当」

・役職名（会長、会計など）が必要な場合と、不要な場合

・「自治会」と「町内会」

・「ヶ」と「ケ」

・フリガナの記載なし

・実際は「会計」だったが、間違えて「会計担当」と記入した場合に「会計（担当）」と記載している

⇒カッコ書きは訂正として認められません。

・「銀行」と「信用金庫」の囲い間違い

・「支店」と「出張所」の囲い間違い

・代表者名と口座名義人の名前が違うが、下部に記名・押印なし

・上部と下部の記入されている代表者氏名が違う。

・上部と下部に押印されている印鑑が違う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
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≪報告編≫（P.15～P.22）

　１．報告事務の流れ

◇ 用語説明

　・「申」‥申請書 ・「報」‥報告書

　・「確」‥金額確定通知

書類の作成

【P.17～参照】

６
月
以
降
随
時

金額確定通知受領

4
月
↓
６
月
末

書類の受領
3
月
下
旬

町の防災組織
（自治会町内会等） 区役所総務課

書類受領→配送

報告書の審査,通知書の作成

申

報

申 報

確

申 報

※ 自治会町内会等に個別配布

郵送

持参･郵送

郵送
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　２．実績報告について
1.

（1） 実績報告書の支出金額と収支決算書の支出金額（町の防災組織活動費）が合わない。

（2） 実績報告書の各項目事業や支出金額が収支決算書の摘要と合わない。

2. 未使用額返還（前年度補助金）

3. 罰則の規定について

4. 書類の保管について

令和５（2023）年度の会計帳簿・領収書等は2029年度までの保存が必要です。

収支決算書との整合性

　 　「町の防災組織」活動費補助金実績報告書の記入内容と自治会町内会等収支決算書の記
    入内容は必ず合わせてください。以下のケースの場合は、訂正又は返還をお願いすることに
    なりますので、各自治会町内会等で確認をお願いします。

   この他、収支決算書で防災項目が確認できない場合は、防災事業費を抽出して別表を
作成いただく場合もあります。

　   交付した補助金に未使用額がある場合は、返還依頼書と納付書を送付しますので、期限内
  にお支払いください。

　   『横浜市補助金等の交付に関する規則』により、「偽りその他不正の手段により補助金等の交
　付を受けた とき」や「補助金等の他の用途への使用をしたとき」には、５万円以下の過料に処さ
　れます。適正な補助金の使用をよろしくお願いいたします。

　補助金の交付を受けた団体は、補助金に係る事業の収支を明らかにした会計帳簿、領
収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算
して5年間保存しなければなりません。また、必要に応じて区役所から提示を求める場合
などがあります。
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　町の防災組織活動費補助金実績報告書記入例

　３．実績報告書記入のポイント

訂正がある場合は代表者の印で、
訂正箇所に捺印をお願いします。

添付書類の事業報告書等と整合
をとってください。

1件10万円以上の支出においては、
領収書の添付が必須になります。
その他の領収書についても5年間
大切に保管をお願いします。
※20ページ以降を参照

添付書類の収支決算書に計上されている金額との整合をとってください。

補助金支給対象外の用途に使用
されている場合には、確認の上、
該当額を差し引いて報告とさせて
いただく場合もございます。ご了承
ください。
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　収支決算書及び事業実績報告書との整合

◇ ポイント ◇
○ 報告書 「(ａ)前年度交付金額」 ＝ 収支決算書 収入の部 町の防災組織活動費補助金
○ 報告書 「(ｂ)支出合計金額」 ＝ 収支決算書 支出の部 町の防災組織活動費
となります。

ここには、実際に当該年度に交付された金額を記載してください。

前年度の交付額を超える金額を記載しても構いませんが、報告書の「(ｂ)支
出合計金額」と一致させてください。また、内訳を記載する場合、報告書の
内容と齟齬がないようにして下さい。
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報告書に右のようにチェックがついていたら、自治会
の防災訓練、地域防災拠点等の訓練の実績が事業
実績報告書には載っていなければなりません。記述
がない場合には、実施日、実施場所を確認のうえ補
記していただきます。

また、実績の報告ですので、実施した日付・場所等
の情報は必ず確認してください。
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　４．領収書について

1. 提出

この場合の1件とは？･･･1件とは1契約であり1契約内の1品目ではない。

補助金の交付を受けた者(補助事業者)は事業終了後(通常は年度終了後)に「横浜市補助金等の交付
に関する規則」第14条第1項の規定により、
①実績報告書
②決算書
③領収書　　　などの提出が義務付けられています。

ただし、同規則第14条第5項第1号の規定により、1件の金額が10万円未満のものに係る領収書は区
役所への提出を省略することができます。

1契約ごと10万円未満であるため、
領収書の添付は不要

それぞれの品目は10万円未満だが、

総額が10万円を超えるため、

領収書の添付が必要!!

水

25,000円

缶詰
缶入り保存パン

60,000円

ヘルメット

37,500円
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2. 保管

領収書は、金額の大小にかかわらず５年間保管しなければなりません。
そのうち、1件10万円以上の領収書は提出が必要です。
また必要に応じて区役所から提示を求める場合などがあります。

水

25,000円

缶詰
缶入り保存パン

60,000円

ヘルメット

37,500円

水

25,000円
缶詰
缶入り保存パン

60,000円

ヘルメット

37,500円

それぞれは10万円を超
えていないため、提出
の必要はありません。

1件の金額が10万円を超
えているため、領収書の
写しを区役所に提出しま
す。
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Q 報告書に捺印は必要ですか？

A

Q （報告書に訂正がある場合に）捺印する際の印鑑は何を捺せばいいのか。

A

Q 前年度と今年度で会長が変わった。報告書の名前はどうするのか。

A

Q 「その他」には何を書けばいいの？

A

Q
A

Q 報告書に添付する領収書は写しでいいのか。
A 領収書は写しを提出し、原本はご自身で保管してください。

Q 提出先はどこ？

A お住まいの区の区役所総務課にお願いします。（連絡先等については次ページをご覧ください。）

Q 提出の期限は？
A

　５．Ｑ＆Ａ集（報告書編）

申請書は代表者名の自筆または記名（ゴム印、Word打ち等）であれば、捺印の必要はありませ
ん。
ただし、申請書に訂正が必要な場合には、訂正箇所に代表者の印が必要になりますのでご注
意ください。

例えば、乾パン、水缶、ヘルメットの三つを購入したら金額が10万円を超えた。領収書は必要か。

報告書の事業項目に印字されていない防災に関する活動等がございましたらご記入ください。

現会長の名前で提出してください。

代表者の私印か○○代表者印（○○会長印）の捺印をお願いします。
代表者以外の私印（会計担当者等）や、自治会・町内会等の団体印では書類を受理できませんの
で、ご注意ください。なお、請求書の印鑑と同じ印鑑である必要はありません。

提出期限は６月28日です。
ご協力よろしくお願いいたします。

まず、乾パン、水缶、ヘルメットをまとめて１契約として1つの業者から買った場合には、領収書は必
要になります。
次に、乾パンは乾パン（4万円）、水缶は水缶（6万円）、ヘルメットはヘルメット（4万円）とそれぞれ
別々に購入し、購入金額の和が10万円を超えたような場合には、領収書の添付は必要ありません。
ただし、補助金を充てた支出の領収書は10万円を超えないものについても5年間は大切に保管す
ることとなっています。必要な場合には提示していただく場合もございますので、大切に保管してく
ださい。
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〈

　鶴見区総務課 230-0051 (510)1656(直通)

(224)8112(直通)

　神奈川区総務課 221-0824 (411)7004(直通)

区役所 郵便番号 電話番号

(341)1225(直通)

　港南区総務課 233-0003 (847)8315(直通)　港南区港南４－２－１０

　西区総務課 220-0051 (320)8310(直通)

　中区総務課 231-0021

(788)7706(直通)

　保土ケ谷区総務課 240-0001 (334)6203(直通)

　旭区総務課 241-0022 (954)6007(直通)

　磯子区磯子３－５－１

　旭区鶴ケ峰１－４－１２

　保土ケ谷区川辺町２－９

226-0013 (930)2208(直通)

　磯子区総務課 235-0016 (750)2312(直通)

　金沢区総務課 236-0021

　緑区寺山町１１８

　港北区大豆戸町２６－１

　金沢区泥亀２－９－１

(894)8312(直通)

(866)8307(直通)

(367)5611(直通)

(948)2212(直通)

　港北区総務課 222-0032 (540)2206(直通)

　緑区総務課

　戸塚区総務課 244-0003

　栄区総務課

　青葉区総務課 225-0024

247-0005

(978)2213(直通)

　都筑区総務課 224-0032 　都筑区茅ケ崎中央３２－１

　青葉区市ケ尾町３１－４

　栄区桂町３０３－１９

（671）2011

　泉区総務課 245-0024 (800)2309(直通)

　瀬谷区総務課 246-0021 　瀬谷区二ツ橋町１９０

　泉区和泉中央北５－１－１

所在地

　鶴見区鶴見中央３－２０－１

　南区浦舟町２－３３

　中区日本大通３５

　西区中央１－５－１０

　神奈川区広台太田町３－８

　南区総務課 232-0024

　戸塚区戸塚町１６－１７

総務局地域防災課

お住まいの区の総務課へ提出してください。
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　第１号様式（町の防災組織活動費補助金交付要綱第７条）

〒 -

受付番号 交付予定金額

申請世帯数 区確認世帯数 交付世帯数

支出額合計 円

　↓↓↓　区役所記入欄です。自治会・町内会等では記入しないでください。　↓↓↓

その他

数量

防災印刷
 □

食料・資機材

品目 数量 品目

物作成 □ その他 （ ）

 防災マニュアル □ 防災マップ  □

等の購入

）

事業項目 活動内容（複数選択可）

 見学会

 防災啓発チラシ

啓発活動 □ その他 （ ）

防災の
□ 講演会 □ 研修・講習会  □

支出金額

防災訓練

□ 自治会・町内会防災訓練 □  他の自治会・町内会との合同防災訓練

 □

※申請世帯数は広報配布部数を上限とします。

　B　申請金額　　A ×１６０円 ＝ 円

支出内訳【実施計画（ 令和６ 年４月～ 令和７ 年３月実施事業）】

 地域防災拠点訓練

□ その他 （

事業計画書及び収支予算書の総会等での承認 □ ※チェックをお願いします。

　A　申請世帯数 世帯 （４月１日現在）

担　当　者

令和６ 年度　町の防災組織活動費補助金交付申請書

TEL
(

メールアドレス

なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月
30日横浜市規則第139号）及び町の防災組織活動費補助金交付要綱を遵守します。

団体名

所在地

令和６ 年度町の防災組織活動費の補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。

)

代表者名

TEL
（ ）

(申 請 先)

   旭 区 長 年 月 日



　第６号様式（町の防災組織活動費補助金交付要綱第12条）

　 〒 -

□ ※チェックをお願いします。

代表者名

（
TEL

）

年度の防災活動を次のとおり報告します。

TEL
( )

担　当　者

月 日

所在地

(報 告 先)

旭 区 長

団体名

年

事業実績報告書及び収支決算書の総会等での承認

令和５

メールアドレス

）

事業項目 活動内容（複数選択可） 支出金額

防災訓練

 □ 自治会・町内会防災訓練 □  他の自治会・町内会との合同防災訓練

年度　町の防災組織活動費補助金実績報告書

年3月実施分）

令和５

年4月～　令和６実績報告　（　令和５

啓発活動  □ その他 （

 □ 地域防災拠点訓練

 □ その他

 □ 見学会

（

 防災啓発チラシ

防災の
 □ 講演会  □ 研修・講習会

防災印刷
 □ 防災マニュアル

）

 □ 防災マップ □

物作成  □ その他 （ ）

食料・資機材

品目 数量 品目 数量

(b)支出合計金額 円

※１件10万円を超える支出がある場合、領収書の添付が必須ですのでご注意ください。

令和５ 年度交付額 (a) 支出合計金額 (b) (a)-(b) 差引

その他

等の購入

※ 使用されなかった交付金は返還していただくことになります。
※ 前年度に交付を受けた団体は必ず提出してください。

受付番号

円 円 円



地域活動
スタートアップ補助金

活動を始めるあなたの応援団

令和６年度 あさひのつながり応援補助金（旭区役所）

申請期間 条件

4/1～12/27 旭区内で活動する
2人以上のグループ

5万円まで
補助率9/10

予算上限に
達し次第終了

令和5年度補助金交付事業

親子つながりの場づくり ガーデンサロン

01161036
テキストボックス
区連会 資料３－７



身近な地域の中で、誰もが楽しく参加できる活動をしてみたい！
自分の好きや特技で地域を元気にしたい！という活動の『はじめの一歩』
を応援するスタートアップ補助金です。
※この補助金は、令和6年度予算が横浜市会において議決されることを条件としています。

申請の流れは次のとおりです。

事前相談 申請書
提出

請求書提出
補助金交付

事業報告

申請書提出前に対面での相談が必須です。（予約制）
※活動内容、目的、対象、活動メンバー、補助金の使い道等について聞き取ります。
※申請書提出から補助金交付まで、概ね２か月かかります。

◀HPはこちら

補助金を申請できる団体の条件はありますか？
次の要件を満たした団体が対象となります。
■旭区内で活動を行っている、または行う予定の2人以上の団体
※旭区在住の方を含む団体が対象です。

補助金はいくらまで受けられますか？

補助金を申請できるのはどんな活動ですか？

次のすべての要件を満たした活動が対象となります。
■概ね1年以内に開始した事業または令和7年1月までに開始する活動
■だれでも参加できる地域に開かれた活動
※既存団体が申請する場合は新たな取り組みであることが必要です。

補助金額は上限5万円まで
■補助率は9割です。自己資金（活動費の１割）が必要です。
■１団体あたり同一年度の申請は１回までです。
■補助金は次年度へ繰り越しできません。

旭区マスコットキャラクター「あさひくん」

問い合わせ先
旭区役所地域振興課 地域力推進担当
TEL：045-954-6028
メール：as-mirai@city.yokohama.lg.jp
※月～金（祝日を除く）9時～17時



 

 
 

 
 

🌸🌸魅力発信コーナー🌸🌸 

🌸🌸野菜などの販売🌸🌸 

「花」「緑」「農」「食」の 
4テーマでパネル等を展示♪ 

地元・横浜でとれた新鮮な野菜＆ 
 

 
 

土曜日 

2024 年 

3 月 23 日 

旭区役所 区政推進課・地域振興課・こども家庭支援課  TEL 045-954-6019 

横浜市旭区鶴ケ峰 1-4-12  E-mail：as-kodomokatei@city.yokohama.jp 

🌸🌸切り花（ガーベラ等）・ 

 
 

カレーも販売♪ 
 

食育迷路バッチも 
配布します！ 

※写真・イラストはイメージです。 
※イベントの内容は予告なく、変更・中止する場合があります。 

あります！ 
飲食スペースも 

11時～12時 / 14時～15時 

※なくなり次第終了 

※売り切れ次第終了 

～ 会場 ～ 
二俣川駅東西自由通路 

各回先着 300名へ配布 

苗木のプレゼント

01111207
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 2027年に旧上瀬谷通信施設で、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際

園芸博覧会）が開催されます。 

会場にアクセスしやすい相鉄線、相鉄線とつながる東急新横浜線沿い

の神奈川区、西区、保土ケ谷区、旭区、港北区、泉区、瀬谷区（以下「７

区」）から、より一層 GREEN×EXPO 2027を盛り上げていくため、沿線

の花や緑の魅力スポットを紹介する冊子 「相鉄・東急新横浜線沿線 

花みどりスポット」を作成しました！ 

子育て世代の皆さまを応援するために、お子さまと楽しめるスポット

もたくさん掲載しています。 

ぜひスポットを巡って様々な花や緑の魅力に触れてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●公開場所 

  横浜市ウェブサイトに PDF版を公開しました。 

    https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/nishi/2023/0222hanamidorispot.html 

  

●配布場所 

   ７区役所、横浜市内の相鉄・東急新横浜線の各駅、７区の地域子育て支援拠点等で３月７日（木）

以降、順次無料でお配りします。  

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏面あり 

GREEN×EXPO 2027 に向けて会場沿線７区が作成！ 

「相鉄・東急新横浜線沿線 花みどりスポット」 
を発行します 

 

令 和 ６ 年 ２ 月 2 2 日 
西 区 区 政 推 進 課 
神 奈 川 区 区 政 推 進 課 
保 土 ケ 谷 区 区 政 推 進 課 
旭 区 区 政 推 進 課 
港 北 区 区 政 推 進 課 
泉 区 区 政 推 進 課 
瀬 谷 区 区 政 推 進 課 

 
 

●名 称：相鉄・東急新横浜線沿線 花みどりスポット 

●発行部数：約 14,000 部 

●体 裁：Ａ５判（24 ページ） 

 

 
２ 公開場所・配布場所 

 

１ コンセプト 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/nishi/2023/0222hanamidorispot.html
01091201
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お問合せ先 

西区区政推進課長     楢﨑 佳代子 Tel 045-320-8338  

●次の７エリアに分けて花や緑の

魅力スポットを紹介しています。 
・横浜・平沼橋エリア 

・保土ケ谷エリア 

・鶴ケ峰（里山ガーデン）エリア 

・三ツ境・瀬谷エリア 

・二俣川～ゆめが丘エリア 

・羽沢横浜国大・新横浜エリア 

・新綱島・日吉エリア 

 
●GREEN×EXPO 2027 の紹介ページ

もあります。 

●スポットごとに主な花（見頃）を

掲載しています。１年を通して

楽しめる冊子になっています。 

 
●お子さまとのお出かけにおすす

めのスポットには、歩行者専用

道路や遊具の情報などおすすめ

のポイントも掲載しています。 
  
 

▲ エリアマップページ 

▲エリアごとのスポット紹介ページ例  

３ 紙面・特徴 

01091201
テキストボックス
旭区のお問合せ先
旭区区政推進課企画調整係　045-954-6027
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